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会計管理者 景 山 美 穂

午前９時００分開議

○議長（山路 有君） 皆さん、おはようございます。

令和４年１２月第４回定例会本会議、本日は２日目となります。本日は一般質問を行います。

日程に入る前に、議長として一言お礼申し上げます。昨日、定例会初日にも申し上げたところ

ですが、先月、１１月２３日並びに１１月２７日両日、自治会公民館において議会懇談会を開催

させていただきました。お世話になりました自治会役員、会員の皆さんに改めてお礼申し上げま

す。住民の皆さんの声を反映する本日の一般質問、また議会活動に結びつけていきたいと思って

おります。お世話願った皆さん、本当にありがとうございました。

それでは、早速本日の日程に入りたいと思います。

ただいまの出席議員は１０名です。定足数に達していますので、これから本日の会議を開きま

す。

本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。

・ ・

日程第１ 一般質問

○議長（山路 有君） 日程第１、一般質問を行います。

ここで通告者の紹介を行います。

通告順１番、加藤修議員、９時から行います。通告順２番、松田悦郎議員、午前９時４０分か

ら行います。休憩を挟みまして、通告順３番、三島尋子議員、午前１０時５５分から行います。

昼休憩を挟みまして、通告順４番、午後１時から井藤稔議員が行います。通告順５番、長谷川康

弘議員、午後２時２０分から行います。休憩を挟みまして、通告順６番、河中博子議員、午後３

時１５分から行います。最後となりますけれども、通告順７番、前田昇議員、午後４時１５分か

ら行います。以上７名の議員が本日一般質問を行います。

そういたしますと、通告順に質問を許します。

通告順１番、加藤修議員。

加藤議員。

○議員（９番 加藤 修君） おはようございます。９番、加藤修です。通告に従いまして、２

項目質問をいたします。

初めに、令和５年度の財政運営について。
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小学校の耐震化工事、下水道の延命化工事、体育館の建て替え、ヴィレステ、ミライトの建設

など、大きな事業が一段落したところであります。これに伴いまして、村債等の償還、既に始ま

っているものと、これから始まるものがあります。現在、村がどれぐらいの借金があるのか、そ

れをどうやって返していくのか、お示しを願いたいと思います。

また、大きな財源として、王子製紙の固定資産税、法人税などがありますが、法人税について

は連結決算になってからまだ一度も入ってきていません。固定資産も償却資産であり、毎年減り

ます。この代わりとなる新規財源の掘り起こしが急務でございます。新規財源の掘り起こしにつ

いて伺います。

最後に、ミライトひえづの運営状況について。令和５年度４月から、保育所の保育に欠けると

いう条件が撤廃されます。これに伴いまして、希望される方は全て入所ができます。既に申込み

が終わっていますので、令和５年度の保育数をお示しください。また、複合施設としてのメリッ

トは生かされているかどうかを伺います。

以上で質問を終わります。

○議長（山路 有君） 中田村長。

○村長（中田 達彦君） おはようございます。それでは、本日は一般質問ということで、加藤議

員からの御質問にお答えをしてまいりたいと思います。大きく２点御質問をいただきました。１

点目が財政運営に関して、起債の返還計画等についての御質問でございます。２点目が、ミライ

トひえづの運営状況について御質問をいただきました。まず１点目、財政運営の関係で、村債の

返済計画についてお答えをしていきたいと思います。

この村債の令和４年度末、今年度末の未償還元金は、総額で約３２億円を予定をしているとこ

ろでございます。現在、ミライトひえづが第２期工事の途中でありまして、今年度中にミライト

ひえづに関して起こす起債もこの３２億円の中には含まれているものでございまして、ミライト

に関しまして申し上げますと、昨年度が４億９００万円、今年度約６億７００万円を起債を

する予定としておりまして、合計しますと、このミライトに関します起債が約１１億６００万

円ということを予定をしているところでございます。

これも含めまして、今後の起債の償還の見込みを申し上げます。今年度につきましては、２億

４００万円というのが令和４年度の起債の返還額の見込みでございます。５年度、６年度とい

うことで申し上げますと、５年度が２億９００万円、６年度が２億５００万円、７年度が２

億１００万円ということでございまして、現段階では、この令和７年度の２億１００万円と

いうのが年度当たりの償還額のピークということで見込んでいるところでございます。今年度の
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償還額が２億４００万円ということですので、７年度はこれに７００万円加わった２億１

００万円、これが現在のところピークになるのではないかということで見込みを立てているとこ

ろでございます。

なお、このミライトひえづに関する起債につきましては、２種類の起債の制度を活用をしてい

るところでございます。

１つは、施設整備事業、次世代育成支援対策施設整備交付金分ということで、こちらについて

は、保育所部分についてはこの起債の制度を使っています。起債の充当率が１００％で、後年の

元利償還金の７０％が普通交付税措置される基準財政需要額に算入をされるという仕組みになっ

ておりまして、保育所部分についてはこの施設整備事業の起債を使っています。

また、それ以外の部分につきましては、公共施設等適正管理推進事業の集約化事業及び複合化

事業分ということでございまして、こちらにつきましては起債の充当率が９０％で、交付税措置

率が５０％ということですので、掛けると４５％ということになるということでございます。

こうした起債を行いますと将来負担が増えていくことになりますので、できるだけこういった

交付税を伴わない起債等は極力避けることをしながら、その他の財源を検討しながら運営をして

いるところでございます。今後も、この年間の償還額が財政運営に大きな負担とならないように、

将来負担比率、健全化判断比率等を注視しながら運営をしてまいりたいというふうに考えており

ます。

次に、新規財源の掘り起こしについての御質問でございます。こちらにつきまして、ふるさと

納税、これは新たに始まった財源としまして、ふるさと納税が平成２１年度に開始をされ、変動

はあるものの、現在では毎年約１億円の寄附額が見込めるようになってきたところでございます。

この積み立てました寄附金については、環境保全や教育の振興など、寄附者の御意向に添った事

業に有効活用をさせていただいているところでございます。

加えて、令和２年度からは企業版のふるさと納税の仕組みが始まっております。こちらにも取

組を開始をしておりまして、地方創生総合戦略に基づく事業に活用するということで取組を開始

しているところでございます。実績数値ですけれども、令和２年度が１５０万円、令和３年度が

４００万円、令和４年度、今年度１１月末現在で７４０万円の企業版のふるさと納税の寄附をい

ただいているところでございます。

こうした新規財源だけではなく、既存の財源といたしまして、村税等の徴収強化のため、全庁

体制で徴収ネットに取り組むよう検討を行っているところでございます。また、移住定住や企業

の誘致等によりまして、固定資産税や住民税の安定的な確保ということにも取り組んでいるとこ

－４－



ろでございます。引き続きまして、この新たな財源等々について検討しながら財源を確保してい

きたいというふうに考えているところでございます。

次に、ミライトひえづの運営状況についての御質問でございます。

まず１点目、令和５年度の保育見込み数についてでございますけれども、来年度の新年度の保

育の入所申込みを１１月の２５日まで受付をさせていただいていたところでございます。これを

締め切った時点で、日吉津保育所の入所希望は１４５名ということでございます。あわせて、小

規模保育所は２７名ということでございます。令和４年度の入所児童が１２９名ということでご

ざいましたので、この希望数が１６名増えているという申込みをいただいているというところで

ございます。新年度のスタートに向けましては、保護者の方の御意向を伺いながら、日吉津保育

所、それから小規模保育所での入所の調整を行ってまいりたいというふうに考えております。引

き続きまして、待機児童ゼロというのを継続していくことは必要だと考えておりますので、職員

配置等も含め、適切に対応してまいりたいというふうに考えております。

次に、ミライトひえづの複合施設のメリットについての御質問でございます。この新たな施設

を開館するに当たり、大きく３つの新たな取組を開始をしております。１つが一時預かり事業、

それから保育所園庭の開放事業、それともう一つが、児童館と保育所の閉館時間をそろえた、統

一したということでございます。この支援センターと保育所、新たな建物では、これまで別々だ

ったんですが、同じ事務所になっているところでございまして、子育て支援センターから一時預

かりという人の流れができ始めており、保育所入園への切れ目のない支援につながるものと考え

ているところでございます。

また、支援センターの子供たちはじめ、この園庭を開放するということで、ほかの子の様子や

子供の育ち、発達の様子が分かるというような声をいただいているところでございます。

また、児童館と保育所の延長時間の統一、閉館時間をそろえたことで一緒に迎えができるとい

うことで、保護者の方の負担が非常に少なくなったということで、お聞きをしているところでご

ざいます。

それから、このたびの施設開所に向けまして、あわせましてミライトの総括室というのをつく

りました。この総括室というのができたことによりまして、保護者からの相談であったり、ある

いはコロナの対応であったり、全体でこれを協議をしながら、組織全体で対応を考えていくこと

ができるようになったということでございます。また、県や西部の教育局、それから役場の担当

課等々、学校等々も含めてですけれども、関係機関との連携がよりスムーズになったということ

でございます。ミライトの中で、この総括室を中心に、担当課や保育所、児童館、支援センター
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それぞれの職員が集まりまして、ミライト会議というのを定期的に行いながら事業を運営をして

いるところでございます。

最後に、子供たちへの影響ということで、好影響ということになりますけれども、児童館に子

供たちやってきます。この子たちがミライトの前で挨拶をしたり、児童館の窓から外をのぞいて

挨拶をしたりという光景が見られます。お世話になってきた保育士の先生方に挨拶や声かけをし

てもらうことで安心をして、うれしそうな表情が見られるところでございます。自分に関わって

くれた人たちとずっとつながる実感、切れ目のない安心感の姿が見てとれるところでございます。

幾つかこれまでのところでのメリットを申し上げたところでございますけれども、今後もこうい

ったメリットが発揮されますように、しっかりと運営に取り組んでまいりたいと考えております。

それでは、以上で加藤議員からの一般質問への答弁とさせていただきます。

○議長（山路 有君） そうしますと、再質問を許します。

加藤議員。

○議員（９番 加藤 修君） 細かい数字も入れて説明していただきまして、ありがとうござい

ます。

初めに、ミライトひえづのほうから再質問を少しだけさせていただきます。

保育の受付のところですが、令和２年から１０７、１１９、１２９、１４５とずっと上がって

きております。この１４５というのは想定内だったのかどうかお聞かせください。

○議長（山路 有君） 橋田福祉保健課長。

○福祉保健課長（橋田 和久君） 加藤議員の御質問にお答えいたします。施設整備をしていく段

階で何度か説明もしてこさせていただいておりますけども、施設の広さとしては基準をしっかり

満たした状況でもございますし、この数字にも十分対応できるような体制で向かっておりました

ので、想定の範囲というところで対応させていただいております。以上です。

○議長（山路 有君） 加藤議員。

○議員（９番 加藤 修君） 職員の配置について皆さん心配しておられると思いますけども、

この辺りはいかがですか。

○議長（山路 有君） 橋田福祉保健課長。

○福祉保健課長（橋田 和久君） 加藤議員の御質問にお答えいたします。当然、職員配置含めて

体制を整えないといけないというふうに認識しておりますので、保育士資格者の確保ということ

ですので、そこは早急に募集をかけたり、対応を取らせていただくように考えております。以上

です。
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○議長（山路 有君） 加藤議員。

○議員（９番 加藤 修君） 昨日、総務経済常任委員会から、ミライトひえづの視察の報告が

ありました。その中に附帯意見がついております。これについてどう対処されますか。

○議長（山路 有君） 橋田福祉保健課長。

○福祉保健課長（橋田 和久君） 加藤議員の御質問にお答えいたします。昨日いただきました御

指摘の中は、特にその安全面に対しての御指摘が多々あったかというふうに思っております。施

設整備をしていく中で当然考慮しながら進めてきた部分でございますので、安全対策を行ってい

るところもございます。

例えば、村道富吉南線への丁字路の交通安全対策、こちらのほうは、そちらを通行するという

よりは、ふれあい通りのほうを広くして、そちらの通行を確保していくと、そちらを利用してい

ただくというようなことでありますとか、当然いろんな設備装置を新しく作っておりますし、そ

ういうものについてはきちんと職員間で使い方を確認していく。当然、既にもう確認しておりま

すけども、定期的に研修していくとかですね。

あとは、非常時の対応マニュアルにつきましても、今までも各施設ではマニュアルを設定して

対応してまいりましたけども、この新たな施設に合わせたものに今、見直すように検討中でござ

いますので、早急に対応していきたいというふうに考えております。

以上のように、現状を１つずつ確認しながら適切に対応させていただこうというふうに考えて

おりますので、よろしくお願いいたします。

○議長（山路 有君） 加藤議員。

○議員（９番 加藤 修君） 今、予算づけのところですので、予算が必要なところは早急に取

り上げてつけて、速やかに行っていただきたいと思います。

続きまして、最後は財政運営について。返済計画について詳しく説明をいただきましたので、

適正に行っていただきたいと思います。新規財源の掘り起こしについて、これは急務でございま

すが、何か具体的な項目があったら教えてください。

○議長（山路 有君） 小原総務課長。

○総務課長（小原 義人君） 加藤議員の御質問にお答えします。新規財源といいますと、先ほど

答弁の中で申し上げましたように、ふるさと納税ですとか、新しく始まりました企業版ふるさと

納税、こういったものに力を入れていきたいと思っておりますし、まずは、当たり前ではありま

すけれども、村税の徴収等にしっかり力を入れていきたいというふうに思っているところでござ

います。以上です。
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○議長（山路 有君） 加藤議員。

○議員（９番 加藤 修君） 企業誘致のところですが、本来カインズホームの開発のほうが先

で、ケーズデンキのほうが後でした。今現在は、逆に、ケーズデンキがもうできてます。カイン

ズホームはまだ許可への申請もありません。この辺り、新規財源の掘り起こしのところになりま

すが、どういった進捗状況なのか説明願います。

○議長（山路 有君） 福井総合政策課長。

○総合政策課長（福井 真一君） 加藤議員の御質問にお答えいたします。先ほどカインズホーム

とケーズデンキ、後から計画が持ち上がったケーズデンキのほうが先にオープンして、カインズ

ホームのほうがどうなっているのかという御質問です。

現在、カインズホームだけではないんですけども、ディベロッパー、事業者のほうが、都市計

画提案の制度を使って地区計画を提案していただきます。これの書類作成準備の段階、あわせて、

関係機関協議、道路であったり環境部局であったり農地の部局であったり土地改良、こういった

ところと最終調整をしている段階と伺っております。以上です。

○議長（山路 有君） 加藤議員。

○議員（９番 加藤 修君） 開発計画に伴って本村の農道の改修も必要になってくると思いま

す、枝道が入っていきますので。そういったところの対策はいかがですか。

○議長（山路 有君） 福井総合政策課長。

○総合政策課長（福井 真一君） 加藤議員の御質問にお答えいたします。地区計画による開発は、

地区計画のエリア内の道路とエリア外一部、交差点改良とか必要になる場合にはエリア外もする

んですけども、今の計画段階では、エリア内を外周９メーターの２車線歩道つきの区画道路とし

て計画されております。あとは、エリア外につきましては、そこへの擦りつけ等、計画がなされ

ております。以上です。

○議長（山路 有君） 加藤議員。

○議員（９番 加藤 修君） 本来この時期、毎年１２月には予算の質問をしておりましたけど

も、来年選挙です。したがいまして、令和５年度の予算は骨格の暫定予算になります。ですので、

予算についてはこの肉づけができて本予算になってから質問させていただきますので、今回はこ

れで終わりますが、これまでの事業の多くは全て前村長から引き継いだものであります。まだま

だ中田村長の色は見えませんので、令和５年度からがいよいよ中田村長の腕の見せどころでござ

います。日吉津村をどこに向けていくのか、何がしたいのか伺います。

○議長（山路 有君） 中田村長。
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○村長（中田 達彦君） 村長でございます。加藤議員からの御質問にお答えをしたいと思います。

先ほど御質問いただきましたミライトひえづができたところでありまして、やっぱり子育てとい

うのは、しっかりと今後も取組を行っていく必要があるというふうに考えております。やはり村

民の皆様が、この日吉津村が住みやすい村だなということを言っていただくのが一番だと思って

いますので、日吉津村はいいところだなと、住みやすい村だなと言っていただくような村づくり

が今後もしていければいいなというふうに考えているところでございます。以上でございます。

○議員（９番 加藤 修君） 以上で終わります。

○議長（山路 有君） 以上で加藤議員の一般質問を終わります。

○議長（山路 有君） 続いて、通告順２番、松田悦郎議員の質問を許します。

松田議員。

○議員（８番 松田 悦郎君） ８番、松田です。最初に、野良猫の対応策について質問いたしま

す。

そもそも野良猫と言われる猫で、屋外にいる首輪等をつけていない猫には、所有者がいる外飼

い猫と所有者がいない猫が混在しております。所有者がいる猫は、動物愛護管理法７条に定めら

れた動物の所有者の責務を負っております。動物の所有者は家庭動物等の飼養及び保管に関する

基準に沿って適正飼養を行う努力義務が課せられていますので、猫は屋内飼養に努めることとし、

屋内飼養でない場合は、周辺生活環境への被害防止や繁殖制限措置を講じるよう求めているもの

であります。しかし、村内の多くで飼い主のいない野良猫が家の中に入り込んだり、家の周りに

ふんをされて困っている住民が大変多いと聞きます。そこで、野良猫でも動物の愛護及び管理に

関する法律がある限り危害を及ぼすことはできないので、多くの方は困っている現状があります。

また、野良猫は人間の生活圏で暮らしていますが、飼い猫に比べ、強い野生の本能を持ってい

ます。そのため、見た目はおとなしそうに見えますが、自分の身に危険が迫っていると判断した

途端に行動を豹変させることも多いようです。報道によれば、関西在住の５０代の女性が、連れ

帰ろうとした野良猫にかまれて１０日後に死亡したということがあったようです。野良猫に触る

のは危険と言われ、死に至る病として感染のおそれもあり、この女性は、厚生労働省によると、

マダニにかまれた野良猫から間接的にウイルスに感染したと見ております。

また、一方で、野良猫が全て消えた事例を紹介します。北海道のあるまちで、野良猫の不妊去

勢手術などの対策を始め、野良猫を登録制とし、みだりに餌をやることを禁止するなど、ネコ飼

養条例を制定し、捕獲と人への順化、譲渡に取り組んだようであります。このように人に慣らせ
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て飼い猫にする取組などが功を奏し、野良猫を殺処分せずほぼ一掃したことが分かり、環境省は

貴重な事例として紹介しているところです。

このように２つの事例がある中で、村内でも野良猫の対応策を真剣に考えるべきではないかと

思いますので、次の質問をします。

１、動物愛護管理法の基本指針に、行政主導による合意形成を踏まえたルールづくり、または

ルールづくりに対するさらなる支援等、地域の実情に合わせた対策や対応が必要との記述があり

ますが、その中身の説明をお願いします。

２番目として、家庭動物飼養基準の中で猫の飼養及び保管に関する基準の対応について説明を

していただきたいと思います。

３番目に、野良猫による生活環境改善対策の考えについてであります。

４番目に、野良猫の不妊去勢手術の考えはありますか。

５番目、野良猫への無秩序な餌やりへの対応は。

６番目に、村では猫の被害を軽減する機器の貸出しを行うとあるが、その機器の説明をお願い

します。

次に、ヴィレステ前の事故防止対策について質問いたします。

平成２７年６月１日に、ヴィレステが開館してから約７年が経過しております。開館当時は利

用者がまばらでありましたが、年々利用者が多くなり、今では毎日多くの方が利用されてにぎや

かになり、大変喜ばしく思っております。あわせて、多くの利用者が車で来場されるようになり、

最近では利用者はヴィレステ周辺や社協の駐車場まで車を止め、駐車場がいっぱいになることが

多くなっております。

そこで問題となるのが、ふれあい道路からヴィレステ駐車場に入る車、社会福祉センターから

駐車場に向かう車、社協事務所から駐車場に向かう車など、３か所からヴィレステ広場駐車場に

向かう進入路があります。３方面から多くの車が同時に進入すると、車の接触事故や人身事故が

大いに懸念されますし、多くの方が接触事故を起こしそうになったと聞いております。また、夕

方には多くの子供が小学校グラウンドからヴィレステに走って横断する場所であり、いつ車の接

触事故や人身事故が起きても不思議ではない場所であります。

そこで、ここの広場の改善や対策について質問します。１つは、３か所から進入する車対策と、

浜田道を通行する車対策について。次に、子供に対しての交通事故防止指導は。３番目に、ヴィ

レステ駐車場に対する規制についてであります。

次に、村長としての再挑戦の考えについて質問いたします。

－１０－



来年は統一地方選挙の年であります。鳥取県知事は３月２３日告示、４月９日投票日、県会議

員選挙は３月３１日に告示、投票日は４月９日、村長と日吉津村会議員選挙は４月１８日の告示

で、４月２３日の投票日となっているようであります。そこで、村長は、村のリーダーとして現

在まで多くの事業を実施されてきました。今後も引き続き村のために頑張っていただきたいと思

いますが、村長１期目の総括と２期目に向けての再挑戦の考えについて伺います。

質問は以上です。

○議長（山路 有君） 中田村長。

○村長（中田 達彦君） それでは、松田議員からの一般質問に対する答弁をさせていただきたい

と思います。大きく３点いただきました。１点目が野良猫の対応策、それから２点目がヴィレス

テ前の事故防止対策、３点目が村長として再挑戦の考えについての御質問でございます。

まず１点目、動物愛護法の基本指針に関する御質問でございます。行政主導による合意形成を

踏まえたルールづくりに対するさらなる支援と、地域の実情に合わせた対策や対応が必要との記

述の説明ということでございます。

こちらにつきまして、この指針については、動物愛護法に基づき定められている指針というこ

とでございます。この指針の中で、今後の施策展開の方向の施策別の取組の中で今の文言が定め

られているということでございまして、関係機関等は、これらの施策について、令和１２年度ま

でにその実施が図られるように努めるものとするということになっております。その中で、周辺

の生活環境の保全と動物による危害の防止という項目の中で定められているものでございまして、

動物の不適切な飼養等、または給餌、給水により動物による危害及び周辺の生活環境が損なわれ

る事態等の迷惑問題が発生しており、地方公共団体等に寄せられる苦情等も依然として多い状況

にあると。動物による危害及び迷惑問題は、所有者等とその近隣住民等との間で感情的対立を誘

発しやすいなどの性格を有していることもあるため、危害及び迷惑問題防止の観点から、行政主

導による合意形成を踏まえたルールづくり、またはルールづくりに対するさらなる支援等、地域

の実情に合わせた対策や対応が必要であるというふうに書いてあるものでございます。

動物を飼うことに対しましては、賛成の方と反対の方がおられるのではないかなと思っており

ます。この所有者等と近隣住民等ということで、この規定の中にも書いてあるわけでございます

けれども、この両者のみで動物に関する話合いを行っても、感情的な論になるなどで、解決に至

ることが難しいということもあろうかと思います。そこで、必要に応じ行政も関わりながら、そ

の地域に合ったやり方で共存できるための決まり事をつくり、みんなが快適に暮らせる地域にし

ていくことが必要であるとの指針が示されているものであるというふうな認識でいるところでご
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ざいます。

次に、家庭動物飼養基準の第５、猫飼養及び保管に関する基準に対する考えでございますけれ

ども、この基準につきましては、これも動物愛護法により定められた基準でございます。環境大

臣は、関係行政機関の長と協議して、動物の飼養及び保管に関し、よるべき基準を定めることが

できるという規定がございます。その基準の第５の今の猫飼養及び保管に関する基準では、猫の

所有者と占有者に対し、１、適切な飼養及び保管により人に迷惑を及ぼさないこと、２、疾病、

感染予防、事故防止のため、原則屋内飼養に努めることの２項目。そして、猫の所有者に対し、

３、去勢手術、不妊手術等、繁殖制限の措置を講じること、４、継続して飼養することができな

くなった場合には適正に譲渡をすること、５、子猫の譲渡に当たっては、離乳前に譲渡をしない

ことの３項目。飼い主のいない猫を管理する場合には、６、周辺の生活環境等に配慮した管理を

実施すること。以上の合計６項目が規定をされているところでございます。努力義務規定という

部分もございますけれども、これらを実現するために定められた、猫の所有者等が守るべき基本

的なルールであるという認識でいるところでございます。

次に、野良猫による生活環境問題対策の対応についての御質問でございます。こちらにつきま

しては、本村におきましても、この猫に対する相談は複数の方から寄せられているところでござ

います。例えば庭にふん尿をされたり、家のほうに入ってきたりとか、あるいは車庫で子猫を産

んでいるなどの相談があるということでございます。この野良猫による生活環境問題対策の対応

につきましては、その都度アドバイスや現場確認、必要に応じ県との協議を行い対応をしている

ところでございます。また、防災無線で呼びかけを行ったり、困っている方と共に原因者宅の訪

問をしたような経過もあるところでございます。そういった対応を取らせていただいているとい

うのが現状でございます。

次に、野良猫の不妊去勢手術の考えはという御質問でございますけれども、この野良猫に対す

る手術には県の補助金も活用し、年間２匹分の予算を確保し対応をしているところでございます。

手術経費の半額を補助しており、補助金の上限は１万円でございます。２頭という予算措置をし

ていますけれども、それ以上の希望があった場合には、県と協議をし、頭数を増やして対応をし

ているところでございます。補助実績を申し上げますと、令和元年度１匹、２年２匹、３年３匹、

４年は現在で３匹の補助の実績がございます。

次に、野良猫への無秩序な餌やりの対応についての御質問でございます。電話連絡等によりま

してこの情報を得た際には、該当者宅を訪問し、状況確認や現地指導を行っているところでござ

います。周囲が困っておられることを伝え、室内で飼うか、飼う意思がない場合は餌をやらない
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ようにするなどの対応をお願いをしているところでございます。あわせて、こちらにつきまして

も、防災無線や村の広報紙での呼びかけを行っているところでございます。

引き続きまして、こうした取組も継続しながら、必要に応じた対応を取っていきたいというふ

うに考えております。

最後に、猫の被害を軽減する機器の貸出しについての御質問でございます。こちらの機器につ

きましては、主に猫のふん尿による被害を受けておられる家庭を対象に機器を貸し出し、効果を

検証いただくことを目的として導入をしているものでございます。県がこの貸出制度を設けてお

り、村内の方が借りられたところ、一定の効果があったというようなお話を受けたところでござ

いまして、このことから日吉津村でもこの貸出制度を設け、この８月から取組を開始していると

ころでございます。

貸出期間は２週間でございまして、機器は２台導入をしています。電池式で、猫の嫌がる超音

波により、その区域内から猫を遠ざけるというものでございまして、直角方向の７メートルまで

の猫を感知し、垂直方向は最大１３メートルまで感知でき、超音波を発するものでございます。

現在、貸出実績は１回、効果があったのではないかという報告をいただいているところでござい

ます。これにより、今後の被害防止のため、機器の購入につながればということで事業を行って

いるものでございまして、以前から御相談いただいているところに対しても、この貸出申請をい

ただきまして、貸出しをしていければというふうに考えております。

次に、ヴィレステ前の事故防止対策についての御質問でございます。

まず１点目、３か所から駐車場に向かう車対策と、浜田線を通行する車の対策についての御質

問でございます。こちらにつきましては、ふれあい通りのほうから３か所、ヴィレステ、あるい

は社会福祉センターのほうに入ってくる進入口があるわけでございますけれども、この中では村

道浜田線が通行する上で優先される路線ということになっております。よって、駐車場からこの

中の道路に出てくる車両が通行の確認をしなければならないということでございます。この村道

浜田線を通行される方は、ヴィレステ、デイサービスの利用者、近隣住民の方、役場職員等が主

な利用者でありまして、交通量は比較的少なく、皆さんが、通行される方も、速度を抑えた運転

に心がけていただいているような状況だと認識をしているところでございます。

ヴィレステひえづ等でのイベント時には駐車場利用者が増えるところでございますが、これに

先立って防災無線等で周知をしたりということで、お互いに注意をいただきながら通行をいただ

いているところでございます。

次に、子供や幼児に対して交通事故防止指導の御質問でございますけれども、まず、小学校に
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つきまして、交通事故の防止については、事故の未然防止のために毎年春に交通安全教室を全児

童対象に実施をしております。正しい判断の下に安全な行動が取れるようにするためには、継続

して学ぶ必要があります。そこで、年間指導計画に位置づけて、雨の日や雪道の登下校、自転車

の正しい乗り方、道路の歩き方等について、授業の中でも指導しているところでございます。こ

れとは別に、定期的に街頭指導を実施したり、必要に応じて、朝の会、帰りの会、学級活動等に

おいて随時指導をしたりということで行っているところでございます。

小学校ではこれまで、ヴィレステは遊び場ではなく、保護者の送迎等の待機する場所として認

めるということを児童に指導してきたところでございます。引き続きまして、ヴィレステの駐車

場と校庭の間を道路が通っていることを踏まえ、この待機の在り方等、小学校で指導してまいり

たいというふうに考えております。

また、幼児につきまして、保育所では四半期ごとに、狙いを持って、交通安全指導を実施して

いるところでございます。保育計画に沿って、クラスごとに第１金曜日に特設交通指導として実

施をしております。また、園外散歩やバス利用時には、道路の横断方法を確認したり、信号機の

見方や渡り方の指導、夏の交通安全教室には駐在所と米子警察署を招いて、ホールに信号機や道

路を設置し指導を行っているところでございます。引き続き、狙いを持って、交通安全指導を実

施していきたいというふうに考えております。

ヴィレステ駐車場の規制についてお答えをしてまいります。ヴィレステひえづの駐車場につき

ましては、施設に付随する３か所の駐車場、施設正面、それから図書館の北側、施設西側のもの

があり、そのほかに元気もりもりハウス前の駐車場がございます。社会福祉センターとデイサー

ビスセンター西側の駐車場は、ヴィレステの利用者の駐車は御遠慮をいただいているところでご

ざいます。元気もりもりハウス前の駐車場を御利用される場合は村道浜田線を横切ることになり、

安全確認が必要になります。現状として、先ほど申し上げましたが、村道浜田線の交通量は比較

的少なく、通行される車も、人の横断に注意をされ、速度を抑えた運転をされている状況でござ

います。ヴィレステ駐車場の安全対策、駐車場の規制につきましては今のところ考えておりませ

んが、関係者でまずは現状を改めて確認し、路面標示や注意喚起のための看板の設置、利用者へ

の案内等、併せて検討し、実施をしてまいりたいというふうに考えております。

最後に、村長として再挑戦の考えについての御質問にお答えをいたします。１期目の総括と２

期目に向けての再挑戦の考えについてということでございます。

振り返ってみますと、新型コロナという我々誰もが経験したことのない感染症に対し、村民の

皆様と一緒にこの感染症と向き合いながらの４年間であり、現在もこの新型コロナとの闘いは続
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いています。そうした中において４年前に掲げた３つのチャレンジ、若者が根づく村づくり、持

続可能な村づくり、向こう三軒両隣の村づくりを基本理念に、村民の皆様からの御支援、御協力

をいただき、日吉津村の村づくり、前に進めてくることができたものと感謝を申し上げます。

ミライトひえづが完成し、新しい子育て拠点で子供たちの元気な声が響き始めました。日吉津

の子供たちを地域ぐるみで育てるコミュニティ・スクールの取組が始まりました。中学生サーク

ルも誕生し、様々な場面で活躍してくれています。持続可能な日吉津村農業を目指し、農業者の

皆様と一緒につくった将来ビジョン、これを実現していくための取組もスタートしました。また、

海浜エリアの活性化を図るための検討を開始し、活性化計画の策定を進めています。こうした取

組をしっかりと軌道に乗せ、さらに前進させてまいりたい、そうした思いから、来年４月の日吉

津村長選挙に再度出馬することを決意いたしました。

防災対策、健康づくり、商工業の振興、ヴィレステひえづ等での村民の皆様の活動支援、行政

のデジタル化など、それぞれにしっかりと取り組んでいかなければなりません。地域の活動の自

粛傾向が続いておりますが、それに負けない地域力が日吉津村にはあります。その地域力、向こ

う三軒両隣の顔の見える環境を生かして、村民みんなで日吉津村の子供たちを育て、豊かな農地

や環境を守り、地域で支え合い、誰もが住みよい日吉津村づくりを村民の皆様の参画と協働で進

めてまいる決意でございます。

御質問いただき、こうした機会をいただきました。松田議員に感謝を申し上げ、答弁といたし

たいと思います。

以上、松田議員からの一般質問への答弁といたします。

○議長（山路 有君） それでは、再質問を許します。

松田議員。

○議員（８番 松田 悦郎君） 最初に、野良猫の関係なんですけども、先ほど質問の中でもあり

ましたけども、野良猫を触って病気がさばって亡くなられた方とか、野良猫が何百匹もおった地

域で、それは何年かかかったようですけども、全てゼロにしたという事例を言いましたけれども、

日吉津村でも本当に野良猫で苦労されているところが多くて、いろんな方法で、ペットボトルに

水を入れたりしながら置いてみたり、様々な方法を、猫の嫌な臭いするものを買ってきたり、結

構費用がかかっておる家庭が多いとは聞いております。

我が家のほうでもやっぱり誰も住んでない家に猫がすみ着いて、すみ着けば当然子猫が生まれ

る。また、子猫が大きくなったらまた子猫を産むという繰り返しなんで、非常に空き家の関係か

らも一つ野良猫の関係は起きているんじゃないかなと思っておりますので。
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それで、ちょっと村長に聞くんですけども、この亡くなられた方の事例だとか、全国で亡くな

ったという事例はどのように感じておられますか。ちょっと感想だけを述べていただきたいなと

思うんですが。

○議長（山路 有君） 中田村長。

○村長（中田 達彦君） 村長でございます。やはり野良猫ということが原因で、こうした事故で

亡くなられる方があるというのは非常に残念なことだというふうに感じております。以上です。

○議長（山路 有君） 松田議員。

○議員（８番 松田 悦郎君） 質問の中で、動物愛護管理法の基本指針と、それから家庭動物飼

養基準、この考えとか説明をお願いしますというふうに言ったんですけども、最初の基本指針に、

これ、行政主導による合意形成を踏まえたルールづくりだというふうに書いてありまして、この

ルールづくりとかいう観点で具体的に講ずべき施策というものが国のほうでは出しておるんです

けども、その中にいきますと、村長も言われました適切な情報発信を行うルールだよとか、それ

から、この地域活動に対する理解の促進などを取組を推進するよとか、そういう具体的な例をや

ってくださいよという方策が出てきてますが、それは、課長、見られたんでしょうか、この関係。

○議長（山路 有君） 矢野住民課長。

○住民課長（矢野 孝志君） 松田議員の質問にお答えいたします。質問にいただいておりますこ

の基本指針、それから飼養に関する基準、全て確認しておりまして、それに基づいていろいろと

村長と協議させていただいてたところでございます。以上です。

○議長（山路 有君） 松田議員。

○議員（８番 松田 悦郎君） 村長も答弁の中でちらっとあったと思うんですけども、結局は不

適正な飼養に対するガイドラインとか、そういうのを作って、もう少し、防災無線じゃなくてで

も、具体的に村報にでも載せていただくとか、そういうところでもやっていって、村民の皆さん

方に周知徹底を図っていただきたいなと思うんです。その辺では、ひとつよろしくお願いしたい

と思います。

それから、野良猫による生活環境の問題なんですけども、ネットを見ると、猫は一遍の出産に

４頭から８頭ぐらい出産するって書いてあったんですけども、これが、今さっき言ったように、

野良猫が出ますと一気に１００匹近くはすぐ多くなると思うんですけども、この辺は住民の方が

本当に困っていて、困っとったってどこに言ってくっかということをよう言われるんですが、私

は以前の一般質問で、困ったときには住民課だというふうに言ったんですけども、住民課にはそ

ういうことが、来とるとは思うんですけども、本当に生活が一変するということがありますんで、
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この辺も十分に住民課のほうとしては指導をしていただきたいなと思うんですけども。

なら、指導ってってどうするんだということで、次の質問なんですが、この不妊去勢手術の関

係が一時村のほうでやられて、猫をそういう手術をしてもらった家庭があったんですけども、そ

この家庭は、ほんで非常に後は楽でって言っちゃああれですけども、それまでは世間の方からい

ろんなことを言われながら本当にあったんですけども、それをやってからその家庭は非常におお

らかになったんですけども、またほかのほうで次々次々出ておりますが、これを村では村費でそ

れはできないなのか、それとも、こうやって村から減らすという、野良猫を減らすよという考え

はないんでしょうか。

○議長（山路 有君） 矢野住民課長。

○住民課長（矢野 孝志君） 松田議員の質問にお答えいたします。野良猫の去勢手術の件、村長

の答弁にもありましたが、野良猫に対しての補助制度があって、それにのっかっていっておりま

す。

あと、飼い猫のことに触れますと、飼い猫については県獣医師会さんのほうを通じて動物病院

のほうで申請して、補助金の制度があって、そちらでする制度があります。それをそれぞれ活用

していただくということを一つ考えておりまして、あと、それでも足らない、野良猫については

なかなか捕まえられんだがんというようなこともありまして、実績が２匹、３匹、そういった程

度になっておりますけども、そういったことを踏まえながら、じゃあ、今後どうしていくかとい

うことなのかなと思っておりまして、村独自でどうなっていくかということは今後ちょっと考え

ながら進めていくということで考えていこうと思っております。以上です。

○議長（山路 有君） 松田議員。

○議員（８番 松田 悦郎君） 野良猫を減らすという大問題をやるには、相当な覚悟が要ると思

うんですよ。今さっきも言いましたけども、野良猫を一掃した地域も本当に数年かかっていろん

なことをやりながらやったそうですけども、この手術を、例えば猫をですね、たしか私も考えま

した。なら、野良猫をどうして捕まえるだというときに、これは何かの補助金を出しながら、猫

１匹捕まえたら０００円払いますよとか、何かそういうような感じやらんと野良猫はとてもと

ても、よう一般のもんが、逃げ足も速いし、大変だろうなと。例えばネズミ捕りみたいな感じで

やっておくこともあるんですけども、この野良猫の問題と去勢手術の関係は本当に真剣にもうち

ょっと、本当に村民の方は困っておりますけえ、全村民の方が。

それで、ちょっと聞くんですけども、最近ネットで見ましたら、去勢手術した猫は耳の上を一

部カットしておるというようなことが書いてあったんですけど、その辺の経過は分かりますか。
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ちょっと説明をお願いします。

○議長（山路 有君） 矢野住民課長。

○住民課長（矢野 孝志君） 松田議員の質問にお答えいたします。野良猫の去勢手術されたら、

その時点で耳をカットして、去勢手術してるかしてないかということが分かるようにするという

取組になっておりまして、それによって、要は野良猫を手術されたやつは耳をカットするという

ことの下で進んでいるということで理解しております。以上です。

○議長（山路 有君） 松田議員。

○議員（８番 松田 悦郎君） 野良猫と飼い猫がおって、双方に外を走っておった場合には、ど

の猫が野良猫なのか、飼い猫なのか、さっぱり分からん。そのための耳を切ってやるという。じ

ゃあ、飼い猫はやらないんですか、そういうことは。

○議長（山路 有君） 矢野住民課長。

○住民課長（矢野 孝志君） 松田議員の質問にお答えいたします。飼い猫についてはちょっとこ

ちらで把握しておりませんけども、村で手術したカットっていうのが、切るっていうのが、切れ

目を入れてちょっと花びらみたいにするようなカットでございまして、落としてしまうというこ

とではありませんけども、飼い猫についてはちょっと聞いておりません。基本的には家の中で飼

うということからかと思っておりますけども。そういったことで、要は責任度合いが、飼い主さ

んがいらっしゃるということで、その中での管理いただくということからは、対応しないんじゃ

ないかなと思っております。以上です。

○議長（山路 有君） 松田議員。

○議員（８番 松田 悦郎君） 猫のことばっかり言っておりますけども、飼い猫でも全国区で走

ってますね、野良猫も全国区で走ってます。だけえ、今さっき言ったように、どの猫が野良猫な

のか、飼い主のいる猫か分からないので、それで野良猫だけ限って耳をちょん切ってというか、

大変なことするなと思って見たんですけども、そういうことをやるんなのかなと私は思ってます。

要するに、野良猫が、ドアではないけど、網戸なんかは勝手に自分で開けてその家へ入って、

その中で飼っとる猫と争っとるという事例もあるのでね、本当に野良猫はタフだなと。タフだと

いうか、すごいなと思って、頭のいい猫だなというふうに思って感心しとったり、非常に大変だ

なと思っておりますので、何遍も何遍も言いますけども、野良猫の関係をひとつ十分に考えてや

っていただきたいなと思います。

それから、この間村報に載っていました、今、村長が説明されました、何か電波を発信すると

いう。これをやったのは、あれ、ちょっと前ぐらいかな。これは村からの苦情がいろいろあるか
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ら購入されたんですか、そいつは。

○議長（山路 有君） 矢野住民課長。

○住民課長（矢野 孝志君） 松田議員の質問にお答えいたします。そういった苦情がありながら、

それで、その時点で、以前は県の制度があったもんですから、貸出しの。それを受けられて、猫、

来んようになったわというようなことを聞きました。その県の器械は西部圏域が対象貸出区域で

すので、なかなか借りたくても借りれない状況があるんじゃないかということから、村でも同様

の機器を購入いたしまして、こういったものでございますけども、電池式で、単四の電池が４つ

入るようなもので、これを設置しておきますと、これスイッチ入れるだけですが。村長も説明し

たように、こっちの方向は１３メートル、直角の方向は７メートル、この範囲に猫が来たら、そ

れを感知して、そこに、猫の嫌がる超音波みたいなものですが、それを出して、そこに寄りつか

ないようにするという機器でございます。これが身近にあったら貸出しがスムーズにいくかなと

思って購入したところでございます。以上です。

○議長（山路 有君） 松田議員。

○議員（８番 松田 悦郎君） そういうものを知らない方がたくさんおられますと思うんですよ。

今回私が質問して、今画面に見せてもらった器械だよということで、これから増えるんではない

かなと思うんで、今聞くところ２台しかないそうですけども、また増えたら増やしていただくと

いうことで、ひとつ、課長、よろしくお願いします。

高いもんですか、それ。高い。

○議長（山路 有君） 矢野住民課長。

○住民課長（矢野 孝志君） 松田議員の質問にお答えいたします。１台１万０００円のものを

買いましたけど、これはホームセンターで購入しましたが、いろんな機器がありまして、安いも

のは０００円台からあったということで、２台購入したっていうのは、家の敷地の両サイドか

ら照らすと、そこが一線になって、そこにもう入ってこなくなるというような効果もあって、そ

ういったことをしておりますが、ふだんは１台でも、いつも猫がふんをするようなところに向け

て置いておくと、そこに寄りつかなくなるというような効果があるということを聞いております。

以上です。

○議長（山路 有君） 松田議員。

○議員（８番 松田 悦郎君） ひとつ、野良猫はよろしくお願いします。

それから、ヴィレステの関係なんですが、今、村長の答弁を聞きますと、がいに問題なさそう

な答弁だって、非常にちょっと私は憤慨しておるんですけども、これは何年も前から言っておる
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ことなんですけども、結局３方面から、入り口が３か所あるというところが、私はまず問題だな

と思っておるんですよ。

役場の職員の方はどこまで把握しておられるか分からんですけども、私は浜田道を通って、ち

ょこちょこ、ちょこちょこ通るんですけども、浜田道からふれあい道路に向かっていくときはま

だいいんですよ、ふれあい道路から入ってくるときが問題なんです。これを分かっておる人は、

ふれあい道路からヴィレステにそのままさあっと入っていかれます。中に、分からん方は、真ん

中の入り口から入ってこられて、こっちから来る車は、当然これはデイサービスに用事が、ここ

に止まるかなと思うと、すうっと行くんですよ、そのまま。そうすると、こっちから行くのとこ

っちから来る、絶対ここにがっちんこする。こういうのをしょっちゅう見てまして、結構そうい

う場面に出くわしたという方が多いですよ。

だから、まず、根本的なのは、このヴィレステに入る通路というのが、前の村長のときも言っ

たんですけども、もうちょっと大きい看板立て言っただけど、結局分からない、どこがヴィレス

テの入り口なのか。だから、見ると、入り口、ちっちゃい、１メートルぐらいのとこでちゃちゃ

ちゃっと書いてありますわな、ヴィレステ何とか何とかってって門柱みたいなのありますけども、

あれじゃあ分かりません、まず。だけえ、ヴィレステに入るところはヴィレステに入るところで

もうちょっと分かりやすいように、まずそこが問題だと思うんですよ。

それから、３つ入り口があるというのは、なら、１つ潰すんかということになっちゃうので、

そうなってくると社協のほうから大叱りを受けるんで、なかなかそこまで言えませんけども、社

協の用事の車とヴィレステにある車の用事というのは分かりやすいような表示を何かしてもらわ

んと、今は、デイサービスへ止める方もヴィレステのほうから入ってこられる。普通にデイサー

ビスを利用される方はそのまま真ん中に着けて来られるということで、あれがもう入り乱れてや

ってますんで、結局、最後、社協の駐車場とヴィレステの駐車場というのは、ちょっと質問です

よ、これは全てどこを使ってもいいというたしか方針だったと思うんですが、今でもその考えは

間違いないですか。ちょっとそれ質問します。

○議長（山路 有君） 小原総務課長。

○総務課長（小原 義人君） 松田議員の御質問にお答えします。今、ヴィレステの利用者が社協

の駐車場を使っていいかということでしょうか。

○議員（８番 松田 悦郎君） はい。

○総務課長（小原 義人君） でいいますと、基本的には社協の駐車場は社協の利用者の方に使っ

ていただくものでございますので、ヴィレステの利用者の方は駐車は御遠慮いただいてるという
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のが原則でございます。しかしながら、そちらのヴィレステの駐車場がいっぱいになってる、そ

して、利用者の方が多い場合は、社協の駐車場が空いてる場合は止められる方があるというのが

現実でございます。以上です。

○議長（山路 有君） 松田議員。

○議員（８番 松田 悦郎君） いきなり車の駐車場を言ったんですが、今の通行の、３か所が入

る表示は、何か分かりやすいよう表示をひとつ考えていただきたいと思うんでですが、村長、そ

の辺どう。村長、車で来られますか、朝。あそこ、駐車場に。まあ、それは別として。そこの辺

のところを何か考える余地はありませんか。

○議長（山路 有君） 中田村長。

○村長（中田 達彦君） 村長でございます。最初の答弁でも申し上げましたように、ヴィレステ

の駐車場の規制ということは考えていないところでありますけれども、今の路面の表示でありま

すとか、あるいは飛び出し注意というような看板でありますとか、そういったところの注意喚起

になるような対策は考えていきたいというふうに考えております。以上でございます。

○議長（山路 有君） 松田議員。

○議員（８番 松田 悦郎君） いや、その答弁を聞いてちょっと安心しましたけども。最後に、

ヴィレステ駐車場に対する規制というふうに上げていますが、これは、ヴィレステの前に４台か

何台か止められる駐車場があると思うんですけども、結局その４台、５台を、ふれあい道路の駐

車場でなくて、そこの４台を、争ってっていいますか、そこ目がけてあちこちからぱっぱっぱっ

ぱっ入ってくるんですよ。その辺は、私、よう見てますけども、そこの駐車場がなければ、社協

だけだったなら、あそこまですうっと通路行く車はないと思うんですけども、そういうふうにし

て、あれ、何台か止められるところを、まず近くだからそこ止めたいという方が多いというのが

一番の、あそこの車を、道を横断する車が多いということなんで、その辺も含めて考えてほしい

なというのは、今規制を、ヴィレステの前の４台か５台の駐車場の規制を何とかならないのかな

と思って上げたところなんですけども。この辺は、なかなかあそこの駐車場をやめるということ

はできませんわな、総務課長は。

○議長（山路 有君） 小原総務課長。

○総務課長（小原 義人君） 松田議員の御質問にお答えします。せっかく近いところに駐車場を

設けておりますので、そこは活用していきたいなと思っておりますが、そういった現状があると

いうこと、ちょっともう一回調査をいたしまして、対応策をちょっと検討していきたいというふ

うに思います。以上です。
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○議長（山路 有君） 松田議員。

○議員（８番 松田 悦郎君） ヴィレステも何年も私も悩んでますので、ひとつこの辺も何か分

かりやすいような施策をですね、ぜひやっていただいてもらいたいなと思ってますので、ひとつ

よろしくお願いいたします。

それから、村長の再挑戦の問題なんですが、村長にちょっとお聞きしたいんですけども、２期

目に向けて、むらづくりに対する考え方として、村の自然を生かしたむらづくりなのか、それと

も商業地域を増やしていく施策なのか、中心なのか、それとも、双方を、両方を考えながらやっ

ていく考えなのか、その辺の基本的な考え方いうのは、村長、お持ちでしょうか。

○議長（山路 有君） 中田村長。

○村長（中田 達彦君） 村長でございます。そこはやはり、調和が必要だと思っています。やは

り自然環境を守っていくべきところはしっかりと守っていく必要があると思っていますし、また、

開発、この活性化、活力につながる部分というのは、そこはしっかりと進めていくべきところは

進めていく必要があるというふうな認識でおります。以上でございます。

○議長（山路 有君） 松田議員。

○議員（８番 松田 悦郎君） ２期目に向かって、ひとつ村長にお願いしたいんですが、総合計

画にも、子育てするなら日吉津村というふうに、もう書いてありますんで、ぜひとも、子育てす

るなら日吉津村で、日吉津村はいいとこだよ、子育てするならいいとこだよということを、文言

ばっかりだなしですね、実際面でやっていただきたいなと思っておって。以前にも子供広場をつ

くってほしいなと、村長から見えるところで言ったんですけども、そのとき村長は、東京の子と

比べたら日吉津村の子は有利だよというふうに、環境はそろっとるよと言われましたけども、比

べるところがちょっと違うんじゃないかなと思っておるですけど、東京と比べたって、日吉津村

はそら田舎ですからですけれども。何遍も言うようですけど、例えば安来にあるああいう中海何

とか広場のとこにあるような、あの規模を縮小したような、ただ、普通のブランコだとか滑り台

だとかじゃなくて、今あちこちに造ってますが、子供は少々、本当に危ないなというようなとこ

ろのぐらいのもんを造らんといけないと思うんで、ぜひとも、今、海岸の関係でいろいろと活性

化をやっておられると思うんですけども、それにあわせて、どこかでひとつそういう遊び場を造

ってもらいたいなと思うんですが、それで、村長、その辺の考え方ひとつ、答弁できませんか。

○議長（山路 有君） 中田村長。

○村長（中田 達彦君） 村長でございます。今検討を行っております海浜エリアの活性化の関係

でも、村民の皆様から御意見を募集したところ、やっぱり子供の遊び場が欲しいというような御
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意見は幾つもいただいたところでありますので、その検討の中でも、ぜひ前向きに考えていきた

いというふうに思っております。以上でございます。

○議長（山路 有君） 松田議員。

○議員（８番 松田 悦郎君） 最後にしますが、村長、２期目には、以前も私も言いましたよう

に、ぜひ副村長を置くという前提で、ひとつ、ことを要望しながら、質問を終わりたいと思いま

すので、ひとつよろしくお願いします。以上です。

○議長（山路 有君） 以上で松田議員の一般質問を終わります。

○議長（山路 有君） ここで、暫時休憩をいたします。再開は１０時５５分ですけども、５分

前程度には議場に御参集願いたいと思います。それでは、休憩に入ります。

午前１０時３０分休憩

午前１０時５５分再開

○議長（山路 有君） 再開します。

４番、三島尋子議員の一般質問を許します。

三島議員。

○議員（４番 三島 尋子君） ４番、三島です。私は、３問質問をいたします。村が考える社会

福祉協議会とは、子供の健やかな成長に対する支援、７５歳以上医療保険料の大幅増についての

３点をいたします。

初めに、１点、村が考える社会福祉協議会とはについてであります。

社会福祉協議会は１９５１年、昭和２６年ですが、社会福祉事業法、後に２０００年、平成１

２年に法律改正によって、現在は社会福祉法になっております。社会福祉事業法により地域福祉

の推進を図ることを目的に、営利を目的としない民間団体として、全ての市町村、政令指定都市

の区、都道府県に設置されています。社協それぞれは独立した組織で、本社、支社の関係はあり

ません。日吉津村社協は、平成元年、村の地域福祉を担うべく、前児童館の一室に事務所を構え、

社会福祉法人日吉津村社協として行政の福祉事務から独立をいたしました。鳥取県では、日吉津

村と江府町社協が最後の設立と記憶しております。福祉センターは、社会福祉法人日吉津村社協

の地域福祉推進の拠点として、村が平成３年２月に新築いたしました。そして、社協の基本財産

となったのです。その後、２０００年４月、平成１２年、介護保険制度がスタートしました。日

吉津村は、介護保険制度の開始に向け、デイサービスセンターを建設、デイサービスセンターの
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管理及び運営は、村条例により村社協に委託。その後、高齢者筋力向上トレーニングルームにつ

いても村が増築、そして、トレーニング機器も村が導入いたしました。そして、管理運営につい

ては、村条例により社協に委託しております。介護保険制度開始以来、村は、社協に多くの事業

を委託しています。９月議会決算審査特別委員会におきまして、令和３年度決算説明資料につい

て説明を受けました。その中で、民生費、社会福祉協議会補助事業の説明において、今後の社協

において、運営全般に大きく影響する事項があると捉えたわけです。この点につきまして、決算

審査において質問はいたしましたが、今後の新しい予算、そして、今後に向けての影響を考える

ことから、村の方針についてお伺いをいたします。

１点、①として、村社協への補助及び委託料の費用が年々上昇していることについての課題と

は何でしょうか。

②として、社会福祉センターの運営に対する指定管理者への移行に向けた検討が必要とは、福

祉センターを村が指定管理者導入を検討されるのでしょうか。

③として、補助金の事業内容見直しに伴い、令和５年度に向け委託事業内容の精査が必要とあ

ります。補助金の事業内容はいつ見直しをされたのか。そして、村が見直しされたのでしょうか。

④として、委託事業において、福祉ニーズの掘り起こし、福祉保健課と情報共有しながら、７

自治会での地域づくりの推進を図るとありますが、この福祉保健課と情報共有というところがち

ょっと理解ができない面であります。委託事業の考え方を伺います。

大きく、２問目です。子供の健やかな成長に支援を。

総務省によりますと、１０月の消費者物価上昇率は ６％となり、４０年８か月ぶり、オイル

ショック以来と水準を述べています。今、コロナ第八波が押し寄せる中にあって、物価高騰は暮

らしに深刻な影響を与えています。中でも、子供たちは、コロナ感染による休校や学級閉鎖、団

体行動の制限、学校行事の制限、延期、中止など、長引くコロナ感染により、気づかないうちに

友達とのコミュニケーションが取れなくなっているのではないでしょうか。加えて、物価高が子

供や保護者の生活、心身に大きな影響を与え、食料が買えない、不登校、いじめなど、７人に１

人の子供が貧困ラインを下回る状況だとも発表しています。昨年、内閣府が行った子供の貧困調

査分析結果によりますと、過去１年間に必要な食料が買えなかった経験があるのは全体の１ ３

％、独り親世帯では３ ３％、母子所帯では３ １％。なお、同調査では、学校の授業が分から

ないと感じるかということも調べています。それによりますと、増えたが全体で２ ４％、所得

の低い世帯では３ １％と分析しています。物価高は生活を圧迫し、子供の貧困は大人には考え

られないところで影響が及んでいるとも言われています。文部科学省は、１０月２７日、２０２
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１年度に３０日以上登校せず不登校とされた小・中学生が、前年度から過去最大の増え幅で、２

４万９４０人になったと発表いたしました。村の子供も例外ではない。子供はいろいろな問題

を抱えていると保護者から聞きます。

次、４点についてお伺いをいたします。

①学校に通えない子供がいると聞きますが、現状と対応についてお伺いをいたします。

保育園児、小学生は朝食を食べて登園、登校しておりますでしょうか。

③として、学校給食の無償化についてお伺いをいたします。学校給食の無償化は、子育ての大

変大きな支援です。給食、食材費の値上がり分を補助したということは評価いたします。しかし、

生活に及ぼす物価高騰は厳しさを増しています。憲法に、義務教育は無償としています。現状を

踏まえ無償化を求めるものです。９月議会で、今後の物価高騰状況を考えてということであった

と受け止めております。国会でも岸田首相は、自治体が補助することを妨げるものではないと認

めております。

４点目、子供の医療費完全無料に。現在、１８歳まで医療費を無料とされておりますが、完全

ということはありません。１回、日吉津村は５３０円ということがありますが、これら含め、完

全無料の検討をされたいということです。

３点目、７５歳以上の医療保険料大幅改定についてお伺いをいたします。

今年１０月から、７５歳以上の医療費窓口負担が２割になりました。高齢者の方との会話で、

年金は減って医者の支払いが倍になって大変だということをよく聞くようになりました。今、ま

た、医療保険制度の見直しが検討されています。国保新聞によりますと、厚労省は、７５歳以上

の後期高齢者、保険料賦課限度額を、６年度に、これは２年に一度の保険料改定がありますので、

６年度が改定の時期であります。６年度から現行６６万円を１４万円引き上げ８０万円にするこ

とを、１１月１７日、社会保険審議会医療保険部会に提案をいたしました。高齢者負担率の引上

げ、出産育児一時金費用の一部負担見直し、あわせて、高齢者世代内での能力に応じた負担を強

化する。これは、現役世代の負担軽減につながると支持する声もありますが、一方では、後期高

齢者の窓口負担２割負担が導入されるなど、高齢者に負担を求める改革が続くことへの懸念の声

も上がったといいます。これら改革によって、高齢者の保険料は、１人平均年額０００円負担

増になるといいます。この額には、出産育児一時金の費用負担の影響は含まれていないそうです。

年金のみで見ますと、１５３万円以上の収入がある中所得者、この１５３万円収入が中所得者と

言えるかどうか、これも疑問です。この保険料も増やすとしています。負担増となるのは４割に

及ぶそうです。現在で日吉津村を試算した場合、村はどのような状況になると見られているでし
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ょうか。この点についてお伺いをいたします。

質問は以上です。答弁によりまして再質問させていただきます。

○議長（山路 有君） 中田村長。

○村長（中田 達彦君） それでは、三島議員からの一般質問にお答えをしてまいりたいと思いま

す。大きく３点いただきました。１点目が、村が考える社会福祉協議会とは。２点目が、子供の

健やかな成長に支援を。３点目が、７５歳以上の医療保険料の増に関する御質問でございます。

まず１点目、社会福祉協議会の関係の御質問でございます。令和３年度の決算資料において、

何点かこの事業の課題等々、今後の事業の方策ということで掲げさせていただいた内容について

の御質問でございます。

まず、日吉津村社会福祉協議会への補助及び委託料の費用が年々増加している、上昇している

ということ、これ、課題に掲げているところでございますけれども、こちらにつきましては、社

会福祉協議会に対しまして委託及び補助を行っているわけでございますけれども、総額として村

から社会福祉協議会への補助及び委託料の金額が増加していると、文字どおりのことでございま

して、内容としましては、特に、事業の性質にも関わりますけども、やはり人件費の部分が非常

に大きく影響しているということでございまして、その額が年を追うごとに増えてきてるという

ことで、そうすると、やはり、これは村からの負担が増えるということになるので、一般的な話

として、これは一つの課題であろうということで書いてあるものでございます。

２点目の指定管理の関係です。日吉津村社会福祉センターの運営に対する指定管理者制度への

移行に向けた検討が必要というふうに書いているわけでございますけれども、こちらにつきまし

て、具体的に指定管理制度の導入を進めていくという前提で記載したものではございません。現

状として、周りの様子を見てみますと、鳥取県西伯郡内では、全ての福祉センターにおいて指定

管理者制度が導入をされている状況もございます。本村におきましても、今後、この指定管理の

メリット、デメリット等を整理しつつ、この福祉センターの運営に関しても検討をしていく必要

があるのではないであろうかということで記載をしているところでございます。

次に、補助金の事業内容見直しに伴い、令和５年度に向け委託事業内容の精査が必要というこ

とでございます。こちらにつきまして、ここでいう補助金の事業見直しという文言につきまして

は、これは国が行う補助金の事業見直しということでございます。村が行っているものではなく、

要は国の制度が変わってくる、補助制度が変わってくるということがあります。これは国のほう

で社会事情、情勢等を勘案して制度が変わってくるわけでございまして、それに応じて補助のメ

ニューや補助率等々も変更になってくるわけでございます。そうした動きも捉えながら、日吉津
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村におきましても、事業内容についてその都度確認をしていくことが必要であろう、精査をして

いくことが必要であろうということで、こちら上げさせていただいているところでございます。

今後の事業の方策につきまして、委託事業において、福祉ニーズの掘り起こし、８０５０問題、

ひきこもり、障がい者の方がおられる世帯、生活困窮等に視点を置き、福祉保健課と情報共有し

ながら、７自治会での地域づくりの推進を図るというふうに記載してあるところでございます。

こちらにつきましては、現在、村が委託をしておりますふれあいのまちづくり事業では、司法書

士等による相談支援事業や、地域訪問見守り事業により、福祉ニーズの把握や予防事業の参加に

つなげるとともに、小地域福祉活動で生活支援コーディネーターとも連携しながら、支え愛マッ

プづくりなどを通して地域づくりにつなげているところでございます。特に議員のほうからあり

ました、福祉保健課と情報共有をしながらという部分につきましては、社協のほうに委託して行

っていただいておりますふれあいのまちづくり事業、これが非常に地域に根差した事業でござい

ます。この事業と村で行っております生活支援体制整備事業、こちら、非常に密接に関わるもの

でございますので、この辺りしっかりと、引き続き情報共有しながら、連携をしていきながら進

めていく必要があるだろうということで書いているものでございます。日吉津村社会福祉協議会

は、村の地域福祉の要の役割を担う組織と考えており、ともに支え合う地域づくりを目指して、

これまで実施してきた取組を整理しながら、事業委託内容の精査も行いながら、包括的支援体制

整備事業や重層的支援体制整備事業の事業実施ということも念頭に置きながら、村と社会福祉協

議会で一体的に取り組んでまいりたいというふうに考えております。

次に、子供の健やかな成長に支援をという御質問に対して答弁を申し上げます。以降の答弁に

ついてでございますけれども、まず、学校に通えない子供の状況について、それから、子供たち

の朝食、小学生の朝食について、それから、給食費の無償化についての御質問につきましては、

後ほど教育長のほうから答弁を差し上げたいと思います。

私のほうからは、まず、子供たちの朝食の状況ということで、保育所の子供たちの状況をお答

えをいたします。ゼロ、１、２歳児は、毎日保護者とのあゆみノート欄に朝食メニューを記入す

る欄があり、日々確認をしているところでございます。また、３歳以上の子供たちにつきまして

も、来所したときの状況や活動の様子等を見ながら把握をし、対応をしているところでございま

す。近年は、朝食を食べてこないというような気がかりな子供はいないということでございまし

て、また、３歳児健診のときに、食事についてのアンケート調査を実施しているところでござい

ますが、近年、食べていないなどの気になる子供はほとんどいないというようなことで、このア

ンケートからも見ているところでございます。今後も、このあゆみノートや来所の状況、活動の
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様子を見ながら、適切に対応をしていきたいというふうに考えております。

次に、子供の医療費についての御質問でございます。子供の医療費につきましては、鳥取県特

別医療費助成制度にのっとり村条例施行規則を定め、健康の保持及び生活の安定を図り、福祉を

増進することを目的に、県と協調して助成を行っているところでございます。出生から１８歳に

達する日以降の最初の３月３１日までの期間、医療費助成を行っております。内容といたしまし

ては、この医療費は、自己負担額、通院１回５３０円、入院１日２００円を上限とし、月額負

担上限額が、入院は２００円掛ける入院日数、入院外は、同医療機関で月４回までで、それ以

後は無料と、また、調剤費は無料ということになっております。この医療費完全無料にというふ

うな御提案でございますけれども、村といたしましては、今後もこの鳥取県と協調いたしまして、

この医療費助成に併せて、現在と同様な支援を、助成を引き続き行ってまいりたいというふうに

考えております。

次に、７５歳以上の医療保険の関係についての問いでございます。

こちらにつきまして、令和４年所得から試算して村の状況はどのようになるかということでご

ざいますけれども、こちらにつきまして、それぞれ個別のシミュレーションというのは行ってい

ないところでございまして、１人当たりどのくらいの影響があるかということで申し上げますと、

現在のところ、国が説明をしておりますとおりでございまして、国が説明をしておりますけれど

も、保険料、これは加入者１人当たりということになりますけれども、０００円、議員のほう

からもありましたけれども、加入１人当たり０００円の影響が出てくるだろうと、これは国の

説明でございます。本村におきまして、国のほうでは全体の４割の人の保険料が上がりというこ

とで想定がされておりますけれども、これを本村の令和４年度の状況から換算を試算をしてみた

ところでは、約３割程度になるのではないかということで、あくまでも令和４年所得ということ

でございますけれども、そういったことが見込まれるのではないかということで、答弁とさせて

いただきたいと思います。

それでは、私からの答弁は以上とさせていただきまして、残っております部分は教育長のほう

から答弁を申し上げます。

○議長（山路 有君） 井田教育長。

○教育長（井田 博之君） それでは、私のほうから、三島議員の御質問にお答えしてまいりたい

と思います。学校に通えない子供の状況、本村の子供の現状と対応についての御質問でございま

す。

議員御指摘のとおり、全国的に９年連続で不登校の児童生徒、数が増えております。新型コロ
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ナの影響で、近年さらにその数の増え方は加速しているのではないかと見ております。全国の小

学校だけ、小学校の不登校児童数は８万４９８人。これは０００人当たり１３人が不登校に

なっているという数字でございます。鳥取県内においても似たような状況がございまして、鳥取

県内、不登校児童は４００人。これは０００人当たり１４人という割合でございまして、全国

の発生率を、１３人より１４人ということで１人多いと、０００人当たりというデータでござ

います。

日吉津小学校におきましては、不登校として学校に登校できてない児童は実際におります。そ

れとは別に、学校に全く来られないわけではありませんが、時間どおりに通学することを目標に

頑張っている児童、そして、学習機会を少しでも増やせるように通学の日数を増やそうと励んで

いる児童もございます。日吉津小学校では、教育支援センター、ぷらっとルームを、教室棟とは

違う、こちら管理棟、グラウンド側の棟にぷらっとルームを設置しまして、そこに支援員を配置

させていただいております。子供たちが遅れて来ますと、いきなり教室に入ることがちょっと難

しい、入りにくい状況がございます。そのときに、心と学習道具の準備をするために利用したり、

集団で課題やテストをするのが難しく、個別に実施したり支援するのが必要な子供たちのために

この部屋を活用しているところでございます。

また、昨年まで、スクールソーシャルワーカーを教育委員会事務局に配置しておったのですが、

今年度、４年度からは、子供たちの身近にいて子供たちにすぐ対応できるように、また、職員同

士がスクールソーシャルワーカーと一緒になって必要な情報を共有して対応できるようにするた

め、小学校にスクールソーシャルワーカーを配置したところでございます。様々な困難を抱えて

いる児童や家庭の支援を組織的に行うことができるようになってまいりました。生活環境へのア

セスメントへの助言や、ケース会議を率先して開催できるようにするなど、スクールソーシャル

ワーカーが組織的な対応に大きな役割を今年は果たしてくれてるなと感じております。

このような学校の組織的な対応が、小学校児童の学校生活の改善、学校生活の向上に成果を上

げていくことができますように、引き続き対応できるようにしていきたいと考えております。中

には、どうしても短期間では、大きな変化、大きな効果を上げることが難しい事例もございます。

継続した対応、そして、切れ目のない細やかな対応を、今まで以上に継続してまいりたいと考え

ております。

２つ目の子供たちの朝食についての状況でございます。先ほど村長のほうから保育所の状況の

答弁がございました。データから申し上げますと、全国的には、小学生の朝食の摂取、食べる率

は８ ８％、大体食べる、 ５％、たまに食べる、 １％、食べない、 ５％というデータが発
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表されております。これ、令和４年度のデータでございます。本村の現状でございますが、令和

２年度に児童アンケートを取りました結果、朝食を食べる、８３％、大体食べる、１０％、たま

に食べる、５％、食べない、２％。この令和２年度の結果を受けて、養護教諭を中心に朝食を食

べる指導を、各家庭及び児童、家庭と協力してそういう指導を行ったんですが、令和４年度、今

年度１学期末に行ったアンケートの結果、食べる、８３％から８７％、４ポイント増えました。

大体食べる、１０％から１１％へ。たまに食べる、５％あったものが ５％に減りました。食べ

ないは２％が ５％、実際には１人なんですけども、というふうにデータとして改善されたとこ

ろでございます。食べると大体食べる、ほぼ毎日食べる、いつも食べている児童が９８％という

ことになりますので、高い数値を全国より示しているというふうに考えております。今後とも小

学校において指導を継続して行いまして、児童の健やかな成長を支えていけるようにしていきた

いと考えております。

続きまして、給食費の無償化についての御質問でございます。これまでも御質問をいただいて

答弁させていただいてきておりますが、これまでと同じように、給食に必要な食材費がいわゆる

給食費でございます。これは、これまでも申し上げましたように、学校給食法施行令で、この食

材費、給食費は保護者の負担とするということを定めているところでございます。経済的に支援

の必要な御家庭に関しましては、村が全額支援をしているところでございます。日吉津村６月議

会で議決いただいたとおり、令和４年度から給食費を５円増額し、１食当たり２８８円として、

保護者の負担増は避けるために、今まで牛乳補助１７円という補助だったものを、食材費補助に

切り替えて２２円、５円増額して２２円としたところでございます。そこで、１食当たりの家庭

の負担は２６６円のままということにさせていただきました。

９月の第３回定例会では、そのときの状況では安定した学校給食の実施ができていると報告さ

せていただいたところでございますが、周知のとおり、９月以降にも物価の上昇が続いておりま

して、特に肉、砂糖、しょうゆ、卵、マヨネーズ、豆腐等々、食材として欠かせないものが大幅

に価格が上昇しております。特に食用油は倍近い上昇となっております。この状況で、３月まで

今の給食費、食材費で進めていくと、調査しましたところ、３月末には３万０００円、給食会

計で不足が生じるというシミュレーションが出てまいりました。これを受けまして、本１２月議

会の補正予算のところに、現在２２円の食材費補助を、５円やはり増額して２７円とさせていた

だき、給食費も２８８円から２９３円というふうに増額なるように、補正予算として上程させて

いただいているところでございます。そのような給食費として、今後とも成長に必要なエネルギ

ーの確保が継続してできるように、学校給食を進めてまいりたいというふうに考えております。
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以上で私からの答弁とさせていただきます。

○議長（山路 有君） それでは、再質問を許します。

三島議員。

○議員（４番 三島 尋子君） では、社会福祉協議会の件について再質問させていただきます。

福祉センターの指定管理についてでありますけれども、福祉センターは社会福祉協議会の基本財

産になっています。社会福祉協議会を設置するときには、財産っていうか、事務所というか、そ

れがきちっとされてないと法的に認められないっていうことがある、そういうことを調べてきま

したけれども、その点についてはどうお考えになってるかということと、よその財産を日吉津村

が指定管理ができるかということを伺いをいたします。

○議長（山路 有君） 橋田福祉保健課長。

○福祉保健課長（橋田 和久君） 三島議員の御質問にお答えいたします。村としましては、福祉

センターの建物については村の財産という認識でございます。以上です。

○議長（山路 有君） 三島議員。

○議員（４番 三島 尋子君） 登記簿を見られたでしょうか。村の財産にはなってませんよね。

社会福祉協議会へ登記がしてあります。社会福祉協議会を設立するときに、そういう事務所とい

うことがないといけんということが法的に決まってるんじゃないですか。その点はお調べになり

ましたか。平成２年ですかね、新築をされて、３年、私は登記所に行って登記簿を取ってきまし

た。何でこんなことになってるんだろうと思いましたけれども、平成３年の４月１２日に登記が

してあります。デイサービスセンターとトレーニングルームは役場がされましたので、それは社

協の関知するところではありませんけれども、私はこの点について、やはりちょっと考え方を直

すっていうか、社協の建物、よその建物を指定管理にしていくっていう考え方は、私はできない

と思ってますけども、それは大丈夫で、できるもんでしょうか。法的に調べたときにも、そうい

うふうにして書いてあったと思ってますが。

○議長（山路 有君） 橋田福祉保健課長。

○福祉保健課長（橋田 和久君） 三島議員の御質問にお答えいたします。今、具体的に指定管理

に向けての検討協議をしているというわけではございませんので、先ほど御指摘の登記等の件も

含めまして、確認をさせていただきたいと思います。

○議長（山路 有君） 三島議員。

○議員（４番 三島 尋子君） これって大変重要なことだと思うんですね。事業も委託っていう

のは、役場からこの事業を委託しますっていうことで出されるわけですし、その中で、当初には
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社協との話合いっていうか事業の検討によって、じゃあ、ここはこういうふうにしてこれでって

いうことで委託の額が決まってくると思うんですね。それが、私は、何か見たときに、社協自体

が増やしてるみたいな形を受けたんです。そうではないねっていうことを感じましたので、地域

の福祉拠点として社協が、本当に行政と福祉の連携を取っていって活動していく、それで、言え

ば、皆さんが元気で暮らしていけるという方向づけになってると思うんですね。そのことを考え

ると、私は一方的にこういうふうな評価の仕方をされるっていうことは大変遺憾に思います。そ

の点をよく検討をしていただきますように、これはお願いをしたいと思います。

次に、子供の健やかな成長に支援をということで質問をさせていただきましたけれども、朝食

を食べないで来るっていうのは以前にもありました。そのときにも、大変学校、それぞれ苦慮さ

れたと思いますけれども、それからどうなったのかなっていうことを思っていましたけれども、

何か教育長の答弁を聞いてますと、そんなにせっぱ詰まった感じではないっていうふうに受け取

りました。そうかなっていうふうには思ってますけれども、保護者の方の話からしますと、本当

は就学援助でも受けたいけども、申請がしにくいっていうことを聞きました。それは、私も考え

ないではないですけれども、地域が狭いので、何かすぐ人に伝わっていくということも考えてお

られるようでして、いや、そういうことはないからっていうことを言いますけども、なかなかそ

の点が入っていかないのかなっていうふうに思ってます。大変厳しいっていう、そういう状況に

もあられるようです。その点をもう少し行政と教育委員会もですけれども、連携を取りながら、

支援っていうか、そういう方向に目を向けていってほしいっていうことを思ってます、捉えてま

す。優先をよろしくお願いしたいと思いますが、今後に向けても、今のままでっていうことでし

ょうかね。給食費につきましては、先ほど５円補助額を上げますっていうことでしたけれども、

県内では無償化に向けて、５町ですかね、やられてますね、無償化が始まってます。学校給食費、

先ほど教育長は、学校給食の法によっていうことがありましたが、もう国会で首相が、自治体が

補助することは妨げないっていうことを公言しておられます、認めておられます。その点を踏ま

えて、日吉津村の子供には、今後に向けて、みんなが楽しく学校に通えるように支援をしていた

だきたいっていうふうに考えるものです。

先般、夕べもＮＨＫのドキュメンタリーですかね、なんかでも子供のことをしておりましたけ

れども、この頃子供のことが大変テレビで放映をされます。その中で、やっぱり子供に向き合う

っていうことは、大人がおおらかに会話ができていくっていうことが一番だっていうこともあり

ますし、それと、新聞の投稿欄に、３３歳の方でしたけれども、子供支援というのは長いスパン

で支援をしていただかないと、１０万円の支給をしてもらったからといってそれができるわけで
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はないということが書かれていました。いや、本当だなってことを思いまして、自分たちが若い

ときのことも思いましたけれども、共稼ぎではしてきましたが、大変だろうなっていうことは思

ってます、今の状況を見た場合に。その点を踏まえて、日吉津村はいいっていう考えではなくて、

やっていただきたいと思います。

それと、先ほど村長は、次期選を臨むということを表明されました。その中で子供支援ってい

うことは大きい位置を占めておったと思いますね。それを考えた中で、やはり新年度予算に向け

て、これからですと教育委員会とよく連携を取ってきて、無償化に向けて進めていただきたいと

いうことを再度申し上げたいですが、その点どうなんでしょう。考えて検討はされないでしょう

か。

○議長（山路 有君） 中田村長。

○村長（中田 達彦君） 村長でございます。基本的な考え方を答弁をさせていただきたいと思い

ます。これまでも答弁させていただいておりますように、やはり日吉津村としては、必要なとこ

ろにはこれまでも支援をさせていただいているというふうに考えております。また、給食の制度

のことも御説明をさせていただいているところでありますけれども、学校給食に要する経費のう

ち、施設整備費であるとか、修繕費であるとか、人件費であるとか、この辺りにつきましては、

当然設置者であります日吉津村が負担をしているところでありまして、この辺りの全体の経費の

うち食材料費等については、保護者のほうから負担をいただきつつ、そのほかの人件費であると

か、給食を要は作っていくことについては、村のほうで費用負担をさせていただいてるというこ

とで御理解をお願いしているところでございます。財源の問題等々も当然出てくるわけでござい

ますので、全く否定をするわけではありませんけれども、基本的には今申し上げたような考え方

でいるところでございます。以上でございます。

○議長（山路 有君） 三島議員。

○議員（４番 三島 尋子君） 学校の修繕とかいろいろそういうことの面につきましては、それ

はもう行政っていうか、そういうところできちっとやるっていうことが筋ですね。その上に、無

償にしておられるっていうところも全部そういうふうに取り組んでおられると思うんですよね。

その中で、今後子供を見守っていくっていう中で、今後の未来に向けてしていくっていう中で、

給食費、今、物価高騰で大変だからっていうことで無償化をされていると思います。全国ですご

い広がってきてます。自治体の数が出ていましたけれども、ちょっと申し訳ありません、持って

くるの忘れましたが、だんだん増えてきてます。日吉津村が本当にその財源がつくれないかって

いうことと、それから、ミライトひえづが建設されて、今後ますます子供の成長に支援をしてい
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くっていう中では、やはりそれに向けて検討していっていただきたいということを申し上げたい

と思います。その点よろしく検討ください。

それと、ごめんなさい、初めに返りますが、申し訳ありません、福祉の中で１つありました。

１番目に、補助金と委託料が増えるっていうことについてですが、人件費が増えてきてるってい

うことでしたけれども、それはそういうふうになってくるんではないでしょうか。いつから増え

てるっていうことなのかということですよね。役場もそうだと思います、行政も。人数がそれだ

けいないとできないということもありますし、人件費が増えてきてるから精査するとか、そうい

うことにはならないんじゃないかと思うんですが、その点はどうお考えになるんでしょうか。

○議長（山路 有君） 橋田福祉保健課長。

○福祉保健課長（橋田 和久君） 三島議員の御質問にお答えいたします。御指摘のとおり、人件

費が上がってくる要因としましては、職員さんのベースアップや、当然事業が広がってきますと、

それに対応できる職員の配置というところで膨らんでくる部分もあるとは思っております。ただ、

その額を、では、どのように賄っていくのかというところで財源のほうを考えてまいりますと、

やはりそれは国の補助制度に合わせたような事業、あるいはそういうような整理を含めて、増え

ているのがいいとか悪いとかということではありませんで、そこがやっぱり膨らんでいるので、

どのようにそこに対応していくかということで課題として上げさせていただいておりますので、

現状、実は１０年ほど前から比べると６割ぐらい人件費が上がっております。１６０％程度上が

っているという状況がございますので、これをどのように対応していくとかいうことで課題とし

て上げさせていただいております。以上です。

○議長（山路 有君） 三島議員。

○議員（４番 三島 尋子君） 人件費がすごい上がってるっていうことですが、１０年前よりは。

その１０年前よりは委託事業も増えてるですよね。日吉津村は一番の健康づくりをしておって、

それがほとんど社協に委託してあります。そのためには人がいないとできません。それを、じゃ

あ、役場でできますかっていうことがあると思うんですよね、行政で。それで社協と連携して進

めていくっていうことだと思いますので、安易、安易っていう言い方は悪いですね、もう少し各

検討をされて、ただ人件費が増えてるからっていうことではなくて、事業とのかみ合わせの中で

やっていただきたいというふうに思います。私も社協に関わった関係から、大変ここには、何て

いいますかね、意味っていうか、衝撃でもないですけども、えっていうことを感じましたので、

今回質問をさせていただきました。本当に社協の職員も頑張っておられると思います。日吉津村

の福祉の拠点っていうことを置いて、やはり検討をしていただきたいということを申し上げたい
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と思います。

あちこち飛んで申し訳ありませんが、保険の大幅改定についてですけども、年金が１５３万円、

収入、以上っていうの、どれぐらいなんでしょうか。分かりますでしょうか。

○議長（山路 有君） 橋田福祉保健課長。

○福祉保健課長（橋田 和久君） 三島議員の御質問にお答えいたします。本村の状況としまして、

先ほど村長の答弁にも申し上げましたように、お一人お一人を見てということにはなりませんけ

ども、年金収入、１５３万円以上が保険料が上がると見込まれているという国の試算なんですけ

ども、こちらを本村の所得の状況で考えますと、３割程度が上がるという、上昇される方が３割

程度というふうに見込んでおります。以上です。

○議長（山路 有君） 三島議員。

○議員（４番 三島 尋子君） 大体の人数は分からないっていうことですね。何かで調べてみて、

３割ぐらいだろうっていうことを出されたっていうことですか。何か、人数があって年金受給者

がこれぐらいで、大体何人ぐらいですなんていうのは分からないということですね。

○議長（山路 有君） 橋田福祉保健課長。

○福祉保健課長（橋田 和久君） 三島議員の御質問にお答えいたします。所得の計算のときに、

不動産所得やほかの収入をお持ちの方もおられますし、一人一人をずっと見ていくということに

なれば、そういう積み上げもできると思いますが、今のところでは、被保険者が今５２５名、１

０月末でおられます。５２５名のうちの３割程度がその対象になられる所得の枠におられるとい

うところでの、そういう御説明をさせていただいたところでございます。以上です。

○議員（４番 三島 尋子君） 承知しました。終わります。時間になりました。

○議長（山路 有君） 以上で三島議員の一般質問を終わります。

○議長（山路 有君） ここで、午前中の一般質問は終わります。再開は午後１時から行います

ので、当議場にお集まりください。解散いたします。

午前１１時５５分休憩

午後 １時００分再開

○議長（山路 有君） 再開いたします。

２番、井藤稔議員の一般質問を許します。

井藤議員。

－３５－



○議員（２番 井藤 稔君） ２番、井藤です。ちょうど昼休憩で英気を養っていただいた後で

ありますので、ひとつ元気のいいところで頑張っていきたいと思います。よろしくお願いしたい

と思います。

ただいま議長のほうから許可をいただきましたので、一般質問をさせていただきたいと思いま

す。

本日は、大きく分けて３点について質問させていただきます。まず第１点が、防災訓練実施の

評価と今後課題ということが１点であります。大きな２点目が、子育て支援施設運用後の課題は

ということで質問させていただきます。大きな３点目が、ＳＮＳ活用施策の積極推進はどうなっ

てるかということで質問をさせていただきます。以上、大きく分けて３点について、順次質問を

させていただきます。

１つ目の防災訓練実施の評価と今後課題ということについて少し説明させていただきます。御

案内のとおり、先月になりますか、１０月２日の日曜日でございましたけども、村の防災訓練が

実施されました。実施後、ちょうど約２か月ほど経過したところでございます。終了後に訓練結

果について検証されましたでしょうか。また、この防災対策については、私も昨年来いろいろと

村の防災対策について何回か質問させていただいております。その都度、今後検討してみましょ

うということで、検討課題について答弁をいただいてるところであります。そのような答弁をい

ただいてる事項については検討が進んでおりますでしょうか、どうでしょうか。今まで、私、申

し上げておりますように、やはり村の防災対策の柱は、１つが、対策本部の体制がいかに充実強

化ができるかということが１点だと思います。それから、２点目の柱が、御案内のとおり、自治

会の自主防災組織、あるいは自治会の中に防災組織ができております。いろいろ程度の差はあり

ますけどできております。この防災組織の充実が、やはり２つ目の柱としては非常に重要じゃな

いかと思います。３点目が対策本部、村の災害対策本部と各自治会にございます自主防災組織と

の連携、これがいかにスムーズに行われるかということで、この３点が、大きく言えば重要じゃ

なかろうかと思います。やはりそのためには、平常時からその整備にいかにそこの部分を充実し

ていくかということで整備に配慮をしながら、また、訓練等を通じ検証を行い、本当に発災のと

きにうまくいくんだろうかということをやはり検証しながら整備していくという不断の努力がそ

こには必要じゃなかろうかというふうに考えております。こういうような観点から、次の、まず

４点合わせて１点、５点について質問をさせていただきたいと思います。

まず１点が、防災訓練の実施結果とその評価ということであります。先ほど申しましたように、

１０月２日の日に防災訓練が実施されました。その実施結果とその評価はどのように評価してお
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られますでしょうか。この点についてお聞きしたいと思います。このとき、多分、各議員は、そ

れぞれの自治会で、議会の議員は自治会のほうで、この訓練に参加させていただくということで

あったじゃなかろうかと思いますけども、御案内のとおり、コロナ等で随分体制が絞られた訓練

になりましたので、そこのところはいろいろあろうかと思いますけども、その辺り、実施結果と

村の災害対策本部のほうでの評価、これについてお聞きしたいと思います。

それから２点目が、対策本部の体制強化の検討、推進状況はどうでしょうかということであり

ます。いろいろ今言いました、三本柱ですよということをお話ししましたし、対策本部の強化の

関係については、いろいろ過去から質問させていただいておりまして、現在、今後検討するとい

うようなことで答弁をいただいてる事項もあります。その辺りの検討、推進状況はどうでしょう

か。

それから次が、自主防災組織。各自治会にございます自主防災組織の充実対策の検討、推進状

況はどうでしょうか。

次が、対策本部と自主防災組織の連携についての検討はどのようになってるのでしょうか、あ

るいは推進状況はどうなってるのでしょうかということでございます。あわせて、以上の４点と

今後の課題はどのように考えておられますでしょうかということについてお聞きしたいと思いま

す。

２点目が、子育て支援施設運用後の課題はということでお聞きしたいと思います。

午前中も同僚議員からも質問等ありましたけども、ミライトひえづが竣工となりました。９月

４日には開館式がございまして、その後、新しい施設での運用が開始となっております。また、

村報ひえづの１１月号、先月号を見ましても、保育所をはじめとする子育て４施設について特集

記事が組まれております。ちょうどＡ４判で２枚か３枚程度だったかと思いますけども、組まれ

ております。保育所をはじめとする子育て４施設について、利用の様子や利用申込みの方法等に

ついて紹介されておりました。村長は６月議会で、グランドデザインを作成して子育て支援をつ

ないでいく旨を回答されております。私の質問に対して回答をいただいております。そこで、次

の４点についてお聞きしたいと思います。

１点が、グランドデザインとその運用ということでお聞きしたいと思います。私もそのとき、

ああ、そういうものがあるんだなということは聞いて、分かったような気しておりましたですけ

ども、いろいろ見ますのに、果たしてグランドデザインって何だろうかという疑問が湧いてまい

りました。一つ、このグランドデザインとその運用についてお聞きしたいと思います。村報ひえ

づの１１月号でも、１ページにキャッチフレーズ的なことが合計合わせて６点ほど記載がござい

－３７－



ますけども、その内容というのがなかなか分かりません。あるいは、多くの方は御承知かもしれ

ませんけども、なかなか、それを見ただけでは分かりません。グランドデザイン、今後、本当に

ずっとこれからますます効果的に運用していかにゃいけませんので、そのグランドデザインにつ

いてこの際はっきりと示していただき、説明していただき、その運用はどのようにしていかれる

かということについてお聞きしたいと思います。

それから、２点目が、一時預かり実施の推進状況ということでお聞きしたいと思います。午前

中もありましたように、総務経済常任委員会での視察をさせていただきました。そのときに、実

施日の視察した前日から、もう既に一時預かりが始まっておるという、うわあ、すごいなと思っ

たんですけども、やっていただいておるということでありました。一時預かりの実施状況、実施

の推進状況についてお聞かせ願えたらと思います。

３点目が、施設における防犯、防災対策ということで、これについてお聞きしたいと思います。

全国的に見ますと、いろいろな子供の施設をめぐる、いろいろな本当に悲しい事件等も発生して

おります。子供の防災対策、あるいは防犯対策等については、やはり大人が十分に考えておいて、

気を遣ってあげなければならないというふうに考えるわけでありますが、施設におけるその対策

の状況をお聞きしたいと思います。

それから、４点目が、施設全体の整備完了時期と、その後の課題はどうでしょうかということ

であります。午前中の一般質問の中で、おおむね、整備完了時期が年度末、来年の、ですから、

２月や３月頃になるんじゃなかろうかというふうに判断したわけですけども、そのような説明を

受けました。整備完了後の課題については何かあるんでしょうか、どうでしょうかと。

以上、４点についてお聞きしたいと思います。

大きくの３点目が、ＳＮＳの活用施策の積極推進ということであります。

私も、このＳＮＳの活用施策、活用につきましては、過去も一般質問させていただいておりま

すけれども、行政のＳＮＳの積極的な導入は、やはり今後の自治体の伸長を決定する重要な要素

になるもんじゃなかろうかと、ここ数年が勝負だなという感じを受けております。議員の皆様に

も、執行部のほうにもお配りしとると思いますけども、先ほど追加で提出していただきました資

料でございます。議員研修誌の「地方議会人」という雑誌がございます。これの１１月号、先月

号から抜粋したものであります。これについては、２０４０年問題を間近に、１７年後に控えた

現在、本当に積極的導入、ほんに根本的な導入を図る必要があるのではないかということで書い

ておられる随筆がございましたので、これをコピーしたものを皆さんに配らせていただいており

ます。私が下手な説明をするより、やっぱり見ていただいたほうが早いなということでさせてい
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ただいたものであります。

これは、武蔵大学の社会学部のメディア社会学科の教授であります庄司昌彦さんといわれる教

授先生が書かれた随想であります。この先生は、現在、総務省の地方自治体のＤＸ推進に係る検

討会というのがあるようでして、その座長をしておられて、自治体のシステム等の標準化検討会

などの座長もしておられるということで、そういう方でありまして、この先生が書かれたものと

いうことでありましたので、抜粋をさせていただいてお出しさせていただいたというところであ

ります。

そこで伺いたいと思います。村長は、マイナンバーカードの一層の取得促進の必要性について

どのように考えておられますでしょうか。現状と併せて説明していただければと思います。

それから、２つ目が、新たな活用システムの積極導入。先ほども申しましたように、これが今

後、数年のうちに勝負どころになるんじゃなかろうかという感じがするのでお聞かせ願いたいと

いうことで、質問事項に入れさせていただいております。

３点目が、ユーザー研修の強化の必要性ということであります。私も、先般の９月議会で質問

した後、本村でもこのユーザー研修がなされております。毎月１回でございますけども、毎月１

回、最終月曜日に、午前２回、午後２回ということで、合計４名ですね、人を替えながら同じ先

生から講師をいただいているという状況であります。そういうようなユーザー研修が、それこそ

本当に強化の必要性があるということと、もっと強化する必要があると思うわけですけども、そ

の辺りどのようにお考えでしょうか。

それから、４点目が、２０４０年問題とデジタル化への対応等についてどのようにお考えでし

ょうかということであります。２０４０年と申しますのは、私は団塊の世代ですけども、いわゆ

る私らの息子世代、団塊世代のジュニア世代と申しますか、これがやはり高齢化すると、いわゆ

る支え手から支えられ手になるときなようでして、一番社会としても高齢化が進む時期になると。

それを２０４０年問題として捉えられて、今、そこに向けていろいろな対応が検討されていると

いうことのようですけども。

以上、４点について、どのように考え、また、どのように推進されていくお考えかどうかお聞

きしたいと思います。

以上、大きく分けて３点、よろしくお願いしたいと思います。答弁をいただきまして、再質問

があれば質問をさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。

○議長（山路 有君） 中田村長。

○村長（中田 達彦君） それでは、井藤議員からの御質問にお答えをしてまいりたいと思います。
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大きく３点でございました。１点目が防災訓練の実施の評価と今後の課題。２点目が子育て支援

施設運用後の課題。３点目がＳＮＳ等、デジタル技術等の積極的な推進についての御質問でござ

います。

まず、１点目の防災訓練の関係でございますけれども、本年、今年３年ぶりに村の防災訓練を

１０月２日の日に実施をいたしました。今回の訓練では、職員が３５人、消防署及び警察署、消

防団、各自治会の皆様の御参加、御協力により、今までのシナリオ型の訓練ではなく、状況付与

型訓練を初めて導入し、実際の活動に近い、より実践的な訓練になるように実施をしたところで

ございます。あわせて、鳥取大学、鳥取県及び日吉津村社会福祉協議会と合同で福祉避難所の開

設、運営の訓練も実施をしたところでございます。

防災訓練の実施結果とその評価ということでございますけれども、本部の訓練に関しまして申

し上げますと、これは私も中に入っていたわけでございますけれども、一定の情報の流れと、そ

れに対する対応が確認をできたのではないかなというふうに感じております。消防、それから警

察、消防団もですけども、入っていただいて、消防、警察といった、リエゾンといいますが、情

報連絡員として本部に入っていただきました。この方々を通じた連携も含めたところで、本部の

運営の動きが確認できたものと評価をしています。

講評をいただいたわけですけれども、講評の中で、消防のほうからは、やはり大切なのは効果

的な情報収集と正確な伝達、それから、各機関の連携が重要になるというような講評をいただき

ました。また、警察、駐在所から来ていただいておりましたけれども、のほうからは、情報の整

理、ホワイトボードで状況を整理していたわけですけれども、ここの記載について、時系列で書

いている部分と、あとは、被害状況を別途整理をしていたところで、このまとめ方が非常に見や

すくてよかったのではないかというような御評価もいただいたところでございます。また、消防

団のほうからは、やはり、いろいろな情報が入ってくるわけですが、火災や人命救助など、緊急

を要するものについての報告は速やかに行うようにということ。それから、現場の状況がなかな

か伝わりにくいような部分もありますので、そういうときにスマホ等で写真データを送ることも

検討してみてはどうかというような意見も出たところでありました。

その後、職員のほうにも、振り返りアンケートを取ったりするわけですけども、その中で、シ

ナリオのない訓練であったので、緊張感を持って考えながら訓練できる機会となったということ

でありますとか、また逆に、もっと対応力が試されるようなミッション、課題があってもよかっ

たんではないかなというような意見もあったところでございます。また、避難者名簿等、これ様

式の関係になりますけれども、この記載がもう少しシンプルに記載できるようにならないかとい
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うような意見もありましたので、この辺りにつきましては、今後の運用に向けて改善を図ってま

いる必要があるというふうに認識をしています。

次に、災害対策本部の体制強化の検討状況ということでございますけれども、こちら本部の体

制につきましては、昨年度、職員のみで実施いたしました防災訓練の結果などを基に再編成をし

て、各セクションの実働職員の増加を図るなど、改善を図ったところでございます。それを基に、

今回の１０月に行いました訓練の中で、実際にこの新たな体制で運用することで確認をしたとこ

ろでございます。その中で、反省点というか、今後の見直しをしてもよいのではないかという点

を幾つか申し上げますと、やはり、情報の流れについて、総務情報班のほうを経由して情報が流

れるわけですけれども、この辺りの情報の流れを、もう一度整理をしたほうがいいのではないか

というところとか、あるいは情報班、これ、レイアウトの関係になりますけれども、情報班と現

地対策班が、もう少し配置的に近くにあったほうが連携がよいのではないかなどの意見が出たと

ころでございます。こうした訓練を繰り返しながら、やはり、適宜、適宜、常に見直しをし続け

ていくことが必要だろうと思っていますので、今回出ました反省も踏まえたところで、次の体制

強化につなげていきたいというふうに考えております。

次に、自主防災組織の充実強化の検討状況についてでございますけれども、このたび、自主防

災組織に関しまして、村内の未結成であった１自治会も自主防災組織を立ち上げられましたので、

村内全ての自治会で自主防災組織が結成されたということになりました。また、今回の防災訓練

におきましても、実際に村の防災訓練に併せて、災害時の集合場所で安否確認の訓練を行ってい

ただいたり、あるいは、今吉自治会におかれましても、避難訓練を実際にイオンまで実施をして

いただいたりということで、その後、アンケートも取っていただいたようですので、今後はそう

いったアンケート結果を今後に生かしていただきたいなというふうに考えているところでござい

ます。自主防災組織の活動につきましては、各自治会で独自の工夫をされながら活動されている

ものと認識をしています。あくまでも自主防災ということでありますので、行政主導で実施する

ものではございませんけれども、コロナ禍等により活動がなかなか難しいような状況もあるかと

思います。自治会長さんや防災会長さん等と相談をさせていただきながら、必要に応じ、村とし

ても協力、サポートをさせていただきたいというふうに考えております。

最後に、対策本部と自主防災組織の連携の検討状況についての御質問でございます。今回の防

災訓練におきましても、各自治会と無線でつなぎまして、通信、情報のやり取りの確認をするこ

とができました。また、福祉避難所の訓練に併せまして、これは一部の自治会ではございました

けれども、要支援者の福祉避難所への避難における連携が確認をできたところだと思っています。
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今回の各自治会との通信の訓練も行ったわけでございますけれども、実災害時には、各自治会か

らの情報が非常に重要になってくると思っております。今後もスムーズな情報収集に御協力をい

ただきたいというふうに考えております。自主防災組織の活動に対しまして、行政の協力、サポ

ートは当然行っていくべきことであり、訓練等を通じ、行政と自治会との連携強化を図りながら、

村全体の防災体制強化につなげてまいりたいというふうに考えております。

次に、大きな２点目、子育て支援施設運用後の課題についてでございます。

ミライトひえづが竣工となったわけでございまして、まずはグランドデザインとその運用につ

いてということで御質問でございます。ミライトひえづのリーフレット、これが１０月に完成し、

その裏面のほうには、ミライトひえづのグランドデザインというのを載せているところでござい

ます。従来、それぞれの施設が独立して子育て支援に携わってきたものを、子育て拠点ミライト

ひえづとして、日吉津村の子育てのコンセプトを共有し、その方向性を示すものが、このグラン

ドデザインでございます。本施設の基本コンセプトとして「みんなで支え、育もう 次代を担う

ひえづの子」と、全体の基本コンセプトとしています。地域の人、事、物に支えられて存在す

るミライトひえづでございます。その上で、このミライトひえづの機能としては、大きく３つ、

「ささえる」「はぐくむ」「つながる」というふうに記載をしております。「ささえる」、これ

は、安心して子供たちが過ごせる居場所を目指し、専門機関と連携を図りながら継続的な支援を

行っていくということでございます。２つ目の「はぐくむ」につきましては、幼児教育と学校教

育の滑らかな接続、連携を充実させ、個々の発達に応じた個別支援を充実させていきます。３点

目の「つながる」ということに関しましては、日吉津の人、物、事のつながりの拠点として、世

代を超えた交流が生まれるよう工夫し、子供たちを継続的に見守る仕組みをつくっていきます。

これらの機能を生かしまして、次の世代を担う日吉津の子供たちを育んでいくということを施設

全体として目指してまいりたいということで定めたグランドデザインでございます。保育所、児

童館、子育て支援センター、民俗資料館、これまでは別々であった機能が一つになっているわけ

でございまして、それぞれが目標であるとか、実践、成果、課題をグランドデザインに照らしな

がら、運営、検証を行っていくというふうに考えているところでございます。

次に、一時預かり事業の実施の推進状況でございます。一時預かり事業について御紹介をさせ

ていただきますと、対象は日吉津村在住のおおむね１歳から就学前の未就園児。利用できるのは、

次に申し上げるような場合でございまして、保護者の就労、それから病気、出産、家族の介護、

看護、冠婚葬祭、学校や地域行事やボランティア活動への参加等で、一時的に家庭での育児が困

難である場合。それから、保護者の育児負担の軽減やリフレッシュのためなどで利用していただ
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けるということにしております。利用日数は週３回以内、利用時間は９時から１７時までという

ことでございます。

これまでの申請、利用状況でございますけれども、申請者数は１３名、このうち、手続を経ま

して登録に至っているところが１０名ということでございます。利用状況としては、１１までの

利用で半日預かりが３名、うち、給食の利用された方も１名ありました。１２月の予約状況では、

１日預かり給食利用が週３日の利用を１２回の方が１名と、１日預かり、週３日、利用１２回と

いう方が１名あるということで予約が入っているということでございます。

これを実施していく中で、どういったときにこの一時預かりを利用しておられるかということ

ですけれども、保育所に在園しておられる上のお子さんの保育参加日に下の子を一時預かり利用

をされるであったりとか、あるいは、お母さんが通院をされるために利用されたりであるとか、

また、やはり保護者の心理的負担の解消のために利用されたりだとかというようなことも、これ

は想定の部分もありますけれども、そういったことがあろうかと思いますので、今後もこの一時

預かり事業、運営をしながら、改善をしながら運用を進めていきたいというふうに考えておりま

す。

次に、施設における防犯、防災対策についての御質問でございます。こちらにつきましては、

施設整備に当たりまして、ハード整備的な部分で申し上げますと、大規模災害時の浸水想定の備

え、垂直避難できる児童館、２階のホールを設置をいたしております。また、不審者等への対応

のため、防犯カメラや非常通報装置を設置しているところでございます。訓練の関係で、保育所、

児童館は、月１回、非常災害訓練を実施しているところでございますけれども、今後は、この２

階ホールへの垂直避難、そういった避難訓練というのも想定をして、実施をしていきたいという

ふうに考えております。

最後に、施設全体の整備完了時期とその後の課題についての御質問でございます。御案内のよ

うに、９月には建物のほうは供用開始となったわけでございますけれども、現在、建物北側の児

童館、館庭、それから駐車場の工事を行っているところでございまして、こちらが、完了は令和

５年２月２０日ということで予定をしているところでございます。現在は、旧保育所の解体が完

了し、未満児用の小園庭の整備も完了いたしました。現在は、施設東側の擁壁工事の整備の工事

をやっているところでございまして、今後、引き続き工事をし、２月２０日完了後に、開発行為

の完了検査や公告により、正式に全体の整備事業が完了ということで予定をしております。

課題ということでございますけれども、現在は大きな課題等はなく、工事も順調に進行をして

いるところでございます。途中、協議が必要な場合につきましては、毎月の工程会議により課題
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を共有して、迅速な対応に心がけているところでございます。これから冬場に差しかかってまい

りますけれども、引き続き施設側と現場との連携を図りながら諸課題に対応をしてまいりたいと

いうふうに考えております。また、供用開始後に課題が出ないよう、適正な工事の進捗管理を行

い、万一、供用開始後に出てきた課題についても、迅速に対応できるように取り組んでまいりた

いと考えております。現在、実際のところ、駐車場として利用していただいてます小学校の体育

館との横断歩道付近が、夕方、暗いのではないかというような御意見、御指摘もあったところで

ございまして、こちらについても、現在行っております工事の中で、照明設置の対応を行うとい

うようなことで今進めつつあるということでございます。何かまた課題が出てきましたら、適切

に対応をしてまいりたいというふうに考えております。

次に、大きな３点目で、ＳＮＳ活用施策の積極推進についての御質問でございます。情報発信

の手法につきましては、ホームページのほか、ＳＮＳを活用することで効果的に情報発信を行う

ことができます。ＳＮＳを活用した情報発信は重要な手法であると考えておりますので、積極的

に活用して情報の共有に努めてまいりたいと考えているところでございます。先般行いました地

方創生の推進会議というのを、民間の委員さんにも加わっていただいて開催をしたわけでござい

ますけれども、その中でも、やはり、このインスタグラムであるとかＳＮＳを使って、もっと発

信をしてはどうかというような提案もいただいたところであります。また、先ほど、防災訓練の

中でも申し上げましたけれども、スマホなりを使って現場の写真を送ったりというようなことも

有効ではないかというふうに考えておりますので、そうしたことも含めまして、ＳＮＳの活用と

いうのを今後も検討して図ってまいりたいというふうに考えております。

マイナンバーカードの一層の取得促進についての考えということでございますけれども、現在、

マイナンバーカードの取得促進策として、土日、祝日につきまして、土曜日の受付であるとかふ

れあいフェスタ等のイベント等で、この出張受付を実施しているところでございます。これらの

取得促進策を行っていることもあり、令和４年度で、総人口の ６％に相当する２０４名の方か

らの申請がございました。令和４年１１月２７日現在の日吉津村の交付状況は６ ５％で、鳥取

県内の自治体では１位。全国７１８自治体中、これは市町村ということですけれども、６３位

というふうになっております。このマイナンバーカードの一層の取得促進に関しましては、今後

も引き続き休日やイベント等での出張受付を実施し、取得率のさらなる向上を図ってまいりたい

というふうに考えております。

次に、新たな活用システムの積極導入に関しての御質問でございますけれども、こちらにつき

まして、今年度は電子申請のシステムを組んでいく必要があるというふうに認識をしています。
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電子申請ということで、児童手当や保育、妊娠などの子育て関係でありますとか、介護認定関係、

あとは罹災証明の申請関係等の手続につきまして、電子申請ができるようにということで現在進

めているところでございます。これとあわせまして、今年度、転出転入のワンストップ化システ

ム、来年度導入予定として、住民票、印鑑証明のコンビニ交付システムなどの導入を予定をして

いるところでございます。こちらにつきましては、やはり、利用される方の利便性向上を図ると

いうのが一つの狙いだというふうに思っておりますので、引き続きまして、この電子申請である

とか便利なシステムというところを検討しながら導入を図ってまいりたいということで考えてお

ります。

それから、次に、ユーザー研修の強化の必要性ということでございますけれども、現在、定期

的にスマホ教室を開催し、村民の皆様の操作技術の向上を図っているところでございます。こち

ら、今後も継続をして開催し、できるだけ多くの皆様の操作技術の向上につながっていくように

ということで開催をしてまいりたいというふうに考えております。

最後に、２０４０年問題とデジタル化への対応につきましては、現在、村においても、デジタ

ルトランスフォーメーションの推進を図っているところでございますけれども、システムででき

ることは、人からシステムに移行しながら、人でなければできない住民サービス等、こちらに人

的な力を集中をさせていく。そして、そのために、業務の効率化を図っていくということが必要

なんだろうなというふうに思っているところでございます。今後の本村のＤＸ、デジタルトラン

スフォーメーションの基本方針といたしまして、あくまでも、このデジタル化というのは手法で

あり目的ではないということの上で、この技術を使って、いかに村民の皆様のサービス向上であ

るとか行政の効率化を図っていくか、これが大事であるという認識をしておりますので、そのよ

うな観点で今後も検討を進めてまいりたいというふうに考えております。

以上で井藤議員からの一般質問への答弁とさせていただきます。

○議長（山路 有君） これより再質問を許します。

井藤議員。

○議員（２番 井藤 稔君） ありがとうございました。本当に細かく御説明いただきました。

正直なところ、ちょっとほっとしたなという気でおります。そういう状況でありますけれども、

二、三ちょっと質問をさせていただきたいと思います。

まず、防災訓練実施の評価と今後課題の関係でございますけども、今、ＳＮＳ等も積極的に活

用していくという村長の姿勢であったと思いますけども、参考にちょっとお話ししたいと思いま

す。平成２３年に東日本の大震災がございましたよね。ちょうど私らが最初に議員のほうに出さ
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せていただいた年だったと思いますけども、このときのＳＮＳの活用が ６％だったという統計

があるようです。どういうことでそういうことが分かるか、私もちょっと分からんわけですけど

も、要は、そういうのが最近できるような世の中になったんかなというふうに思っております。

それが、その次の熊本地震が平成２８年、ですから５年後にあったんですけど、そのときには４

２％、やはりＳＮＳが活用されたという実態があるようでございます。そういうことで、これ

こそ、今後うまく使えば、いろんなことに防災上も使えていいんじゃなかろうかという気がして

おります。それとあわせて、一番心配なのは、例えば被害があって、災害発生があって、村民の

人からいろいろＳＯＳと申しますか、ＳＮＳじゃなくてＳＯＳが、あるいは関連情報、先ほども

ありましたように、情報の収集が大切だということで訓練結果でも講評いただかれたようですけ

ども、そういうことでますます重要になってくるんじゃなかろうかと思いますけど。例えば、こ

の災害発生があったときに、ほぼ今、ほとんどの人がスマホを持っておるわけですけれども、こ

っからの情報がどんどん入ってくると思いますけど、それを対策本部のほうで受けれることはど

うでしょうか。うまく合理的に集約できるんでしょうか、どうでしょうか。先般も、災害対策本

部の配置図をもらいました。もらいましたけども、多分、そこで受けるようになるんかなと思っ

て、ちょっとお話聞いたところでは、各課のほうにもどんどん入るのが多分あるんじゃなかろう

かと思いますけど、その辺りは、どのようにうまく処理をされるんでしょうか、どうでしょうか。

ここは、私、一つ対策のポイントになるかなという気がしておりますけど、この点、もし考えて

おられることがあればお聞かせ願えたらと思います。

○議長（山路 有君） 小原総務課長。

○総務課長（小原 義人君） 井藤議員の御質問にお答えいたします。まず、災害が起きたときに

どういった情報が入ってくるか、その処理の方法だと思いますが、災害の規模にもよると思いま

す。小さいものであれば、そう役場のほうに多くの連絡が入るっていうことは想定できないんで

すが、やはり、かなり大きな災害になりますと、村民の方からも様々な問合せが入ってくると思

います。そうなりますと、恐らく対策本部というのを設置していると思いますので、まず、そこ

の対策本部での総務情報班という班をつくっています。そこが、やはり最終的には一括管理をす

るということになると思います。そこの情報は、ただ、全てがそこが処理し切れるものではない

というふうに思っています。先ほどおっしゃいましたように、各課の端末というか電話もどんど

ん鳴ると思います。それについては、それぞれが電話の内容を聞き取りして対策本部の情報収集

班につないでいく、その動きが必要になってくると思います。それで、情報収集班の本体として

は、ＩＰ無線等、それで出かけてる班もありますので、そことのやり取りを中心にしていく。あ
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とは、各課での情報をいただいたものをホワイトボード等に整理しながら、情報収集班とまた一

括して処理をしていく、そんなような流れになるというふうに思っています。以上です。

○議長（山路 有君） 井藤議員。

○議員（２番 井藤 稔君） ２番、井藤です。ちょっと私申し上げたかったのは、体制的には、

職員の方、体制を４０名ほど、約５０名ですか、そういう中で、要は、災害対策本部ができた場

合に、対策本部の要員として出てこられる、来ることは可能かどうかというようなんは、あるい

は、出られるまでにどれぐらい時間がかかるか、最初から体制が整っとるわけでも何でもないわ

けですよね、そういうような状態から始まってどんどん入ってくるわけです、いろいろね。です

から、多分、パニック状態になるんじゃないだろうかと。僕は、以前も話しましたけども、鳥取

県の西部地震のときに、どの程度のあれだったんだろうかなと、どの程度うまい具合に、対策本

部、本当に早くできておりますけども、できたとはいいながら、本当にうまく情報集約ができる

ような状態だったんだろうか、どうだろうかと。必要があれば、例えば救急があれば、必要があ

ればそちらの消防のほうに連絡取ったり、あるいは、いろいろな関連する地方機関のほうに連絡

を当時することが本当に可能な状態だろうかどうだろうかという気がするわけですがんね。です

から、極端なことを言えば、そういうようけある状態だけども、発災当初には、例えば、可能か

どうか知りませんけども、電話の窓口を絞ったりするちゅうやなことも可能かも、可能かどうか

分かりませんけども、そういうような状況も場合によっては生じてくるんじゃないだろうかと思

います。そういうようなことで、本当に、さっき村長からもありましたように、現場から、いわ

ゆるスマホを使って写真を送ったりという……。

○議長（山路 有君） 井藤議員、マイクをもうちょっと。

○議員（２番 井藤 稔君） 多分ね、どんどん、そういうような場合も、そういうのも入って

くると思うんですよ。本当にそういうやなところが対応できるんだろうかどうだろうか、これが

一番心配ですよね。ですから、先般の訓練のときも講評の中でいただきましたら、皆生消防署長

さんですか、この人が講評の中で言っておられますよね。広域的な災害時には、出場に時間を要

する場合があるために、その間は自助、共助で対応してもらわないといけない。このため、必要

情報を的確に伝達し、連携を深めていく必要があるということを言っておられます。ですから、

これは本当に大事なことだと思うんですけども、だから、要は、その必要な中継所、あるいは、

場合によっては要として、本当に災害対策本部長をされる村長のところに情報が集約するような

形になってないと、あるいは、それをしっかりと受けれるような、できる限りになるかもしれま

せんけども、いけないと思うので、そのようにちょっと申し上げておるわけですけども。この３
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人方からのこの間の訓練の講評ありますけども、やっぱり、この情報の集約はいかにしてなされ

るかということ、いずれの方も、表現は違いますけどおっしゃっておるなと、一番重要だなと。

それから、確かにその情報が必要だっちゅうことで、リエゾンって言われましたかね、そこに出

てきて、いわゆる情報の中継、そこのそれぞれの機関に送ったり、あるいは機関からの情報伝達

を受けるというような、多分、役割を果たされる人を設定して、それを運用されたかなというふ

うに私想像したわけですけど、その辺りは、大丈夫、回るというふうには考えておられますか。

やっぱり、どうしても最悪っちゅういいますか、大きな災害が発生したときにどうするかという

のが一番大事になってこようかと思います。だから、どれぐらいで、実際、対策本部が立ち上が

るかということも大事だと思います。非常招集訓練、連絡がついたよって言っとくだけだったら

いいけど、本当に連絡がついて、本当にどれぐらいの人が集まれるんかということが、第一義的

な対応をできる人がどれぐらい、どれぐらいの時間の間に集まれるかちゅうことが非常に大事に

なるんじゃないだろうかと思いますけど、その辺りは多少検討されて話したりはしておられます

でしょうか。もしあればお聞かせ願いたいと思います。

○議長（山路 有君） 小原総務課長。

○総務課長（小原 義人君） 井藤議員の御質問にお答えします。おっしゃいますように、大きな

災害があった場合に、それが対応し切れるかどうかというところは、大きなポイントになってく

ると思います。今回、訓練をやってみまして、ホワイトボードにそれぞれの情報を書き込みまし

た。その時系列で並べた分、そして、被害状況を別にした書き方、そういったところは警察署の

ほうから一定の評価をいただきました。ただ、感じたのは、今回、ＩＰ無線のを外に出して、そ

れの情報は中に入ってくる。その受け答えだけで、結構、総務情報班はいっぱいいっぱいだった

というふうに思います。２人、３人の体制では厳しいなというふうに感じました。それが今度、

大きな災害になりますと、外からの電話もじゃんじゃんかかってくるだろうということになりま

す。それを、総務情報班だけではなかなか処理できにくいということで、やはり各課の協力も必

要だろうと。各課で受けたものを、いかに一括して集約するかというところは、やはり、これか

ら訓練をしていく必要があるなというふうに思っています。

それから、先ほどおっしゃいました、うちのほうもやらなきゃいけません。これからは、その

被害情報をデータで送ってくる。そういうことも、口でこういう状況ですという報告プラスそれ

があれば、さらに状況が把握しやすいということもあります。その送られてきた情報を、また、

どうそれを処理するか、そこには人が要るわけですので、また、そこにも体制をしっかり整える

必要があるなというふうには感じたところです。この辺りはまだできておりませんので、また、
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そういった訓練もやっていく必要があるかなというふうに思っています。

それと、参集かけてから、全員がなかなか、時間とか曜日とか、いろんな条件で集まりにくい

ということは想定されます。そういったものも含めながら、一斉にメールで流すんですけれども、

集まってない段階からちょっと１回訓練をしてみようやというようなところもありまして、そう

いったこともこれからは考えていきたいなと。今、何分ぐらいかかるかということは、まだ把握

はしていませんけれども、そういうことを１回やってみることによって、ちょっと見えてくるん

じゃないかなというふうには思っています。以上です。

○議長（山路 有君） 中田村長。

○村長（中田 達彦君） 村長でございます。少し追加させていただけたらと思います。

議員御指摘のように、大規模災害になればなるほどたくさんの情報が一気に入ってくるという

状況は想定されるところでありまして、やはりその中で、情報をいただく中で、これを、先ほど

講評の中でもあったという話をさせていただきましたけれども、やはり火災とか人命救助である

とか、そういった人命に関わるような部分について、まずは第一に対応していく必要があるとい

うふうに認識をしています。なので、たくさんいろいろ入ってくる情報の中から、そういった人

命に関わるようなことを第一優先としながら、そしてまた、今回もだったですけれども、救急車

両の通行の妨げとなるような事象、道路が使えなくなったりとかというような想定もしたところ

でありまして、こういったことも早急に、この関係機関とも共有をしながら、まずはその人命な

りが迅速に対応ができるようにということで、対応を取っていく必要があるかなというふうに考

えています。そうした上でも、この画像を送ってもらったりというのは、やはり現地の、何てい

うか、見ることができますので、そういったことも今後検討していく必要があるのかなというふ

うに思っているところでございます。以上です。

○議長（山路 有君） 井藤議員。

○議員（２番 井藤 稔君） ありがとうございました。細かく言ったら、本当にいろいろあろ

うかと思います。村長がさっき言われたとおりだと思いますので、ひとつ、引き続きいろいろな

機会を見つけて、その辺り、本当にこれで動くんだろうかどうだろうかということは、絶えずや

っぱり考えていただけたらなと思います。今まで私が話した中では、いわゆる会計年度任用職員

の訓練参加の件はどうなっておるんかなということもありますし、それから、ＩＰ無線の運用の

状況、方法等も、やはり検討していかにゃいけんじゃないだろうかという気がいたしております。

ですから、自主防災組織のいわゆる充実していく必要は十分に感じていただいておると思うん

ですけども、自主防災組織の充実の責任者っちゅうのは誰になりますか。各自治会になりますか、
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各自主防災組織になりますか、どのようにお考えですか。先ほど村長のほうからは、しっかり対

応させてもらうちゅうことだったと思いますけども、その辺りはどのようにお考えでしょうか。

○議長（山路 有君） 小原総務課長。

○総務課長（小原 義人君） 井藤議員の御質問にお答えします。あくまで、自主防災組織という

のはそれぞれの自治会に設置していただいている組織ですので、それの充実というのは、もちろ

ん、その組織自身もやっていただくということになるんですけれども、村の関わりとしては、村

の責務としては、その自主防災組織を充実させていかなければいけないというふうになっていま

す、地域防災計画にも載っておりますけれども。ですので、支援という意味では、支援の充実策

の責任者ということでは村であるというふうには思います。ただ、あくまで自主的な組織という

ことですので、その中でも、自分たちの中で考えていただいて、組織の充実化を図っていただき

たいというふうに思います。以上です。

○議長（山路 有君） 井藤議員。

○議員（２番 井藤 稔君） その姿勢は大事だと思いますんで、ぜひ、そのとおりお願いした

いと思います。確かに、自主防災組織っちゅうのは、自主防災組織だから参加活動は任意だよと

いうことをとかく言いがちですけども、そうじゃない、やっぱり、それを動かすちゅうのは、村

自体の災害対策本部は本当にうまくいって村民の命や財産を守れるかどうかという、そのために

自主防災組織は必要でやっておるわけですからということだと思いますので、そのような、やっ

ぱり危機管理意識っていいますか、考えの下に充実に努めてぜひいただきたいなと思いますので、

ひとつよろしくお願いしたいと思います。

時間の関係がありますので、あとは、要は、１点お願いしたいのは、確かに、本当に自主的な

任意組織ではありますけども、それだけ大切なもんですので、それを生かすか殺すかはやっぱり

災害対策本部だと思いますので、村の。かといって、災害対策本部からの情報ちゅうのが、ほと

んど平時はないですよね。ありますでしょうか、どうでしょうか。僕は、本当にないなと思いま

す。例えば、これだけどんどん北朝鮮がロケット撃ったり、あるいは、各ほかの県なんかで災害

が発生していますよね。そういうようなのは、確かに自分らで情報収集せえということであれば、

それはそれでいいとは思いますけども、だけども、やはりこれだけは、こういうことはやっぱり

自主防災組織のほうも承知しとってくれよというぐらいな情報提供は、やっぱり村の災害対策本

部のほうから、平時からやはりしていただく必要があるんじゃないだろうかと思いますけど、こ

の点について、再度お聞きしたいと思います。

○議長（山路 有君） 小原総務課長。
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○総務課長（小原 義人君） 井藤議員の御質問にお答えします。対策本部からということですけ

れども、対策本部というのは、災害が起きた場合、ある一定の基準に達した場合に結成する組織

ですので、平時から対策本部というのが立ち上がってるわけではございません。ただ、意味合い

としては、平時からそういった災害の情報、住民の皆さんに知っておいていただきたいような情

報があれば情報提供してくださいということだと思いますので、やはり、それは防災担当なりと

いう観点から、地域防災ということから、情報提供はしてまいりたいというふうに思っておりま

す。以上です。

○議長（山路 有君） 井藤議員。

○議員（２番 井藤 稔君） ありがとうございました。そういうことだろうと思いますので、

ひとつよろしくお願いしたいと思います。やはり、平時が大事だという気がします、平時から。

そうすれば、おのずと防災意識も高まってくる。そうしたら、万が一のときにはスムーズに活動

できるんじゃないかと、少しはと思いますので、ひとつ御配慮いただければと思いますので、よ

ろしくお願いしたいと思います。

時間の関係がありますので、次のあれ、させていただきます。子育て支援施設の運用後の課題

の関係であります。グランドデザインの関係、分かりました。村長からお聞きしまして、こうい

うことなんかなということで分かりましたんで。リーフレットだけの記載でしたので、ほかはど

こにも書いてないもんですから、一応、紹介させていただくとともに、説明を今いただいたとい

う経緯でございます。分かりましたので、ぜひ、そのようにお願いしたいと思います。

一時預かりの関係ですけども、１日に３組に限定というの、これは今回の改正の大きなポイン

トになろうかと思いますけど、一時預かり制度の運用ちゅうのは大きく機能していただきたいな

と思うわけですけども、３名、３組というのは、これは、やっぱり人数の関係ですか。支援して

いただく人の、あるいは保育士なんかの関係の人数の関係なんでしょうか、どうでしょうか。こ

の辺りは、今後さらに拡充、もし要望があれば拡充していけれるということなんでしょうか、ど

うでしょうか。

○議長（山路 有君） 橋田福祉保健課長。

○福祉保健課長（橋田 和久君） 井藤議員の御質問にお答えいたします。このたび新たにスター

トいたしました一時預かり事業ですけども、これにつきましては、今まで行っておりますニーズ

調査等で一定の利用のニーズあろうかというところで判断をしておりますけども、正直、どの程

度の人数、１日あるかというところでいいますと、現状、今、１日３名というところでさせてい

ただいております。この範囲内で十分対応できるのではないかというところで準備を進めてきた
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ところでございますので、当面はこの中で対応できるものと考えておりますが、ニーズが増えて

まいったような場合がございましたら、そのときにまた状況に応じてどういう対応ができるか考

えていかなければならないかなというふうには考えております。以上です。

○議長（山路 有君） 井藤議員。

○議員（２番 井藤 稔君） ２番、井藤です。先ほどお聞きしましたら、答弁から現在のとこ

ろ１３名ほど申請があって、そのうち１０名の方は一応決定しとるっちゅうことでしたけども、

この程度の数であれば１日３名で回りそうだということ、理解でよろしいですか、ですかね。分

かりました。なら、よろしくお願いしたいと思います。

それから、私、施設全体の整備完了の時期とその後の課題ということを聞きましたけども、現

状から、今、計画から見ますと、これが今度は施設の中での、施設の、建物の北側での道路の回

しになりますよね。入るほうと出るほうとが両方が１か所になりますよね。そういう中で子供も

絡んだっていいますのは、お迎えのバスがあったり、どうだこうだじゃありませんですよね、あ

あして保護者の方が連れてこられて連れて帰られるというのがほとんどのあれだと思いますけど、

この辺りはどうでしょうか、園の敷地の中での交通事故の防止などについては配意されておりま

すでしょうか、どうでしょうか。

○議長（山路 有君） 橋田福祉保健課長。

○福祉保健課長（橋田 和久君） 井藤議員の御質問にお答えいたします。今、整備を進めており

ます児童館の北側の駐車場ですけども、そちらに向けては東側に今、道路整備をこれからしてい

く形になってまいります。そちらにつきましては、車両は駐車場への出入りということで通りま

すけども、基本的には児童や保護者の方が通るというところの想定にはなっておりませんので、

基本的には歩廊といいますか、屋根が整備してあるような歩行できる場所を通られますので、そ

こでの自動車と歩行者が接触するようなケースはほとんどないというふうに想定はさせていただ

いております。以上です。

○議長（山路 有君） 井藤議員。

○議員（２番 井藤 稔君） 歩行者の流れと車の流れは、なら分けてあるということですよね。

分かりました。一応そういうことですけども、万が一危険な状況があればすぐに対応していただ

ければと思いますので、これはお願いになりますけど、ひとつよろしくお願いしたいと思います。

それから、先般、総務経済常任委員会で視察をさせていただいたときに、委員のほうからプー

ルの関係が出ました、プールのね。一応プールのあるエリアへの出入りはドアの鍵が締めてある

ので大丈夫でしたというお話だったと思いますけども、いろいろ保育所なんかでの事故やなんか
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見てみますと、いわゆる過失の競合っちゅうことが多分にあるわけでして、多分にですね。です

から、誰かが見るだろう、あるいはこの人が見る責任者になっとるからというような状態が発生

したときには、やはり危ない状態が発生する場合があります。そのためにも、あらかじめ危険で

ないようにできるところは、やっぱりそういうふうにしておくというのが必要があるように思う

わけですよね。ですから、先般の視察させていただいた中で委員の中から出たのは、プールの周

りに、いわゆる子供がそういうようなことで自由に入ったり、どうだこうだ危険な状態が生ずる

ような状況が発生するおそれがあるじゃないかということで、先般質問していただいたんだろう

なと思いますので、その辺りも一つ、できれば再度、検討してみていただければと思いますけど、

どうでしょうか。

○議長（山路 有君） 橋田福祉保健課長。

○福祉保健課長（橋田 和久君） 井藤議員の御質問にお答えいたします。いま一度現地の状況等

も確認させていただきまして、どのような対策が適切なのかというところを含めて検討させてい

ただけたらというふうに思います。以上です。

○議長（山路 有君） 井藤議員。

○議員（２番 井藤 稔君） ３番目の質問にちょっと移らせていただきたいと思います。マイ

ナンバーカードも本当に順調に頑張っていただいております。先ほど、７６８全国で自治体が

ある中で６３位だと、本当にすばらしく頑張っていただいておるなと思います。まず、本当に、

むしろお礼を、この点についてはお礼を申し上げたいと思います。

それから、新たな活用システムについても電子申請ができるように、転出、転入もワンストッ

プでということ、いろいろ工夫、今後していただけるという方向に向かっとると思いますので、

ひとつ、引き続きよろしくお願いしたいと思います。

最初にも申しましたように、でも大前提は、これを利用する者がいかにアレルギーなく使って

もらえるかということだろうと思います。これは私らの年の者が、例えばスマホを使ってみてな

かなか分からない、マニュアル人間が、アナログ人間ですか、アナログ人間にはデジタル化に対

応していくっちゅうのは非常につらい部分はありますけど、だけどこれは、もう本当にスマホな

んかにしてもガラケーも数年のうちになくなるんですよ。だからこそ今のうちに、年寄りなんか

も対象にもう少しこのユーザー研修を拡充するように工夫してみていただきたいなと思うんです

けど、この点はやっぱりこれ以上は広がりませんか、どうですか、まずここでお聞きしたい。

○議長（山路 有君） 福井総合政策課長。

○総合政策課長（福井 真一君） 井藤議員の御質問にお答えいたします。まず、ガラケーと呼ば
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れてます、今でもまだ使えるんですけど、いずれなくなりますので、スマホへの移行は必須とな

ると思われます。その際に現在使われてる機種もスマホに移行することになるんですが、御質問

のように操作の習得が必ず必要となってまいりますので、現在、月１回、ヴィレステでスマホ教

室開催しておりますが、このニーズが増えて１回の人数とか、月１回じゃなくって、例えば２週

間に１回とか１週間に１回とか、御要望が多くなればまたその時点で対応を考えたいと思います

ので、よろしくお願いいたします。以上です。

○議長（山路 有君） 井藤議員。

○議員（２番 井藤 稔君） なかなか外部への体制を取っていくっちゅうのは難しいと思いま

すけども、一番簡単なのは、職員の方で窓口を、どこでもいいんじゃないですか、つくっていた

だいて、そこに気軽に相談できたり御指導を受けれるような場所を、研究するわけでも何でもな

いわけですから、そういう場所を、窓口をつくっていただければ一番、事は早いなという気はす

るんですけど、この点、どう思われますか。

○議長（山路 有君） 福井総合政策課長。

○総合政策課長（福井 真一君） 井藤議員の御質問にお答えいたします。今、住民課のほうでマ

イナンバーカードの申請からマイナポイントとかのスマホでの対応窓口をやっております。それ

だけに限らず、特別な窓口っていうとまたどこに置くかとかありますけども、スマホの操作でし

たら職員も慣れてる職員が大半慣れてると思いますけど、お気軽にいつでも聞いていただければ

対応可能かなと思いますので、御利用お願いしたいと思います。以上です。

○議員（２番 井藤 稔君） 終わります。

○議長（山路 有君） 以上で井藤議員の一般質問を終わります。

○議長（山路 有君） １番、長谷川康弘議員の一般質問を許します。

長谷川議員。

○議員（１番 長谷川康弘君） １番、長谷川です。議長のお許しを得ましたので、一般質問をさ

せていただきます。このたびは２点、質問させていただきます。

まず、第１点ですけども、海浜運動公園の今後の計画はということです。観光庁の補助金を活

用し、現在のゲートボール場をオートキャンプ場に造り替え、また、トイレの改修を行う計画で

ありましたが、６月議会でこれが駄目だったときのことを聞いたとき、第二弾、または他の補助

金を模索するとのことでした。現実に観光庁の補助事業として採択されませんでした。９月議会

では、補助事業が採択されなかったことを受け、今後、海浜運動公園の整備については村民の意
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見も聞きながら検討したいとのことでしたが、その後の進捗状況について伺います。また、この

たび海浜運動公園の新たな活用策に関するサウンディング型市場調査が行われました。これは指

定管理者制度導入が前提となっていると思いますけども、その状況はどうなっているのでしょう

か。また、キャンプ場の整備とこの調査との関連性を伺います。

続きまして、第２点目としましては、移住定住施策の現状と今後は。昨年の９月議会で移住定

住相談窓口の趣旨及び成果について説明を受けましたが、その後の状況を伺いたいと思います。

総合戦略の村の人口ビジョンでは２０６０年に６００人とありますが、現在、大体６００人

に近い状態で推移しています。いろんな減少要因もあるということなので、今後も人口増加を目

指し施策に取り組むとのことですが、この施策を推進するに当たって、新たな課題は発生してい

ないでしょうか。課題があるとすればその対策は考えているのでしょうかと、この２点について

回答をお願いいたします。内容によっては再質問させていただきます。

○議長（山路 有君） 中田村長。

○村長（中田 達彦君） それでは長谷川議員からの御質問にお答えをしてまいりたいと思います。

大きく２点ございました。１点目が、海浜運動公園の今後の計画について。２点目が、移住定住

施策の現状と今後についてでございます。

まず１点目、海浜運動公園の今後の計画についての御質問でございます。議員からもございま

したように、この海浜運動公園の改修の計画ということで、観光庁の補助金を活用しましてオー

トキャンプ場の整備をしてはどうかということで進めてまいっているところでございますけれど

も、この観光庁の補助金、地域一体となった観光地の再生、観光サービスの高付加価値化事業に

つきましては、これ４月に応募いたしまして６月には採択候補地となってたわけでございまして、

これに基づいて７月に計画申請を行ってきたわけでございますけれども、残念ながら採択には至

らなかったということでございます。

並行しまして、海浜エリアを村民の皆様の憩いの場、また村内外から多くの皆様に喜んでお越

しいただけるエリアとしていくために、海浜運動公園やこの一帯の活用策について６月１日から

７月２２日まで村民の皆様から意見募集を行い、９名の皆様から合計５６件の貴重な御意見をい

ただいたところでございます。その御意見の中でも、子供たちが遊べる遊具が欲しいということ

ですとか、あるいは有料施設との表示があってなかなか一般の方が、村民の方が利用しにくいの

ではないかという御意見、そういったことも含めまして多様な利用促進を図ってほしいなどの意

見があったところでございます。現在こうしたことも踏まえ、計画策定を進めているところでご

ざいます。
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また、あわせてサウンディング型の市場調査というのを実施をしてきたところでございます。

こちらにつきましては、海浜エリア活性化検討委員会の中で、海浜運動公園の指定管理者制度導

入の意見が出ているというようなことも受けまして、この海浜運動公園を指定管理する意向のあ

る事業者がどのぐらいあるか、これを把握するため、また民間事業者からの提案や意見を聞くこ

とにより、新たな施設利用策を見いだすことを目的に調査を実施したところでございます。１０

月の７日から１１月の２５日までこれは申込受付を行いまして、１事業者からこの申込みがあり、

１１月には現地見学と個別対話を実施したところでございます。個別対話の中で、オートキャン

プ場整備ということも含め、テニスコート、ゲートボール場等の有効活用策について聞き取りを

行ったところでございます。このサウンディング型市場調査の調査結果につきましては、１２月

には村のホームページで公表をしてまいりたいというふうに考えておりますし、また、現在、計

画策定を進めているところでございます。プロジェクトチーム、それから検討委員会、それから

先ほどの村民の皆様からの御意見やサウンディング型市場調査でいただいた意見を反映して、現

在、素案の作成、パブリックコメント等の準備を進めているところでございます。この計画につ

きましては、おおむね今年度中を目途に策定する予定としております。

事業の実施につきましては、計画の内容にもよってきますけれども、容易にできることは行っ

ていきたいと考えておりますし、また予算を伴うものもあろうかと思います。その辺りにつきま

しては、補助事業等々、財源の確保ということも併せて検討してまいりたいというふうに考えて

いるところでございます。

次に、移住定住施策の現状と今後についての御質問でございます。

まず、現状ということでございますけれども、地方創生総合戦略の目標であります２０６０年

に人口６００人を維持していくため、仕事、住まい、結婚の総合的なサポートを行っていると

ころでございます。そのために、移住定住の相談窓口を令和２年の１０月に総合政策課に開設を

したところであります。仕事のサポートの関係では、これまでも御紹介しておりますけれども、

県立ハローワークやハローワーク米子と連携をして就業の支援を行っています。また、村内企業

のＰＲ動画を現時点で３社作成をしており、ハローワークで放映をする予定としています。この

件数ですが、令和３年度に２件、令和４年度には１件のこの動画を作成しています。

住まいのサポートでは、少子化対策及び若年層の転入増加による人口の増加を目的として、結

婚、子育て世代への経済的支援を充実させるため、マイホームを取得された世帯へ、結婚・子育

て世帯等応援補助金として最大５０万円を交付をしております。令和３年度は、こちらに対して

１３件の申請があったところでございます。
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また、結婚サポートのほうでは、鳥取県が開設をいたしております、とっとり出会いサポート

センターえんトリーと連携をして、１対１の出会いの支援を行っているところでございます。令

和３年度からえんトリーの登録料助成をはじめ、１１月末現在で８件の登録があったところでご

ざいます。令和３年度が５件、令和４年度が３件ということでございまして、これは誰が申請さ

れたかというのは村にも分からないような仕組みで、件数がえんトリーのほうから報告があって、

それに対して助成をしているということでございます。

地方創生総合戦略の目標としております、２０６０年に人口６００人ということでございま

す。直近では、１１月末現在で５９７人というのが日吉津村人口となったところでございます。

議員からもありましたように、上下あるところでございまして、引き続きましてこの各種施策に

取り組んでまいりたいというふうに考えているところでございます。

この移住定住の促進に関して新たに出てきた課題はないか、その対策についての御質問でござ

います。こちらにつきましては、これまでも申し上げさせていただいているところでありますけ

れども、やはり一つには住まいの問題、住宅地の確保ということが一つの課題であろうというふ

うに認識をしています。１１月現在で販売中の土地は５区画あり、村のホームページに掲載をし

ているところでございます。また、同じく１１月現在で村内の空き家は３３戸あり、販売中の空

き家はこのうち１戸となり、これも村のホームページに掲載をしているところでございます。

総合政策課に設置をしております移住定住の総合相談窓口では、住宅建築可能な土地や空き家

の売却等について気軽に御相談いただけるようにしているところでございまして、あわせて平成

２７年度、令和２年度、３年度に、住宅建築可能な土地や空き家所有者の方に対して移住定住促

進のアンケートを実施し、今後の土地、建物の利活用について意向調査をしてまいったところご

ざいます。このアンケートの回答内容に基づきまして、売却に向けて鳥取県宅地建物取引業協会

へのあっせん、税金、相続等の相談やアドバイスを行っているところでございます。令和２年度

から現在にかけて、住宅建築可能な土地は３７区画の成約、空き家は合計１６戸の解消につなが

ったところでございます。現在、週に１件程度、村内の空き土地、空き家に関するお問合せがあ

り、本村への移住希望者は多いという状況であると認識をしているところでございます。こうし

た状況を踏まえまして、昨年度、令和３年度には都市計画法第３４条第１１号指定区域、市街化

調整区域内の規制緩和区域を拡大をしたところでございます。

今後は、この拡大したエリア内の土地の所有者の方に対しましてこれまで同様のアンケートを

実施し、今後の利活用について意向調査を行ってまいりたいというふうに考えております。その

ほか、住宅建築可能な土地や空き家所有者の方に対しても再度このアンケート調査を実施し、今
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後の利活用について意向調査を行い、土地の、あるいは住まいの確保につなげてまいりたいとい

うふうに考えているところでございます。

以上で長谷川議員からの一般質問への答弁とさせていただきます。

○議長（山路 有君） それでは、再質問を許します。

長谷川議員。

○議員（１番 長谷川康弘君） 今、説明を受けましたが、観光庁の補助金に関してなんですけど

も、採択されなかったということで、６月に一般質問したときに第二弾があるんじゃないかとか、

他の補助金を探すとかという話だったんですけど、まだそれは見つかってないということで理解

すればよろしいでしょうか。

○議長（山路 有君） 福井総合政策課長。

○総合政策課長（福井 真一君） 長谷川議員の御質問にお答えいたします。この観光庁の補助金、

観光施設の再生を図る補助金の第二弾につきましては、今現在情報が入っていない状況でござい

ます。以上です。

○議長（山路 有君） 長谷川議員。

○議員（１番 長谷川康弘君） まだ補助金がなくて、これの計画は進まないというか、実際には

かかれないという状況なんですが、このたびありましたサウンディング型の市場調査におきまし

て１社手が挙がったということなんですけども、具体的には言えないでしょうけど、２年前調査

をするということで依頼していた会社と同じとこなんでしょうか、専門のキャンプ場を広く手が

けている業者なんでしょうか。

○議長（山路 有君） 小原総務課長。

○総務課長（小原 義人君） 長谷川議員の御質問にお答えします。先ほど申し上げました１２月

にもう間もなく公表する予定でございますので、それまではちょっと差し控えさせていただきた

いと思います。

○議長（山路 有君） 長谷川議員。

○議員（１番 長谷川康弘君） 詳しいことは言えないということは分かりますけど、昨日で個別

のあれも終わってるんで、１２月のホームページに載せるのと今とそんなにタイムラグはあると

は思わないんですけども、それは仕方ないけんいいです。

○議長（山路 有君） 小原総務課長。

○総務課長（小原 義人君） 長谷川議員の御質問にお答え。ちょっと私先ほど表現が間違ってま

して、公表はしますけれども、そのときでもその業者名というのは公表はいたしませんので、あ
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と、その提案のあった内容等につきましては公表はさせていただきます。以上です。

○議長（山路 有君） 長谷川議員。

○議員（１番 長谷川康弘君） 先ほど質問のときも言いましたように、詳しいことは必要とは言

っておりませんので、業者名なんかはとても言えないだろうし、公表できないというのは分かっ

てましたんでその辺はいいです。これは、さっき聞きましたけども、キャンプ場を広く手がけて

いる専門的な業者という具合に見たらいいもんですか。

○議長（山路 有君） 小原総務課長。

○総務課長（小原 義人君） 長谷川議員の御質問にお答えします。そういったことに精通されて

いる業者です。以上です。

○議長（山路 有君） 長谷川議員。

○議員（１番 長谷川康弘君） 非常に言いにくいということなので深くは聞きませんけども、指

定管理者制度ということでするんですが、その、今の村として、キャンプ場じゃなくて、ゲート

ボール場をオートキャンプ場にするという計画だったんですけども、その辺はそこの業者に、こ

こはこうしますよということでこのたびの市場調査を行ったのか、先ほどはそういう感じだった

んですけど、それともそこの業者に再度、今度は提案をしていただいて、ゲートボール場、テニ

スコートを含めたもので何かを提案してもらったら提案を受けると。受けるかどうかは分からな

いでしょうけども、ということなのか。このたび計画してるんであそこはもうオートキャンプ場

だよということなのか、その辺をちょっとお聞かせいただけますでしょうか。

○議長（山路 有君） 中田村長。

○村長（中田 達彦君） 村長でございます。先ほど来、ありますけれども、この手を挙げてくれ

た事業者名については、これは公表いたしませんので、そこは御承知いただけたらと思います。

その上で提案内容につきましては、若干ですけれどもお話をさせていただけたらと思いますが、

基本的には指定管理を受けるというような希望は持っているということでございました。中の今

整備の内容についての御質問でございますけれども、村のほうからはこのテニスコート、また、

このゲートボール場について利用が少ないので、この辺り、どういった活用をするのがよいのか

というようなアイデアをこの事業者に対しても投げかけをして、お答えをいただいたというとこ

ろでありあります。その中で、事業者のほうから、こういったのはどうだろうかということであ

りましたのが、我々のほうでも申し上げておりました、キャンピングカーを想定したオートキャ

ンプ場ということと、あとはドッグランというのを併設をしてはどうかということで、今、日野

川のほうでもドッグランがあって非常にたくさんの人でにぎわってるわけですけども、こういっ

－５９－



た何か特色をつけてこのキャンプ場とセットでしていくことで、この日吉津村の海浜エリアによ

り多くの人を呼び込めるのではないかというような御提案でございました。また、周辺の、例え

ば、商業施設等々と連携をすることでこの経済波及効果も狙っていけるのではないかというよう

な御提案もあったというふうに聞いているところでございます。

最初に申し上げましたように、この提案、アイデアいただきましたことであるとか、村民の皆

様からいただいた御意見等を踏まえたところで現在計画を検討しているという状況でございます。

以上です。

○議長（山路 有君） 長谷川議員。

○議員（１番 長谷川康弘君） それ専門というわけじゃないんでしょうけども、オートキャンプ

場、ドッグラン。オートキャンプ場ですね、キャンピングカーのキャンプ場じゃなくて、オート

キャンプ場ですよね、キャンピングカーじゃなくて。ドッグランなんかは私も一瞬考えたことあ

りますけども、果たしてあの陰のほうに来られるのかなと。これは周知次第だと思うんですけど

も、その辺はなかなか、向こうとしてもいろいろ考えはあるでしょうし、そうなった場合、オー

トキャンプ場は一応予算にも上げてますけども、その他いろいろ変更で整備が必要になった場合

は、今年度中は無理でしょうけども来年度予算に組めるのか、それとも途中の補正なのかはどう

考えとられますでしょうか。

○議長（山路 有君） 小原総務課長。

○総務課長（小原 義人君） 長谷川議員の御質問にお答えします。あくまで現段階でということ

になりますけれども、一応当初予算には組ませていただいて、それで詳しいことについてはまた

補正対応というようなことにしていきたいなというふうには今は考えているところです。

○議長（山路 有君） 長谷川議員。

○議員（１番 長谷川康弘君） 何でしたっけ、指定管理者制度導入に反対するわけではないんで

すけど、これが来年度からということで採用になった場合、午前中も出てましたけど、子供の遊

び場とかそういったのの案を村が持った場合は、一応その指定業者に話して了解を得てするもん

なのか、日吉津村こうしますよということを管理者に言えばいいのか、どちらでしょうか。

○議長（山路 有君） 小原総務課長。

○総務課長（小原 義人君） 日吉津村が、例えば海浜エリア活性化計画にそこの公園を造るとい

うことで施設整備ということでうたっていきますと、それは事前に村が整備をして、そしてこれ

で、こういう形で指定管理をお願いしますということになるかと思っております。以上です。

○議長（山路 有君） 長谷川議員。
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○議員（１番 長谷川康弘君） それは今の段階でですね。もう指定管理が始まってからの場合な

んですけど、それはどうなんですか。一応その指定管理者が管理している今の施設、運動公園の

施設、その中に村が何かを造ろうという場合は、やっぱりもう村が決めてしまえばいいというこ

とですか、それの管理をお願いしますということでいいんでしょうか。

○議長（山路 有君） 小原総務課長。

○総務課長（小原 義人君） 長谷川議員の御質問にお答えします。そこの管理をしていただいて

るさなかということになると思いますので、勝手に造って、じゃあこうしたけんっていう話には

ならないと思いますけれども、やはりそこは業者との協議をした上での、納得していただいた上

で、また管理料にももしかしたら影響してくるかも分かりませんので、その辺は協議して進めた

いと思います。以上です。

○議長（山路 有君） 長谷川議員。

○議員（１番 長谷川康弘君） 今の海浜エリアの活性化で、指定管理を導入した場合、利用者が

増加し予約が取りにくくなる可能性はあると、そのいろんな意見が出た中であったんですけど、

そんなうれしいことになるんでしょうかいったって、ここで言ったっていけんですね。やめとき

ます。

海浜運動公園を含む、先ほどの村長の説明もありましたけど、海浜エリアの活性化で話されて

意見募集をされたのがありますよね、防潮堤なんかのところにスロープをつけて車椅子の方でも

上がって海が見れるようになるという意見とか、様々な意見が出てたと思うんですけども、そち

らについての進行状況というか、この辺はやろうかなというような項目はありますでしょうか。

○議長（山路 有君） 福井総合政策課長。

○総合政策課長（福井 真一君） 長谷川議員の御質問にお答えいたします。皆様からいただきま

した貴重な御意見は、できるだけ反映させていく方向で考えております。ただ、財源が必要だっ

たりというところもあろうかと思いますので、将来にわたって検討していきますし、例えば時代

の流れで１０年スパンぐらいで物事考え方が変わったときにでも柔軟な対応ができるように、限

定したものではなくて、幅広に計画を策定する予定としております。以上です。

○議長（山路 有君） 長谷川議員。

○議員（１番 長谷川康弘君） 進めれるものは進めていただきたいと思います。この間あった議

会懇談会でも、何でも進むというか、遅いと、ゲートボール場、テニスコートにしても前から案

件だったと思うけどもなかなか進まないという意見も出てますんで、住民の人も見ておられます

んで、できることはさっさとやっていきましょう。
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続きまして、移住定住なんですけど、先ほど状況を聞きました。なかなか難しいとこもあると

思いますけど、以前の聞いたときでは、令和２年度、県外から１９世帯２７人、その後の状況が

分かりますでしょうか。県外からには絞りませんけども、転入で移住してこられた人が何人とか、

分かればでいいですんで。

○議長（山路 有君） 福井総合政策課長。

○総合政策課長（福井 真一君） 長谷川議員の御質問にお答えいたします。県外からの日吉津村

への移住者、それから鳥取県全体への移住者数というのは毎年報道に公表されておりまして、そ

のデータで申し上げますと、鳥取県全体、平成２９年度から令和３年度まで数字があるんですけ

ども、１００人から３００人ぐらい、県全体でございます。そのうち日吉津村は、年によっ

てばらつきがあるんですが、少ないときで２４人、多いときで６２人というようなデータとなっ

ております。移住者の割合、村の人口と県全体の人口で割合出しますと、大体 ７％ぐらいを占

めております。日吉津村に県外から移住された方と県全体の移住者の割合で考えますと、この人

口割合で ７％なんですけども、日吉津村への県外からの移住者の割合っていうのが ９から、

多いときで ９％を占めておりますので、県平均の数字よりも人口割合で考えますと多い状況で

県外からの移住者がある状況でございます。以上です。

○議長（山路 有君） 長谷川議員。

○議員（１番 長谷川康弘君） 先ほどの村長からの説明があったように、空き家の売れるところ

は１件しかない、販売してもいいよという空き家は１件しかないと。住宅地の区画も５区画しか

ないということで、２０６０年に６００人とありますけども、これは自然減もあるでしょうし、

何かの要因も計算してつくっとられる数字だと思いますけども、この場合、６００人に持って

いく方法として考え、詳しく理解してないんで聞きますけど、考えられたとして、途中までどん

ど増やしていって、その後は減っていって最終的に６００人を目指すのか、減少要因も含めな

がら毎年毎年維持するように持っていくのか、どちらを考えてつくっておられる数字でしょうか。

○議長（山路 有君） 福井総合政策課長。

○総合政策課長（福井 真一君） 長谷川議員の御質問にお答えいたします。２０６０年６００

人っていうのは、想定ではどこかにピークが来ると思います。日本全体が人口減り続けておる中

で、日吉津村、幸いにも今増加中ではございますが、いずれかは減っていく時代が来ると思いま

す。そういった場合でもその時点で６００を維持するという考え方ですので、こういう感じで、

その６００になると思います。その後は多分減っていくんじゃなかろうかなとは思いますけど

も、これを大きな目標として地方創生を進めております。以上です。
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○議長（山路 有君） 長谷川議員。

○議員（１番 長谷川康弘君） ありがとうございます。ということは、増やせるところはどんど

ん増やしていっといて、あとは減少を待つ。待っちゃいけないですけど、仕方ないところで。た

だ、２０６０年ということで、私は１９６０年生まれなんで、もう多分いないと思いますんでこ

れがどうなったかを確認することはできませんけども、決めた限りはこれに近づくようにやって

いってもらえたらと思います。

時間もありませんので、これで終わりたいと思います。ありがとうございました。

○議長（山路 有君） 長谷川議員の一般質問が終わりました。

○議長（山路 有君） ここで暫時休憩を入れたいと思います。再開は午後３時１５分というこ

とで、おおよそ１５分間休憩ということで、時間までには議場に御参集ください。それでは休憩

します。

午後３時００分休憩

午後３時１５分再開

○議長（山路 有君） 再開します。

６番、河中博子議員の一般質問を許します。

河中議員。

○議員（６番 河中 博子君） ６番、河中博子です。一般質問、今日は大きく分けて２問お尋ね

いたします。

最初に、これまで行政施策について提案、提言も含めいろいろ質問を重ねてまいりましたが、

執行部から検討しますという回答はあるものの、その結果や施策の方向づけなどについていまだ

示されていない課題もあります。その後の検討結果と、今後どういう形で取り組み、実現に向か

われるのか伺います。

２つ目に、高齢者をはじめ住民一般のサービス向上に向けてお尋ねします。最初の項目につい

て何点かお伺いします。まず、今年３月で経営を閉じ閉館いたしました旧うなばら荘の最終的な

清算は終わりましたでしょうか。３月の閉館時には８８０万円ほどの赤字でしたし、その後の残

務整理など、いろいろ支出もあったと思います。どういう清算結果になったのかお尋ねしたいと

思います。

２点目です。情報ツールの一つ、ひえづ１１３チャンネルの制作体制について伺います。この
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件に関しましては、これまでも指摘してきたつもりです。その理由の一つには、今のような１人

体制では担当者が病気になったときなど、いつもどおりの放送ができなくなること。それと並行

して急がれることは、後継者を一日も早く育て、切れ目のない放送を続けることができるように

する、そういう必要があると思うからです。しかしその後、複数体制になっている様子は見受け

られません。一体行政としてひえづ１１３チャンネルをどうしようと考えておられるのか、伺い

ます。

３点目です。去る６月定例会で一般質問いたしました、ミライトひえづの病児保育のお迎え型

についてです。このお迎え型といいますのは、保育所で子供が急に体調不良になったとき、保護

者がすぐに対応できない場合には、保育所からタクシーで病院へ連れていき、診察を受け、保護

者の迎えを待つというものです。前回、担当課長のさらなる支援の向上ということで検討したい

という答弁に期待していますが、検討結果はどうなりましたでしょうか。

４点目、海浜運動公園活性化についてです。これは先ほどの執行部の説明でおおよそのことは

分かりましたので、今ここでは申し上げませんが、今年度中には計画を策定したいとのことです

ので、注目していきたいと思います。

５点目です。職員のモラールについて伺います。私はモラールとは勤労意欲とかやる気と解釈

していますが、それを増進させるためには職場環境が良好であることが第一だと思っています。

誰しも自分が選んだ職業にプライドを持ち、仕事に励んでいます。その能力を高め、発揮するた

めには、職場内に摩擦がなく、管理職や仲間と素直に話ができ、問題解決につながる人間関係が

必要です。そういう職場環境ができているでしょうか。前回、村長は、風通しのよい職場づくり

を進めたいと言われました。そのようになっているでしょうか、お尋ねします。

６点目です。農業についても少し伺いたいと思います。農業施策の中で、今後基本的な農業振

興策を日吉津村の実情に合わせて具体的に検討し実行するのは農業委員会ですか、それとも未来

会議ですか、お尋ねします。

続いて、２番目の、さらなる住民サービスの向上を目指してについて伺います。

まず、高齢者福祉サービスについてですが、現在、人間ドックに対する援助は満８０歳で打切

りとなっています。村では、自分の健康は自分で守るとして、村民一人一人の主体的な健康づく

りの取組を呼びかけています。健康寿命の延伸という言葉も聞かれます。これはとても大事なこ

とで、健康で長生きする秘訣でもあります。その精神からしますと、８０歳を過ぎたら補助を打

ち切るのではなく、年に一度、自費を使って人間ドックを受け、健康管理をしている方に対して

２割とか３割とか、費用の一部を補助すべきだと思いますけど、いかがでしょうか。ちなみに、
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博愛病院の場合は、１回４万０００円程度かかります。これに脳ドックとかオプションをつけ

ますとその分が加算されます。今、８０歳までは村からの補助があり、自己負担額１万０００

円程度で受診ができています。村で健康診断をやっていますので、それを受診してくださいと言

いたいのかもしれませんけれども、人間ドックと検診とでは、検査範囲の広さや詳しいデータ量

などが基本的に違います。人間ドックは病気の早期発見や早期治療のために全身を対象に行いま

すが、検診はそこまでではありません。また、人間ドックは健康保険の適用がございませんので、

自費で受診しなければなりません。１回４万０００円払って自費で総合的な健康管理を継続し

ている方に少しでも補助金を出して、健康増進の村づくりを進めていただきたいと思いますが、

いかがでしょうか。それでこそ人の笑顔づくりができる村と言えるのではありませんか。

最後に、人口増の取組により村民の数が増加していくことは喜ばしいことですけれども、赤ち

ゃんが誕生したときに、そのお祝いとして下水道料金を１年間無料にし、お祝いムードを高める

施策はできないでしょうか。出生届を提出した途端、下水道使用料の世帯割人数に加算され、家

計の経費が増加するというのはいかがなものでしょうか。全国的に見れば、出産祝い金はもとよ

り、おむつ代１年間無料という自治体も多くあります。つまり、各自治体も人口減少や過疎問題

など移住定住施策に力を入れており、自分の自治体を選んでくれたことに対する喜びとか感謝の

気持ちを行政サービスとして意思表示しているのだと思います。日吉津村でも日吉津版ネウボラ

に始まり、出産時には０００円相当の品物の配付、乳児を御家庭で保育しておられる世帯に助

成金を出すなど、子育て支援に取り組んでいますが、さらにお祝いの気持ちとして住民に寄り添

ったサービスの改善に取り組んでいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。

以上、ずらずらと質問を並べましたが、どれも村民にとって重要課題だと思っていますので、

よろしくお願いいたします。なお、答弁は簡潔にお願いいたします。また、答弁によりましては

再質問させていただきます。よろしくお願いいたします。

○議長（山路 有君） 中田村長。

○村長（中田 達彦君） それでは、河中議員からの一般質問にお答えをしてまいりたいと思いま

す。

まず１点目、行政施策の検討結果を問うということにつきまして、幾つかありました順に答え

させていただきたいと思います。

まず、その中の１点目で、旧うなばら荘の最終清算の結果についての御質問でございます。う

なばら荘につきましては令和４年３月３１日で営業を終了し、一般財団法人うなばら福祉事業団

は同日をもって解散をしたところでございます。解散以降は選任された清算人の下に債権の取立
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て、債務の弁済など、清算業務を行ってきたところでございます。１０月２１日には、うなばら

福祉事業団の理事会並びに評議員会を開催し、残余財産の設立者帰属の決議及び清算の結了に伴

う決算報告承認の決議をいただいたところでございます。残余財産の４６６万２７１円、これ

が残余財産ということになりますが、これは設立者であります日吉津村に帰属させることとし、

今議会に歳入ということで提出をさせていただいているところでございます。清算結了の登記に

つきましては１０月２７日に完了し、それをもって全ての清算事務が完了となったところでござ

います。

次に、ひえづ１１３チャンネルの制作体制のことについての御質問でございます。こちらの制

作体制につきましては、以前もお答えをしましたとおり、従来から主査１名、副査１名としてお

り、番組完成前に２人で内容やテロップのチェックを行ってから放送をしているところでござい

ます。令和４年の３月議会で、河中議員より担当者を２名体制にすべきというような御提案をい

ただいたところであります。こちらにつきまして、不測の事態の際にも事業を継続できる仕組み

をつくることは必要でありますので、現在行っておりますような主査、副査体制と併せまして、

放送局の協力も不測の事態の際にはいただけるようになっております。引き続き、事業を停止し

ないよう、バックアップできる仕組みを検討してまいりたいというふうに考えております。

次に、ミライトひえづの病児お迎え型サービスについてお答えを申し上げます。本村におきま

しては、米子市をはじめとする西部圏域で米子市内の３施設と委託契約を結び、病児、病後児保

育を実施しているところでございます。こちらへの病児お迎え型サービス、具合が悪くなったと

きにそこまで連れていってということの提案でございましたけれども、これ、他の団体のところ

の状況を調べてみますと、いずれもこの事業者のほうが病児保育施設の保育士、または看護師が

タクシー等で保育所等へ迎えに行き、医療機関で受診後、病児保育施設でお預かりをするもので

あり、これを地方自治体ではなく、事業者のほうがそうしたサービスを提供しているということ

であります。そういった現状を踏まえると、現在この近隣にはそういったサービスをやっている

事業者はないということでございまして、本村の保育の現場の状況を見ますと、そういった１件

１件、病児保育施設にお届けするというようなところまでのことは今の現時点ではできないだろ

うというところでございます。当然、緊急を要するケースでは緊急搬送というようなこともあり

ますし、タクシーで医療機関を受診をさせるというようなケースもございます。あくまで緊急の

場合はそうした対応も取らせていただきますけれども、そうでない場合におきましては安静にし

て保護者のお迎えを待つようにさせていただいているところでございます。現状としてそういっ

た対応を取らせていただいているということでございます。
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次に、職員のモラールと職場環境についての御質問でございます。こちらにつきましては、職

場における課題解決のため、必要な研修を随時開催をしているところでありまして、９月以降も

全職員を対象としたコンプライアンス研修や、同じく全職員を対象とした人権研修を開催し、組

織全体のモラール向上や人材育成に努めているところでございます。８月から毎日行っておりま

す各課単位での朝礼と終礼も定着してきたところであり、課内で情報共有を図り、組織としての

一体感を醸成することでモラールの向上につながっているものと考えております。職場の環境と

いうことで申し上げますと、昨年度から職員の健康の保持、増進や労働災害の防止を目的に衛生

委員会を立ち上げたところでございます。衛生委員会は毎月開催し、職員の健康、安全衛生に関

する事項を調査するなど、職場環境の改善に努めているところでございます。

次に、農業の関係で、農業未来会議、それから農業委員会のことについての問いでございまし

た。農業未来会議につきましては、日吉津村農業の将来ビジョンが完成され、がんばる地域プラ

ンを実践する方向性が定まってきた中で、１１月１１日に開催されました会議をもって一区切り

つけさせていただき、今後は、今年度当初から始めておりますが、村長を本部長とする農業将来

ビジョン推進本部会議を中心に、農業委員会等と連携を図りながら取組を進めてまいるというこ

とで考えております。あくまでも村で行っていく事業というのもありますし、農業委員会が行う

取組、農地の利用適正化でありますとか、あるいは法律に定められた事項ありますので、その辺

りはそれぞれの業務を進めながら、また連携をしながら進めていくことが必要だというふうに認

識をしております。

次に、大きな２点目についてお答えをしてまいりたいというふうに思います。人間ドックの関

係、現在、満８０歳になると人間ドックの補助が終了するということで、これ以降に対しても補

助が考えられないかということの問いでございます。現在、後期高齢者医療保険の被保険者で８

０歳までの方を対象に、糖尿病等の生活習慣病の早期発見のため、人間ドックを実施していると

ころでございます。３医療機関と委託契約を結び、実施しています。博愛病院と労災病院と米子

医療センターでございます。自己負担につきましては、１人当たり課税世帯では０００円、非

課税世帯では０００円ということでございます。

他市町の状況等を確認、御説明申し上げますと、これは国からの人間ドックへの特別調整交付

金が平成３０年度から令和３年度までに段階的に廃止になっております。このことに伴い、鳥取

県下で後期高齢者を対象とした人間ドックを実施しているのは伯耆町と湯梨浜町、それと日吉津

村と、３つの団体に減ってきているというような状況でございます。他の町の状況ですが、伯耆

町につきましては偶数年齢の方を対象に実施をしている、湯梨浜町につきましては７７歳を対象
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としているということでございます。定員があるということでございます。そういったことを見

ますと、日吉津村は県下で一番手厚くこの人間ドックを実施をしているのではないかというふう

に考えているところでございます。集団検診時に健康診査とがん検診を組み合わせて受診いただ

くことで、人間ドックより低い自己負担額で人間ドックとほぼ同じ検査項目を検査することがで

きますので、今後もこちらを活用していただきたいと思いますし、そういった周知を進めさせて

いただきたいというふうに考えております。

次に、赤ちゃん誕生のお祝いとして下水道料金を１年間無料にしてはどうかという御提案でご

ざいます。下水道料金につきましては、新生児につきましても水洗便所、台所、風呂場、洗濯な

どの生活全般にわたる雑排水が一定程度発生するため、下水道を使用する場合は年齢に関わりな

く規定の料金を負担していただくようということで御理解をいただいているところでございます。

現状といたしまして、この下水道使用料、コロナの関係で減免率を段階的に正規料金に戻してい

るところでございますが、コロナの状況を踏まえ、令和元年からこの６％の減免率を継続してい

るところでございます。また、今後、下水道事業の将来見通しを立て、施設や管路の更新を行っ

ていく必要もあるところでございます。そうした状況を踏まえると、下水道料金においてこの新

生児誕生のお祝いをするということではなくて、これまでやっておりますように、議員のほうか

らも御紹介ありました育児パッケージ、すまいる応援パック、妊娠届け時あるいは出生時、小学

校就学時の応援グッズのプレゼントでありますとか、在宅育児のサポート事業等もやっていると

ころでございます。国のほうでも新たな出産、子育てに対する支援を検討中ということでござい

ますので、この辺りの状況も踏まえたところで、本村といたしましても独自の事業についても検

討を進めてまいりたいというふうに考えております。

それでは、以上で河中議員からの一般質問への答弁とさせていただきます。

○議長（山路 有君） それでは、再質問を許します。

河中議員。

○議員（６番 河中 博子君） 単純に質問させていただきますけれども、うなばら荘の清算につ

いてです。１つには、結局、債務負担行為としては幾らの額になったでしょうか。

○議長（山路 有君） 小原総務課長。

○総務課長（小原 義人君） 河中議員の御質問にお答えします。まず、令和３年度につきまして

は、３００万円ということになっております。それで令和４年度になんですけれども、こちら

については当初予算で３１９万円、それから４月にすぐ補正をしていただいて、１９０万円と

いうことの予算を入れていただいております。先ほど河中議員が、赤字が８８０万というふうに
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おっしゃいました。８８０万といいますのは令和３年度の単年の赤字額でございまして、その時

点での決算報告では、繰越しの損益金額としましては４７６万６７２円ということです。です

ので、それが３年度末だったんですが、そこに先ほど申し上げました３１９万と１９０万、こ

れを補助金として入れて清算をさせていただいて、最終的に残余財産としては４６６万２７１

円になったということでございます。以上です。

○議長（山路 有君） 河中議員。

○議員（６番 河中 博子君） 先ほどの８８４万というのはこの決算書を見て私も申し上げたん

ですけども、当期純損失が８８４万。でも先ほど課長がおっしゃいました４７６万０００円と

いうことの説明で理解しますが、結局、令和４年度の分は５０９万、私はこの金額が知りたか

ったんですが、５０９万というふうに捉えればいいですか、３１９と１９０。

○議長（山路 有君） 小原総務課長。

○総務課長（小原 義人君） 河中議員の御質問にお答えします。おっしゃるとおり、５０９万

円となります。

○議長（山路 有君） 河中議員。

○議員（６番 河中 博子君） じゃあ、その債務負担行為いうのは５０９万で、いろいろと清

算をされて、先ほどおっしゃいましたうなばら福祉事業団清算金収入として４６６万０００円

が上がったということですね。分かりました。了解しました。

次に、ひえづ１１３チャンネルについて伺います。何ですか、主査とか、主査、副査１名ずつ

がついて、オンエア前にテロップのチェックをしてる。何かあったら放送局からの応援もお願い

しているとおっしゃいましたけれども、画面に載せる場合のスーパー、テロップ、文字数スーパ

ーですけども、それはチェックされるのは２人でもちろんいいんですが、私が申し上げてる制作

体制というのは、取材をして、編集をして、テロップも入れて、オンエアまですると、そういう

技術ができる人を今後のために早いうちから育てていかないといけないんじゃないですかと申し

上げているんです。だから、体制は取っていらっしゃるかもしれませんけど、実動部隊としては

動いていらっしゃらないように見えるんですよね。前回ちょっと伺ったときには、制作体制につ

いて外注も検討したというふうにおっしゃいましたけども、その外注も検討したと言われた、ど

ういう検討結果でしたか、検討された場合、伺いたいと思います。

○議長（山路 有君） 福井総合政策課長。

○総合政策課長（福井 真一君） 河中議員の御質問にお答えいたします。まず、１１３チャンネ

ルに限っての御質問なんですけども、役場全体の業務について全般的に言えることなんですけど
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も、どの業務も停止しないようにバックアップできる仕組みづくりというのは必要だと考えてお

ります。そのためにもどのようにしていくのか、今後の大きな課題だと思います。

それと、前回の議会だったでしょうか、他の自治体の体制、調査いたしまして、日吉津村以外

は全部委託しております。直営は当然、日吉津村のみで、米子市と境港市は独自チャンネルは設

けていないという状況でございます。その後の検討はなかなか進んでおりませんけども、調査し

て今後の課題として検討していく状況でございます。以上です。

○議長（山路 有君） 河中議員。

○議員（６番 河中 博子君） 検討していくという言葉で、本当に検討していただきたいと思う

んですけども、そのほかはちょっと検討していないとおっしゃいましたけど。まず、外注ってい

うことになりますと当然、金銭問題が発生します。そういうことも、その外注で、他町の方とお

話などもされて御存じでしょうけれども、確かに外注は、私が知る範囲では一番安いところでも

年７７０万、それからすぐ近くでは約８００万、０００万以上なんてところも数か所ござい

ます。私は金のことを言っているんじゃありません。そういうふうにして自分ところのチャンネ

ルを作っていらっしゃるんです。日吉津村はそうでなはく、一職員としていろんな仕事をしなが

らおやりになっていますけども、私は特定の、個人のことを問題にして申し上げているのではあ

りません。毎回言いますけれども、やっぱり日吉津村の広報の重要な部分を占める問題といたし

まして、持続可能で、それからこれからもずっと放送を続けていける、そういう体制をつくる必

要がある問題だから私は申し上げているんです。例えば、今の担当者の方がちょっと体調を崩し

て１か月お休みしますと言われたら、１１３どうされますか。

○議長（山路 有君） 福井総合政策課長。

○総合政策課長（福井 真一君） 河中議員の御質問にお答えいたします。どうされますかという

ことなんですけども、少ない人数の中で、皆さん多種多様な業務を１人で掛け持ちして行ってい

る現状もございます。一方で、貴重な情報提供ツールでございますので、現状イコールというわ

けにはなりませんけども、情報提供は続けていけるような体制を取るように考えております。以

上です。

○議長（山路 有君） 河中議員。

○議員（６番 河中 博子君） おっしゃることよく分かります。少ない人数の中でやっている、

けれども情報の貴重なツールなので。つまり、具体的に言えば、再放送をずっとやるってことで

すか。具体的におっしゃってくださいますか。

○議長（山路 有君） 福井総合政策課長。
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○総合政策課長（福井 真一君） 河中議員の御質問にお答えいたします。再放送に限定しており

ません。まだ実際どういうふうにするかっていうのは、具体的に検討したわけではないんですが、

情報提供ツールでございますので、文字放送とか、それからアーカイブスとか、こういったもの

っていうのは場面場面によって重要なことがありますので、そういう重要な情報は継続してまい

りたいと考えております。以上です。

○議長（山路 有君） 河中議員。

○議員（６番 河中 博子君） つまり、そういうふうな文字放送とかが瞬時にできるようにはな

ってるわけですね。システムから、それから、それを操作できる人もいらっしゃるってことです

ね。

○議長（山路 有君） 福井総合政策課長。

○総合政策課長（福井 真一君） 河中議員の御質問にお答えいたします。副査がおりますので、

その辺のバックアップ体制は整えております。以上です。

○議長（山路 有君） 河中議員。

○議員（６番 河中 博子君） くどく言ってるわけじゃないんですけど、本当に、検討しますと

か考えていきますじゃなくて、すぐにこれは取り組まれないといけないと思いますけどね。先ほ

どもおっしゃいました、もう全部外注です。ただ一つ、江府町だけが日吉津村と似たような形で

やってらっしゃいます。江府町は中海テレビを引いてはおられませんけれども、地域おこし協力

隊の方を昨年１人、それから今年ももう１人採用されまして、２人で取り組んでおられます。も

ちろん江府町ニュースだけの専属で、ほかの仕事はやっておられません。

日吉津村は２キロ四方の狭い範囲だから、それで１人でできるんじゃないかって思われるかも

しれませんけども、この技術っていうのは、ちょっと理解できないところあるかもしれませんが、

ちょっと特殊な部分がございまして、頭で考えているようなものじゃないんですよね。ですから、

本当にもう１人、何かあったときにはすぐできるよ、再放送もすぐできるよ、あれとあれをつな

いでこう放送できますよぐらいのところまではされませんと、本当に穴が空いてしまいます。文

字放送でよくテレビで事故った場合に、ただいま何とかかんとかなんて出ますけれども、そうい

うようなことにならないように、やっぱり取材から編集、そしてオンエアまでがある程度できる

と、そういうようなことを本当に早いうちにやっていただかないと駄目だと思います。それは、

心に刻んでやっていただきたいと思うんですね。

伯耆町の例ですけども、伯耆町の場合も、初め職員が６人でやっておられたらしいんです、す

ばらしいシステムがあそこはありますから。だけど、結局は素人の方ですからできなくて、外注
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に出されたといういきさつもあります。本当に村民に親しまれて、必要とされていますチャンネ

ルですから、どうか、どういうことがあっても対応ができるような、そういうふうな人を育てて

放送がずっと途切れなくできるように、その辺を考えていただきたいと思います。よろしくお願

いします。

それから、ミライトひえづですけれども、近隣でそういうものがないのでということでした。

他町の取組を参考にされるのは、当たり前といえば当たり前かもしれませんけれども、やっぱり

必要であるなということは、今後も私も申し上げていきたいですし、もう、ああいってできない

というふうに言ったからってそれで終わりではなくて、やっぱり頭の中のどっかには入れておい

ていただきたいんです。

私が聞きました保護者の方は、全員が、といってもそんなに多くはないんですけども、そうい

うようなシステムになったら本当にありがたいというふうに言われました。アンケートでも取ら

れたのかどうかその辺は分かりませんけれども、やっぱり１人の人でもそういう方がいらっしゃ

ったら、やっぱりその方をどうしようかというような、そういう気持ちで取り組んでいただきた

いなと思います。私もまたほかの、全国規模ででもまたいろいろ調べたり研究したりして、また

提案していきたいと思います。

１点、海浜運動公園について伺いますが、１点だけ。６月に観光目的利活用事業として９０

０万補正しています。これは、今、宙に浮いた状態ですか。何か始めてらっしゃるんですか。

○議長（山路 有君） 小原総務課長。

○総務課長（小原 義人君） 河中議員の御質問にお答えします。これにつきましては、今まだ何

も手をつけてないという状況でございます。以上です。

○議長（山路 有君） 河中議員。

○議員（６番 河中 博子君） 海浜エリアは、本当に長い間なかなか前に進まないようでして、

でも、先ほど村長がおっしゃいましたように、本年度中には策定するとおっしゃいましたので、

その点は本当に期待したいと思いますが。

村民からの意見の中に、前にも私申し上げましたけれども、海岸のスロープをつけてほしいと

いうようなことがあったんですが、それは、その後の検討の中で、今後やっていく場合にはこれ

は取り入れようよというような、そういう話は１回もありませんか、どうですか。

○議長（山路 有君） 福井総合政策課長。

○総合政策課長（福井 真一君） 河中議員の御質問にお答えいたします。これは、スロープの御

意見は、村民からの意見の募集で出てきたものでございます。近くには老人の福祉施設もござい
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ますし、ウオーキングとかされる高齢の方とか、足腰若干弱い方でも、階段使わなくてもスロー

プで上がれるんだよと。高い位置から、天気のいいときには隠岐の島でも望めるような海岸でご

ざいます。ぜひとも皆さん、できるだけ多くの皆様が景色を楽しんでいただけるように、すばら

しい御提案だと思っておりますので、計画の中にも当然、御意見反映させてまいりたいと考えて

おります。ただ、実施主体が、海岸の管理者は鳥取県になっておりますので、計画が出来上がり

次第、県に対して強く要望、働きかけて、早くスロープが設置できるように要望を続けていきた

いと考えております。以上です。

○議長（山路 有君） 河中議員。

○議員（６番 河中 博子君） 先ほど、そのスロープで鳥取県が管理って言われまして、また思

い出しましたけど、以前にも言いました。テニスコートの北側に、あるところに記念碑がありま

す。あれ以前私が申しましたら、あれは県のものですからというふうに言われましたけれども、

県の管轄なら、いや、要するに、字も何にも見えないんです。隠岐の島が見えるって言われまし

たけど、南風のときなどは確かに見えるんです。そういう図がね、描いてあったと思うんです。

それと、その下にすばらしい何か、和歌か何か、短歌か書いてあるんですが、もう字がほとんど

読めないんです。私、前に言いました。クイズに出したらいいですねって、ちょっと悪い冗談を

言いましたけれども、それもどうですか。県のほうに働きかけはされませんか、県の管轄だから

ではなくて。

○建設産業課長（益田 英則君） 河中議員の御質問にお答えします。

○議長（山路 有君） 課長、まだ、挙手してから。

○建設産業課長（益田 英則君） すみません、失礼しました。

○議長（山路 有君） 益田建設産業課長。

○建設産業課長（益田 英則君） 河中議員の御質問にお答えします。この海浜エリアの活性化の

計画が定まった際になろうかと思いますけれども、県の管轄するエリアの部分について、先ほど

のスロープというような案件等含めまして、対応のほうをお願いしたいというふうに考えており

ます。以前に、一般質問の中で御質問あった際に、その後、県のほうにこういったような状況で

すということはお伝えはしてありますけれども、その後どのようにしていくかというところまで

は県から回答が来ておりませんので、この際、海浜エリアの計画が出来上がった際には、重ねて

どのようにされるのかっていうような部分も含めて、県のほうにお願いしていきたいというふう

に思っております。以上です。

○議長（山路 有君） 河中議員。
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○議員（６番 河中 博子君） よろしくお願いいたします。御存じですか、その場所。とっても

いいですので、石の段があって、ただし草も結構生えてますけど、あれが本当にきれいになった

らテニスコートもきれいにしてもいいと思うんですけど、テニスコートばっかり仮にきれいにな

って、海に出たら草は生えてるわ字も見えないような何かものがあるわというようなね、その辺

きれいにしようよっていう気持ちが全く伝わらないじゃないですか。そういうところをやっぱり

県に働きかけていただきたいなと思います。

米子市両三柳の弓ヶ浜公園は、もう本当に、子供から大人までもうあふれています。海浜運動

公園の活性化って言われて久しくなりますけれども、日野川を含めた河川敷運動公園、そういう

ところも含めた本当に海岸エリアに人を集めるっていいますか、人が集まってくるっていうね、

それぐらい本腰を入れて、日吉津村の地形からしたらできると思うんですよね。それぐらいのや

っぱり気持ちを持って取り組んでいただきたいなというのは私の要望です。よろしくお願いしま

す。

職員のモラールについて、もう少しちょっと伺います。村長は、直接村長に提出するキャリア

開発シートでしたか、それを立ち上げたとか立ち上げるとかっておっしゃいましたけれども、も

しやっていらっしゃったらどうでしょうか、これ、どれぐらいの方が本当に村長と率直に向き合

ってコミュニケーションを取られましたでしょうか。何か前回のときですけども、人材育成とか

職員のモラールの話をしたときに、職員については担当課長から聞くんだけれども、それとは別

に、直接自分に提出できるそういうキャリア開発シートっていうのをこれからやるというふうに

おっしゃったように思いますが、実際にそれはやってみられましたか。

○議長（山路 有君） 中田村長。

○村長（中田 達彦君） 村長でございます。実際に制度導入をしております。

○議長（山路 有君） 河中議員。

○議員（６番 河中 博子君） 私は、これに本当に期待しておられまして、やっぱり、どうでし

ょうか。本当に率直に意見を書いて出しておられますでしょうか。手応えは感じておられますか。

○議長（山路 有君） 中田村長。

○村長（中田 達彦君） 村長でございます。各職員、率直な意見を書いてくれているというふう

に思っています。その中で、やっぱり私としても気になるようなことがある場合には、直接話を

聞いたりということもさせていただいています。以上です。

○議長（山路 有君） 河中議員。

○議員（６番 河中 博子君） 期待しております。よろしくお願いします。
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別件です。総合政策に深く関わっていらっしゃいますアドバイザーの坂口正治さんが、職員教

育にも関わっていらっしゃるようですけれども、職員教育に対してリーダーシップを取られるの

は坂口さんですか、それとも役場内のどこかの課でしょうか。どうですか、教育のリーダーシッ

プ取られるのは。

○議長（山路 有君） 小原総務課長。

○総務課長（小原 義人君） 河中議員の御質問にお答えします。おっしゃいますように、坂口ア

ドバイザーは各研修の講師等は務めていただいております。ただ、あくまで講師、助言という立

場でございますので、人材育成とか職員研修の主管課としては、総務課が中心にやっております。

以上です。

○議長（山路 有君） 河中議員。

○議員（６番 河中 博子君） 結構入り込んで、入り込んでいらっしゃるというのは言い方は失

礼かもしれませんが、結構、週に何日とかやっていらっしゃるようでして、それは、単なる人材

育成だけではなく、いろんな研修も含めておやりになっているということですか。

○議長（山路 有君） 小原総務課長。

○総務課長（小原 義人君） 河中議員の御質問にお答えします。研修もですし、いろんな政策的

なことも、総合計画であったりとか、そういったものにも関わっていただいております。以上で

す。

○議長（山路 有君） 河中議員。

○議員（６番 河中 博子君） ちょっと農業について１点伺います。キノコの廃菌床堆肥を利用

した農作物の試験栽培農園事業というのがありまして、その結果はどうなりましたでしょうか。

ちょっと私はこれが気になっておりまして、令和元年度は、ネギ栽培だけにされたようです。そ

して、令和２年度は、水稲とネギとブロッコリーに利用されたようですけれども、その利用され

ました栽培結果は、どんなものだったんでしょうか。また、堆肥化の方法についても検証すると

いうふうになっています。どのような成果があって、どのような検証がなされて、今後、日吉津

村農業にどのように活用されるのか、お伺いします。

○議長（山路 有君） 益田建設産業課長。

○建設産業課長（益田 英則君） 河中議員の御質問にお答えします。廃菌床の試験結果につきま

しては、昨年の議会のほうでも出させていただいたところではございますけれども、ネギの試験

におきましては、各種廃菌床と堆肥化した廃菌床、ブロックで行った場合と粉砕した場合という

ような、あるいは、従来の牛ふん堆肥というような、それぞれの項目を分けまして比較検証をし
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たところでありますけれども、結果としましては、牛ふん堆肥を使用した場合と同じような葉の

数とかいう結果が得られております。あと、ブロッコリーにつきましては、従来使われている堆

肥と廃菌床堆肥を使った場合、これは大きな違いが見られなかったということでございましたし、

あと、水稲の試験栽培におきましては、こちらのほう収量的には廃菌床の堆肥を使ったエリアの

ほうが重量のほうが多かったということで、試験場のほうの以前出されておりましたデータと同

じような傾向があったというふうに分析をいたしました。

今後の活用の方針といたしましては、がんばる地域プランにおきまして活用を進めていきたい

ということで、堆肥の支援事業ということで計画をさせていただいておりますけれども、従来の

牛ふんでありますとか、鶏ふんでありますとか、そういったようなものと含めて支援、活用のほ

うを進めていきたいというふうに考えております。以上です。

○議長（山路 有君） 河中議員。

○議員（６番 河中 博子君） 商品化されるんですか、その廃菌床を。よく肥やしのように袋に

入ったりするじゃないですか。そういうふうに持っていかれるんですか、これから。害は全然な

かったようですから。そういうことはないんですか。

○議長（山路 有君） 益田建設産業課長。

○建設産業課長（益田 英則君） 河中議員の御質問にお答えします。商品化ということについて

の取組は、予定はございません。役場としての取組は、予定がございません。

○議長（山路 有君） 河中議員。

○議員（６番 河中 博子君） 人間ドックの補助のことは、伯耆町と湯梨浜と日吉津村との比較

でちゃんとやっていますよって言われますから、それ以上のことがちょっと今は言えませんけれ

ども、また機会を見て考えたいと思います。

赤ちゃんの下水道料金は、ほかにもいろいろ水を使うのでその辺は理解していただきたいとい

うことですから、なるほどというふうに思っていますが、またこれも考えてみたいと思います。

これは、モラールにも行政施策にも密接に関連していると思いますので、改めてお伺いします

けれども、この議場のカメラについてです。前回もお聞きしようと思いましたけれども、カメラ

が壊れて１年以上たっています。形あるものはいつかは壊れます。カメラとて壊れるものですけ

れども、議会中継用に３台あったカメラが１台壊れても補充はされずに、１台足りないまま取材

用のカメラで間に合わせておられます。壊れたことを幸いにとまでは申しませんけれども、取材

用のカメラで代用しておけばよいという判断だと思いますが、ちょっと私は、その辺りのことは

納得できません。今後もこの形で議会中継を通されますか、村長に伺います。
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○議長（山路 有君） いいですか、村長って言われたんだけど。

○議員（６番 河中 博子君） 村長に伺いたいと思います。

○議長（山路 有君） 中田村長。

○村長（中田 達彦君） 村長でございます。以前故障した際に、議会事務局のほうとも相談をさ

せていただいて、当該カメラの使用頻度等を勘案して、修理代も高額になるということから、現

在、修理に至っていないということでございます。来年度に向けまして、修繕するのかどうする

のかということを今、予算要求に向けて協議をしているということでございますので、そういっ

た方向で検討をしていきたいというふうに思います。以上でございます。

○議長（山路 有君） 河中議員。

○議員（６番 河中 博子君） ぜひとも検討していただきたいと思います。私は、カメラが取り

外しになってカメラケーブルが垂れ下がったままのそれを見るたびに、それこそ私は、議員とし

てのモラールが激減します。議会とは、それほど軽視されるものだろうかと思ったりもいたしま

す。お金は最初から転がっていません。必要に応じて予算を組むか、ほかをやめてこれを優先す

るか、工夫するのが担当課ではないかなと思います。プロダクションに委託すれば、ざっと安く

ても０００万近くかかります。この議場のカメラが幾らするのか分かりませんが、高く見積も

っても１００万円しないと思うんですね。そういうことを思えば、幾らでもお釣りが来るという、

その分野に関して言えばお釣りが来ると、そういう計算になると私は思っております。

本日は、行政施策における検討とその結果、それから住民サービスの向上について伺いました。

日吉津村ＰＲ動画の効果はどの程度あったのか、費用対効果は十分だったのか、海浜運動公園に、

海浜エリアに記念植樹でつくった森の公園をつくったらどうか。これまでもいろいろ申し上げて

きました。これからもそういうふうに提案、提言も含めて執行部のほうに質問をさせていただき

ながら、時々はこうして再確認をして村づくりに関わっていきたいと思っています。よろしくお

願いします。終わります。

○議長（山路 有君） 以上で河中議員の一般質問を終わります。

○議長（山路 有君） そうしますと、本日最後になりますけども、７番、前田昇議員の一般質

問を許します。

前田議員。

○議員（７番 前田 昇君） 議長の許しをいただきましたので、一般質問をさせていただきま

す。７番、前田です。本日最後の質問というふうになりまして、通告時間８０分を予定しており
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ますので、少々長くなりますが、よろしくお願いします。

今回の質問事項につきまして、大きく３点をお伺いしております。１点目は、海浜エリア活性

化の進め方について、２点目は、コロナ禍のコミュニティ支援につきまして、３点目は、ふるさ

と学習の振興をいかにという３つにしております。

まず、１点目の海浜エリアの活性化の進め方、これについては、常に私は伺っております。海

浜運動公園をはじめ海岸エリア一帯というのは、先人をはじめ日吉津村の村民共通の貴重な資産

でありまして、そういった観点から、当時クロマツを育て、守り、そして海浜運動公園を造り、

村内の特に子供たちには、自由にそこで自然体験をするんだというふうなことで整備をしてきた

経緯があります。したがいまして、この周辺の開発行為におきましては、慎重の上に慎重を期し

て、丁寧に村民の声を集め検討し、納得の下、進めるべきであるというふうに常々考え、そのよ

うに村のほうに求めてきております。その点において、現在の村の進め方は情報提供や情報共有

の点で不十分な点を感じておりまして、そういった観点から、４点について具体的な質問をして

おります。

１点目は、海浜運動公園につきまして、サウンディング型市場調査というものが実施されてお

りますが、この点について、率直に言って我々議会では全く承知してないものでありましたが、

それが実施されております。そのような調査がどのような経緯で実施されたのかということを伺

いたいというふうに思っております。

２点目ですが、その調査にも、冒頭書かれておりますが、海浜運動公園については指定管理者

制度を念頭に検討が進められております。以前にも指定しておりますが、指定管理者制度ってい

うのは非常に難しい制度でありまして、プラスもあればマイナスもある。例えば、業者の民間会

社の方にその施設を指定管理者として任せた場合に、村が委託料を支出する場合ですね、一定の

委託料において適正に管理してほしいというふうに出す場合。それから逆に、有料の施設であり

ましたら、使用料を頂いて民間の会社なり事業者がそこで上げた収益はそこの会社の収益になる

が、それに当たっては、そのための使用料をこちらが頂くとか両面があるわけですね。その辺の

ところが、村の設計としてはどのように考えられて、今、来年からの指定管理でもやろうとされ

ているのかっていうことが、その辺をお聞きしたいと思っております。

それから、原点に戻りまして、海浜運動公園の村民の利用拡大について、どのように検討され

ているか。

さらには、この海浜エリアの大きなポイントであります旧うなばら荘の今後の対応については

どのように進んでいるか。まだ明確な方向は出てないというふうに伺っておりますけども、うな
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ばら荘の施設のそもそもの管理者であります西部広域行政管理組合は、現在どのような方向を示

されているのか。また、それに対する村としてのスタンスは、どのように現状にあるかというこ

とを伺っております。

大きな質問の２点目は、コロナ下のコミュニティ支援ということであります。既にこの２年、

あるいは３年間、コロナの中で各地域や自治会の活動も非常に制限せざるを得ない、村のイベン

トも軒並み中止ということになっております。やむを得ぬ事情はありますが、やはりその間の、

いわゆる対面による活動というものが停滞した面は否めないと思います。そういった中で、村と

しては、自治会への支援とか、あるいは、この間進めてきておりますコミュニティ施策をどのよ

うに補完的に行ってきたか、あるいは工夫されてきたかという点について伺いたいと思います。

今後は、まだまだコロナが完全に明けるということは仮になくても、ウィズコロナという、コロ

ナの下で、なおかつ何とかその地域のコミュニティ活動を維持継続、あるいは復活させていくと

いう、そういう支援が村には求められてると思いますので、そういった点についてもどのように

考えられているか、伺いたいというふうに思います。

そういった観点で２点を伺っております。自治連合会の中でこの間、このコロナに対する対応

として、どのような情報提供や共通認識をしてこられたのかということを伺いたい。

それから、もう１点は、コミュニティ計画づくりということで長年続けておりますが、そこに

位置づけられている役場の支援スタッフですね、各コミュニティといいますか自治会ごとに振り

分けられた支援スタッフの現在の村の役場の中における位置づけとか役割とか、あるいは研修な

どをどのように行われているかということを伺いたいというふうに思います。

大きな３点目、ふるさと学習の振興をということで提案を含めて入れております。本村は、他

町に比べて、やはり生活上の利便性もあって転入家庭も多いわけですが、日吉津の歴史文化を学

ぶ機会は少ないというふうに感じております。日吉津村が今後も活気あふれる地域として発展し

ていくためには、ふるさと学習のようなものを進める必要があると感じております。その観点か

ら、以下の点について、２点お伺いしております。

ミライトひえづの展示交流スペース、民俗資料館が廃止されてそちらに移ったわけですが、今

後どのように運用されるのかという点ですね。特に、小学校横にあります倉庫といいますか、保

管庫と、そのミライトひえづの中の交流スペース、この２か所に分かれた民俗資料館をどのよう

にマッチさせ運用していくかということについて伺いたいと思います。

それから、２点目は、以前にも伺いましたが、日吉津村誌が村制１００周年を記念に作成され

て、それから三十数年、三十五、六年ですかね、経過をしております。この間の３０年余りの本
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村の歴史というのは、現在の日吉津村を語る上で、とても大きな変化を繰り返した３０年間であ

ったというふうに思います。現在、村外から例えば転入された家庭においては、この３０年間こ

そ、その各我が家の歴史でありますので、そろそろこの日吉津村誌の、言わば改訂版といいます

か、その後の３０年誌というものを作る時期に来てるんではないかというふうに思っております。

そこで、１つの提案としましては、誰もが手に取ってちょっと簡単に読めるような、ふるさと

読本、小冊子のようなものを作ってはどうかというふうに考えておりまして、そういった点につ

いて、村なりあるいは教育委員会でどのように捉えられるかということでお伺いしたいというこ

とで、以上、３点につきまして御質問をさせていただきまして、関連についてまた意見交換をし

てまいりたいというふうに思います。よろしくお願いします。

○議長（山路 有君） 中田村長。

○村長（中田 達彦君） それでは、前田議員からの一般質問にお答えをしてまいりたいと思いま

す。

まず、大きく３点ございました。海浜エリア活性化の進め方、それからコロナ下のコミュニテ

ィ支援、それから、ふるさと学習の振興をということで、大きく３点いただいております。

まず、１点目の海浜エリア活性化の進め方についての御質問でございます。海浜運動公園のサ

ウンディング型市場調査は、どのような経緯で実施されたものかということでございます。こち

らにつきまして、サウンディング型の市場調査につきましては、海浜エリア活性化検討委員会で

も海浜運動公園の指定管理者制度導入の意見、これが多く上がっていることを受け、この海浜運

動公園を指定管理する意向のある事業者がどのくらいあるか把握するため、また、キャンプ場や

テニスコート、ゲートボール場等の有効活用策について、民間事業者からの提案や意見を聞くこ

とにより、新たな施設利用策を見いだすことを目的に調査を実施したものでございます。以上の

ような経緯で実施をしたところでございます。

次に、この指定管理料の積算など、具体的な設計内容ということでございますが、こちら今検

討中ということでございますけれども、指定管理料の積算につきましては……。まず、指定管理

の積算など、具体的な設計内容ということでございます。項目としましては、公募する際には、

どの範囲をこれ指定管理に出していくかであるとか、あるいはその指定の期間でありますとか、

指定管理者が行う業務の内容と村が直接行う業務の内容、それに伴いまして、日吉津村と指定管

理者との責任分担等々の、もちろん費用負担についても定めた上で公募を実施していくというよ

うなことが必要だろうというふうに認識しています。その上で指定管理料の積算につきましては、

海浜運動公園の現在の管理費用や使用料、収入も含めて検討をしているところであります。
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指定管理者制度の導入範囲につきましては、現在、キャンプ場、ゲートボール場、テニスコー

ト、芝生広場、多目的広場等を含めた海浜運動公園全体というのを出してはどうかというような

ことを考えているところでありまして、その場合のそういったことを前提にしながら、この指定

管理料の考え方、幾らにするのかというところを現在協議、検討を行っているという状況でござ

います。

次に、海浜運動公園の村民の利用拡大について、どのように検討しているかという問いでござ

います。こちらにつきましては、これまでもお話しさせていただいておりますように、６月から

７月にかけては、村民の皆様から意見募集を行って意見をいただいたところであります。その中

でも、子供たちが遊べる遊具が欲しいとか、有料施設の看板があり村民が利用しにくいのではな

いかとか、多様な利用促進を図ってほしいというような意見が寄せられたところでございます。

こうしたことを受けまして、当面できることはないだろうかということで、多目的広場の駐車

場、これまで入り口にチェーンがしてあって、いつでも誰でもが入れるというような状況ではな

かったわけでありますけれども、このチェーンにつきまして、関係者とも相談をした上で、今は

外すようにしています。皆さん来て、車を止めて使っていただけるようにということで、これは

取るようにいたしておりますし、また、この周りの植栽につきましても短く刈り込みまして、中

の見通しもいいようにということで、そういったこともさせていただいたところであります。

現在、村民の皆様の利用拡大に向けて、この海浜エリア活性化計画を策定中ということでござ

いますけれども、この計画の中で子供の遊び場であるとか、日吉津村のシンボルとなる施設の整

備というような意見もあり、村民の皆さんの意見を反映し、村民が集まる憩いの場として、また、

外から人が来るような場としての計画を進めているところでございます。計画の策定に向けまし

ては、庁内のプロジェクトチーム、検討委員会、それから先ほども申し上げました御意見である

とか、サウンディングの事業者、提案をいただいた事業者からの意見等を踏まえて、現在、計画

素案の作成、パブリックコメントの準備を進めているところでございます。今後につきましては、

おおむね今年度中を目途にこの計画を策定していきたいというふうに考えております。

次に、旧うなばら荘についての今後の対応についての御質問でございます。この旧うなばら荘

の建物、土地の状況でございますけれども、西部広域行政管理組合が所有しておりました建物に

つきましては、売買契約により民間事業者のほうに譲渡をされているところでございます。あわ

せて、旧うなばら荘の土地につきましては、うなばら荘の事業終了に伴い、西部広域行政管理組

合から日吉津村に返還され、令和４年５月１３日に日吉津村と民間事業者との間で、事業用定期

借地権の契約によって賃貸契約を結んでいるところでございます。
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そうしておったところでございますが、その民間事業者のほうから村と西部広域行政管理組合

に対し、９月１７日付の文書で、新型コロナウイルス感染拡大等の外的要因や建築資材高騰によ

る収支予測の変化などの理由から、事業計画中止の申出があったところでございます。それを受

けまして、現在、村と西部広域行政管理組合、それから同事業者の代理人弁護士と協議を行って

いるところでございまして、今後の対応につきましては、西部広域行政管理組合と足並みをそろ

えて対応する必要があることから、現在、そういった調整も行いながら検討をしているところで

ございます。

具体的に申し上げますと、西部広域行政管理組合としての方針につきましては、今後、事務局

や課長会、あるいは正副管理者会議等で検討をし、この方針を定めていくということになろうか

と考えています。村といたしましては、西部広域行政管理組合から事業者に建物の所有権は移転

をしているところでありますけれども、西部広域行政管理組合が行います民間譲渡事業というこ

とでございますので、西部広域といたしましても、一定の責任と関わりを持って事業を進めてほ

しいということで申し上げているところでございます。

次に、コロナ下のコミュニティ支援についての御質問でございます。自治連合会の中で、どの

ようなコロナ対策や情報提供や共通認識をしてきたかという問いでございます。新型コロナウイ

ルス感染症の影響が長期化しておりますけれども、各自治会でも感染拡大防止に御協力をいただ

いておりますことに感謝を申し上げたいと思います。この自粛傾向が続いておると議員からの御

指摘でございますけれども、このことにつきましては、実際のところ課題であるなというふうに

捉えているところでございます。

これまでの取ってきた対応等について御説明申し上げたいと思いますけれども、令和２年度に

は、補助金を活用して村のほうから自治会に対する補助金の制度をつくりました。各自治会公民

館に新型コロナ感染症対策の備品を購入して、活用をしていただいているところでございます。

これは感染流行下でも一定の活動をしていただけるようにということで、こういった補助制度を

設けたところでございます。また、コミュニティ活動支援事業につきましても、継続して情報提

供及び周知を行い、働きかけ等も行いながら助成金を活用していただいているところでございま

して、令和２年度、３年度、４年度ともこれを活用しながら、それぞれの自治会で取組、活動を

行っていただいているというふうに認識をしているところでございます。４月の自治連合会にお

きましては、新体制となりました自治会長と支援スタッフリーダーとで顔合わせと意見交換を実

施しているところでございます。また、６月には、新型コロナ対策を踏まえた各種会議、行事等

の開催に係るガイドラインというのと併せまして、県が出しておりますイベント等のガイドライ
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ンの最新版というものを配らせていただきまして、周知をさせていただき、感染症対策を徹底し

ていただきながら、各種事業に取り組んでいただきたいということでお伝えをしたところでござ

います。

自治会によりましては、全世帯にアンケート調査を行っていただいたりというようなところも

ございますし、また、２年度、３年度、４年度と補助事業も使っていただきながら、徐々にでは

ありますけれども、様々な活動が少しずつ戻りつつあるのかなというふうな認識でいるところで

ございます。引き続きまして、しっかりとそういったフォローアップもしながら、活動をしてい

ただけるようにということで進めてまいりたいというふうに考えております。

次に、コミュニティ計画づくりにおける役場の支援スタッフの位置づけや役割、研修などをど

のように行っているかということでございますけれども、自治会ごとのコミュニティ計画を提案

し、新たな取組を行うコミュニティや地域の将来を考えるコミュニティの推進を支援する助成制

度を設け、コミュニティ活動の推進を図っているところでございます。

この中で支援スタッフの位置づけ、役割でございますけれども、地域の現状、課題を村民と行

政が共有し、解決に向けた地域の活動を支援するため、各自治会に支援スタッフを配置している

ところでございます。この研修につきましては、まずは、地域の課題について自治会役員との意

見交換や、自治会要望から何か課題はないだろうかということで発掘するなどしながら、支援ス

タッフリーダー間で研修や意見交換を実施しているところでございます。そうしたことを行いな

がら、今年度も各自治会のほうに支援スタッフが出かけさせていただいておりまして、毎月役員

会へ支援スタッフが参加をさせていただいたり、あるいは自治会長さんと打合せをさせていただ

いたり、それから防災組織強化のための備品や連絡手段、方法等について、支援スタッフのリー

ダーが意見交換をしたり、あるいは川ざらえの後にスタッフと自治会の皆さんで意見交換を行っ

たり、あるいはスポーツ大会に支援スタッフも参加したりということで、いろいろなところで参

加をさせていただいているところであります。今後も自治会と支援スタッフで地域課題など情報

共有を行いますとともに、他の自治会における課題の事例等につきましても、各自治会の参考と

なるように、情報共有や提案を行って図ってまいりたいというふうに考えております。

最後に、ふるさと学習の振興をということの御質問でございます。このふるさと学習、ふるさ

と教育というのは、ぜひとも進めていかないといけないことだと認識をしております。現在、ふ

るさと教育ということで申し上げますと、小学校では、生活科や総合的な学習の時間等を中心に

このふるさと教育を行っておりまして、学習を通して、児童は地域の方々にお世話になりながら、

サツマイモや大豆、稲などの農業を体験したり、チューリップ栽培の歴史や昔の生活について調
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べたりして、日吉津の宝物を発見をしています。このように、地域の方からふるさとについて伝

承をしていただいている現状がございます。

このたび、ミライトひえづの建設に伴いまして、これまで郷土を中心とする民俗文化資料を保

管、展示をし公開をしてきた資料館の機能を、ミライトひえづ内の展示・交流室と、それから陶

芸倉庫棟内の収蔵室の２か所に移したところでございます。この活用、今後の活用ということで

ございますけれども、８月２７日には、ミライトひえづオープンに係る内覧会におきまして、こ

の展示・交流室の開放を行ったところでございます。また、ふれあいフェスタにおきまして、展

示・交流室の収蔵室の開放を行い、合わせて１０９名の方の来館がありました。この施設開放と

併せまして、ひえづ１１３チャンネルで制作してきました番組、わら馬作りですとか、地域の講

でありますとか、お祭り等につきましての民俗行事について、このアーカイブ映像も放映をさせ

ていただいたところでございます。また、１１月２８日から１２月５日まで、小学校６年生が総

合的な学習の時間に取り組んだ平和学習のまとめを展示いたしました。受け継がれてきました民

俗資料の活用として、平和学習の導入の授業で実際の資料、千人針や防空頭巾等々の資料を実際

に展示をして紹介したところでございます。あわせて、児童が作成した模造紙のまとめと関連す

る民俗資料を平和展として展示をしたところでございます。

２か所に分かれた民俗資料館の今後のマッチングとか運用につきまして、現時点での考えです

けれども、民俗行事や節句に関する資料等の季節ごとの展示や、例えば、養蚕や綿作り、生活用

具、日吉津を支えた産業のようにテーマを設けた展示などをしてはどうかということで検討をし

ています。展示・交流室でございますので、以前の民俗資料館と同様に多くの資料を展示するこ

とはできませんが、さらに詳しく調べたいときには、収蔵室で学ぶことができるようなマッチン

グを考えているところでございます。また、子供たちの活用につきましては、展示・交流室が児

童館棟と同じ棟にありますことから、児童館のイベントや、あるいは保育所の活動に組み込んだ

り、ゲストティーチャーを招いて、子供から大人までふるさと学習をする場として活用したりと

いうことを検討しているところでございます。

最後に、ふるさと読本のような小冊子を作成をしてはどうかというような御提案でございます。

日吉津村のこれまでの歴史を記録し、ふるさと学習などを通じてその歴史を後世に伝えていくこ

とは、非常に大切なことだというふうに認識をしています。そのためには、現在ある書類や写真、

ビデオ等を収集し、仕分をして保存しておく必要があります。村内資料のデータベース化につき

ましては、村広報紙につきましては、平成１５年のホームページ開設以降はＰＤＦによる保存を

しておりますし、また、民俗資料館の資料については、データベース化して整理済みであります。
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また、１１３チャンネルの番組につきましては、平成１２年度以降、アーカイブス化により、ブ

ルーレイにデータ保存を実施しているところでございます。

今後に向けましては、資料の、今申し上げましたようなデータベース化を行いながら、提案の

ありましたような教材等の作成も検討しつつ、先ほど資料館での映像放映の話もさせていただき

ましたが、こういった映像等も活用しながら、ふるさと学習を進めてまいりたいというふうに考

えております。

以上で前田議員からの一般質問に対する答弁とさせていただきます。

○議長（山路 有君） それでは、再質問を許します。

前田議員。

○議員（７番 前田 昇君） まず、海浜エリア活性化のことについて伺いたいと思います。こ

の市場調査が検討委員会でっていうことでありましたが、検討委員会の後に村民の方の御意見を

いただいて、それからサウンディング調査というふうな流れだと思いますが、村民からの御意見

ですね、５０件ぐらいの、９人の方でしたかね、貴重な御意見をいただいています。この意見、

それとその後に、要するに、言いたいのは、検討委員会で村民の方の意見は何か協議されたのか

ということと、それから、サウンディング調査を実施するという趣旨を検討委員会には説明をさ

れたかどうか、まずお聞きしたいと思います。

○議長（山路 有君） 福井総合政策課長。

○総合政策課長（福井 真一君） 前田議員の御質問にお答えいたします。まず、村民の皆様から

の貴重な御意見、これは検討委員会に御紹介して、いろいろ検討委員会の中で御意見をいただい

たところです。指定管理者導入ということなんですけど、これ以前から検討委員会の中でも話し

してまして、近隣のキャンプ場の視察を行った結果、メリット、デメリット等をお話しして、メ

リットのほうが大きいということで、指定管理者導入の話を進めるという議論をしております。

最後の、サウンディング型市場調査を行うということは、検討委員会のほうには説明はしてお

りません。以上です。

○議長（山路 有君） 前田議員。

○議員（７番 前田 昇君） 村長の答弁であると、検討委員会で指定管理という声が多かった

ので、それで民間の指定管理に入る、そういう業者さんがあるかないかを含めてサウンディング

調査したということであり、そういう説明だったわけですが、私たちも先ほど言ったように、サ

ウンディング調査っちゅうものについては、ちょっと余談ですが、非常に疑問を感じてるんです

よね。うなばら荘の件ではないですが、何か一方的に民間業者の方と情報をやり取りしてしまう
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っちゅうことは、やはり、何ていいますかね、本当に村民の利益になるかっていうことでいうと、

手法としてはもう少し慎重に考えるべきだと思うんで。伺ったのは、検討委員会にそういったこ

の調査の趣旨を十分理解いただいたかっていうことでいうと、それはしてないということであり

ますね。

それで、サウンディング調査のホームページを以前に見て、私もそのとき見て初めてびっくり

したんですが、１１月の頭だったと思うんですよね、ホームページ出てたのは、私が見たのは４

日ということでした。そしたら、見たら、募集、申込期間が１０月７日から１１月の２５日とい

う２か月足らずの期間で、私が確認したときにはもう既に１か月過ぎたっていうことなんですが、

このサウンディング調査についての言わば告知は、ホームページ以外には何らかの形でされたん

でしょうか。

○議長（山路 有君） 小原総務課長。

○総務課長（小原 義人君） 前田議員の御質問にお答えします。ホームページには、このように

載せております。それで、前田議員は１１月に入ってから見たというふうにおっしゃりましたけ

ども、この開始のときからはアップをしていたというように認識しております。ただ、それ以外

の周知方法というのは、これのみということです。以上です。

○議長（山路 有君） 前田議員。

○議員（７番 前田 昇君） 私の確認時期が１１月になって、おっというふうに見たもんです

から、その辺の確認は分かりませんが。それにしても、２か月ほどの申込期間ということで、１

社申込みがあったということで、先ほど同僚議員の質問で聞きました。

ちなみに、現在、広域行政がエコスラグセンターについてのサウンディング調査をしとられま

すが、これは１１月から３月末までの４か月間。何を言いたいかっていうと、やはりあまり短時

間だと、結局なかなか広く告知も行き渡らないし、結果的にそういう意向のある方にも十分伝わ

らないんじゃないかと思うんです。そういった点でいうと、率直に言って、ちょっと拙速な段取

りだなというふうに正直思ってます。

それで、ついでに言いますと、エリアの活性化計画を今年度中につくって、指定管理を来年で

もやるっちゅう話で、先ほど管理委託料の話を伺いましたが、結局、指定管理に出す場合にもい

ろいろな条件があるわけでして、そういった条件が果たして今年度中、あるいは来年の早々であ

っても決められるのかと。村民はほとんど知らないと思いますよ、この経過については、よほど

関心のある人でなければ知らないと思う。

そういった点を踏まえて、以前に村民の方が、９人の方がいろんな意見をお寄せいただいた方、
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この皆さんは、例えば今の検討委員会の中に加わっていただいて、いろいろ意見交換っていうこ

とはされてないんでしょうか。

○議長（山路 有君） 福井総合政策課長。

○総合政策課長（福井 真一君） 前田議員の御質問にお答えいたします。前回の議会でもお答え

したと思うんですけども、村民の皆様から出していただいた意見は検討委員会のほうに御紹介し

ておりますし、出していただいた方、はっきりとこの方がっていうの分かる方もいらっしゃるん

ですけども、分からない方も当然いらっしゃいますので、検討委員会の中には入っていただいて

おりません。以上です。

○議長（山路 有君） 前田議員。

○議員（７番 前田 昇君） いろいろ同じような意見を言ってしまうわけなんですけども、検

討委員さんも７名でしたかね、７名の方が検討委員さんでやられているわけですけど、せっかく

村民対象に募集をして、いろんな意見、先ほどの波返しのほうのバリアフリーというふうな貴重

な御意見もいただいてるわけですから、私はやっぱり、連絡が取れるか取れないかはともかく、

何らかの形でぜひ委員会に来てもう少しその辺の御意見を頂戴したいっていうことで言えば、誰

も怒る人はなくて、むしろ我々の意見はどうなったのかなというふうに思ってる人があるんじゃ

ないかと思うんで、そこについては、ぜひこの後も努めていただきたいというふうに思います。

それで、海浜エリアの活性化につきまして以前に伺ったんですけども、今の波返しの手形、１

２０周年の記念で手形を作ったと。その後が結構壊れたものがあって、それをどうしますかっち

ゅことで私が以前に伺ったところ、今は保管をしてるが、検討したいということでありました。

それから、我々の議会広報も、何月号でしたかね、今年の最初ぐらいですかね、私は広報委員で

はないんですけども、手形のタイルをどうするかっていうことで、追跡っていうことで編集をい

ただいております。これについては、どのような検討がされてますでしょうか。

○議長（山路 有君） 福井総合政策課長。

○総合政策課長（福井 真一君） 前田議員の御質問にお答えいたします。以前の議会で御質問い

ただいてから、具体的な検討まではいってないんですけども、それまでの経過なんですが、同じ

ものが皆生海岸にもございまして、御存じだと思いますけども、ここも年々壊れてきて、修理の

手法とか非常に困っておられるようです。中には、花壇の中に外れたプレートが割れた状態で埋

め込まれている、誰がしたのかは分かりませんが、そういうところもございます。ですので、な

かなかこれぞというような修理の手法がないのが現状でございます。ただ、貴重なものですので、

壊れたものは回収して、保存しております。以上です。
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○議長（山路 有君） 前田議員。

○議員（７番 前田 昇君） あの陶板は法勝寺焼の作品だったと思うんで、お金の問題は分か

りませんけど、それなりの対応の仕方は相談すべきところはあるんじゃないかと思うんで、ぜひ

その辺りも対応していただきたいと思います。

結局、海浜エリアをどう活用するかっていったときに、今まであるもの、先ほどほかの同僚議

員も指摘したように、あの海岸線をいかに我々が愛着を持って磨きをかけてるかっていうことが

ないと、そこをどなたかに任せるっちゅうふうになかなかならないんじゃないかというふうに思

いますんで、そういった点も含めて、今後の方針を立ててこそ活性化の計画になろうかというふ

うに思いますので、そこの計画については慎重を期して、丁寧につくっていただきたいというふ

うに思います。

それで、ちょっとうなばら荘のことを伺いたいんですけども、旧うなばら荘の施設につきまし

て、先ほど村長の答弁があったことは既に村民の方にも共有されていると思いますが、それにし

ても、議会懇談会の中で、各所で、やっぱりうなばらはどうなるんだという話があって、中には、

みすみすこういう事態になったのには議会の責任もあるというふうな声も頂戴しましたし、ある

いは村の責任というよりは、広域がちゃんとやるべきじゃないかという、そういう指摘もいただ

いて帰ったわけです。その上で、漏れ聞きますと、広域のほうは、何かヤードさんと違う新たな

買取りの候補があるというふうなこともちょっと漏れ聞いておりますが、その辺の状況について

は、村長は、どこがっていうことはまあいいんですけども、その辺の広域の次の手っていうこと

では聞いている点がありますでしょうか、どうですか。

○議長（山路 有君） 中田村長。

○村長（中田 達彦君） 村長でございます。議員おっしゃいましたように、現在のこの旧うなば

ら荘の施設を活用したいという事業者が何社かあるというような状況は、私のほうも聞いている

ところであります。その状況を踏まえた上で、この今の施設を今後どのように扱っていくかとい

うことが、これからの西部広域内、あるいは日吉津村も含めたところでの議論を進めていかない

といけないところだと認識をしております。以上です。

○議長（山路 有君） 前田議員。

○議員（７番 前田 昇君） 多少、村民の方に分かりやすくということで確認的にお話しする

んですが、用地につきましては、既に日吉津村に広域から返還がされていて、予定されていた業

者さんと借地契約をしたと。それで、オープンまでの借地料っていうもので、何分の１かは頂く

という形になってたいうふうに思いますね。その辺の話は、要するに、結局は事業を中止された
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んですが、既にその業者さんの今は所有物になってるわけですから、借地料っちゅうのはもらう

とかもらえるというふうな、そういう話にはなってるんでしょうか。

○議長（山路 有君） 小原総務課長。

○総務課長（小原 義人君） 前田議員の御質問にお答えします。契約はまだ生きておりまして、

まだ協議中ですので、当初結んだ契約どおりの借地料は頂いております。以上です。

○議長（山路 有君） 前田議員。

○議員（７番 前田 昇君） すみません。あわせて、現状のあの周辺の維持管理の責任ってい

うのは誰になるということなんですか。

○議長（山路 有君） 小原総務課長。

○総務課長（小原 義人君） 前田議員の御質問にお答えします。建物はもちろん事業者の管理と

いうことになりますし、敷地につきましても、一応お貸しをしていますので、そこの事業者さん

に管理をしていただくということが基本だろうと思ってます。以上です。

○議長（山路 有君） 前田議員。

○議員（７番 前田 昇君） 西部広域との関連でありますが、組合との財産の売払いの契約書

っていうのは以前に抜粋でちょっと頂いているんですけども、細かくは読みませんが、結局ヤー

ドさんは事業を中止されたわけですから、簡単に言うと、言わば債務の不履行になるわけなんで、

当然速やかに広域に返すと、返還する。損害賠償までは発生しないかどうか、その辺は置くにし

ても、早急に広域のほうに戻されて、それで広域行政が新たな買取り業者とのその判断なり協議

ができる、そういったことではないのかなというふうに思うんですが、村長はどのように考えら

れていますか。

○議長（山路 有君） 中田村長。

○村長（中田 達彦君） 村長でございます。その辺りを現在、広域のほうと協議を進めていると

ころでありまして、やはり西部広域行政管理組合がこの施設をこれまで所有をしていて、それを

地域の活性化ということに活用できるだろうという見込みでこの売却を行ったということだと認

識をしていますので、その辺り、西部広域にもしっかりと責任のある対応を取っていただきたい

と思いますし、また、手続的にもしっかりと関与をしていただきたいというふうに思っています。

以上です。

○議長（山路 有君） 前田議員。

○議員（７番 前田 昇君） 今、村長の答弁聞いて、そのとおりだというふうに思います。西

部広域を構成します構成市町村の首長、正副管理の皆さんも、広域のこの売却という昨年からの
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この２年ぐらいの方向が、方向はともかく、それが言わば失敗になったわけですから、その責任

はやっぱり何らかの形でちゃんと受け止めていただくという必要があるかなというふうに思いま

すし、ヤードさんは会社が倒産したとか何かいう事情ではなくて、事業は継続しながら中止され

るわけですから、それはそれなりのきちんとした責任は取っていただくっていうことは当然だろ

うというふうに思います。さらに付け加えれば、こういったこの間の、言わば２年間の経過の中

で、長年勤めた従業員の方は結果的に退職を迫られてしまったということでありますので、そう

いった点も踏まえれば、社会的な意味合いからも、相当広域もその辺の対応をお願いをしたいと

いうふうに思いますので、その点は改めて村長にお願いをしておきたいというふうに思います。

それから、現在の海浜公園の利用促進っていうことであります。先ほど来ありますように、や

っぱり子供の遊び場所が欲しいという村民の意見もありましたし、それから、以前から伺ってま

すのも、村内にふらっと散歩で立ち寄れるような、あるいは子供連れで行けるような公園が欲し

いという声は、以前からいろんなところで聞いております。ですから、村民の御意見にあるよう

な遊び場なり、散歩コースというものは、これはぜひ実現をすべきだというふうに思います。も

ともと海浜公園にはあまり遊具は置いてないわけですよね。遊具を置くと、遊具なりの維持管理

とか、事故があっちゃ困るというふうな、当時役場の中でもそういう危機感もあったもんですか

ら、芝が自然にあるところに自由に遊んでいただくほうがいいんだっていうことでありましたん

で。ただ、そうはいっても、何もないとなかなか行かないというのもありますし、有料のキャン

プ場ですっていうことが先に出ちゃうとなかなかそうもいかないっていうんで、やはりそうでは

ないと、もう本当にふらっと来ていただけばいいというふうな、広報とかそういった中で、やっ

ぱり子育て中の若い御夫婦なんかに、これからの子供とここで遊ぶのにどういうことがいいかっ

ていうことを、ぜひそういう意見聴取をしっかりやった上で今後の活性化の検討委員会をしてほ

しいというふうに思うので、あえて言いますと、やっぱり今年度中につくってしまうというので

は、私は村民の方には全くつながらない、村民の理解にはつながらないんじゃないかというふう

に思うんで、そこはしっかり、もう少し幅広に検討いただきたいというふうに思っております。

そういった意見を以前から言ってるわけですけども、その辺を踏まえていただきたいなというふ

うに思います。

それから、次の、コロナ下のコミュニティ支援っていうことにいきたいと思います。これは、

お互いにみんなコロナの中で、自治会長もいろいろ苦労されたというふうに思いますが、先ほど

の答弁によりますと、支援スタッフの人が結構自治会に通っていらっしゃるということで、それ

はそれで大変いいなというふうに思ってますが、現在、役場の中の支援スタッフは何名いて、支
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援スタッフの中での、このコロナ禍の中でいかに支援をしていくかという、その辺の議論という

のはどういった内容があるのか。人数と、役場の中での支援スタッフの情報交換ということでち

ょっとお伺いしたいと思いますが、いかがですか。

○議長（山路 有君） 福井総合政策課長。

○総合政策課長（福井 真一君） 前田議員の御質問にお答えいたします。まず、支援スタッフの

人数ですけども、現在５２名、正規の職員全員です。各自治会に６名から８名配置しております。

自治会によっては、毎月、役員会に来て意見交換してほしいというような御要望もあれば、コロ

ナ禍なんで集まること、人数が増えるので自治会長さんとリーダーとかだけで意見交換をしてい

るところもございます。

手法としては、やはりコロナ禍で大人数集まりにくいという状況で、先ほど村長答弁の中にあ

りましたように、アンケートを実施されたり、全世帯向けにアンケートを実施して御意見を頂戴

されたりしておられる自治会もございます。役場の支援スタッフのほうとしては、こういう中で

も役員会に出たりして地域の課題を掘り起こしたり、それから、毎年提出いただいております自

治会要望というのがございますが、この中にやはり地域の課題が隠されておるんではないかとい

うことで、その中からターゲットを絞って提案をさせていただいたりして、こういう課題を解決

に向けて支援スタッフと一緒になって進めませんかというようなことも実施しております。最近、

防災組織ができた自治会においては、やはりまずは体制が一番重要なんですけども、備品とか、

どういうものをそろえたらいいんだろうかとか、それから、通信手段ですね、この自主防災組織

の中での通信手段どんなのがいいんだろうかとか、それから、そういう方法ですね、いうことを

協議したりしております。以上です。

○議長（山路 有君） 前田議員。

○議員（７番 前田 昇君） ５２名ってちょっとびっくりしたんですけど、各自治会に６から

８って。それで、リーダーという人は、その中の１人とか２人、１人ですか。それで、各自治会

の支援スタッフのグループみたいなものは、ミーティングをしたりしてるんですか、日常的には。

○議長（山路 有君） 福井総合政策課長。

○総合政策課長（福井 真一君） 前田議員の御質問にお答えします。自治会ごとの支援スタッフ

の中で議論しているところもございますし、そうではないところもあります。

それと、自治会の役員会に輪番制でスタッフが交代交代に出たりしている自治会もございます。

以上です。

○議長（山路 有君） 前田議員。
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○議員（７番 前田 昇君） コミュニティ計画づくりっていうふうな表現でやっていて、コミ

ュニティ計画っていうのは何だっていうのは、当時いろいろ聞かれたんですよね。現在、そのコ

ミュニティ計画っていうものはどういったものかっていうことは、この支援スタッフの人には伝

わっているんでしょうか。

○議長（山路 有君） 福井総合政策課長。

○総合政策課長（福井 真一君） 前田議員の御質問にお答えいたします。スタートした頃は、コ

ミュニティ計画づくりということで、前田議員が担当でずっと進めておられました。現在は、計

画づくりという言い方はあまりしておりませんで、コミュニティの推進とかいうことで、当時、

計画書も作っておられた自治会も多数あります。その後、なかなか改定までなされてないんです

けども、最近では、２年前に防災の関係で計画書を作られた自治会もございますし、スタッフに

つきましては、以前、研修でこういった計画をつくっておられるということで周知しております。

以上です。

○議長（山路 有君） 前田議員。

○議員（７番 前田 昇君） コミュニティ計画っていうのは、基本的にはあれなんですよね、

地区計画なんですよね。地区計画っていうと、都市計画とちょっと混じるんですけど、基本的に、

我が自治会の総合計画みたいなものなんですよね。それを目指してつくろうということで、それ

をつくるためには、やはり各世代の人から意見を、例えば子育てはどうあるべきとかいう、そう

いう話なんですけど、一番皆さんが先に興味を持たれたのは防災ということで、防災マニュアル

につながったということなんですけど、本来のコミュニティ計画っていうのは、１０年後の地域

をどう目指すかというふうな計画書を作ろうということで、そういったものを役場の職員もお手

伝いしますということなんですよね。実際には、そこでワークショップ的なことをやろうという

ことなんで、その辺をよく職員さんも意図していかないと、その辺もあまりなくて行っても、自

治会からいうと、何ていいますかね、こういう時期ですから来てもらっても、迷惑ではないかも

しれませんが、何のために役場の職員来てもらうか、かえって緊張して困るなとか、ややこしい

というふうな発想があるかもしれないので、その点をしっかり腹入れして取り組んでいただきた

いと思いますが、そういったところには結局まだ至ってないっていうことで理解したらいいんで

しょうかね。

○議長（山路 有君） 福井総合政策課長。

○総合政策課長（福井 真一君） 前田議員の御質問にお答えいたします。コミュニティ計画、い

ろんな解釈があろうかと思いますけども、最近では、やはり高齢者の方とか、老人世帯とか、独
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居いう話題が多うございまして、社会福祉協議会のほうからも参加いただいたりして、やっぱり

地域の一番の課題を何か解決していきたいという思いが強く感じられるところですので、その自

治会ごとのニーズに応じて進めていけたらと考えております。以上です。

○議長（山路 有君） 前田議員。

○議員（７番 前田 昇君） 役場の中では、相当このコロナ禍に対してオンラインの研修とか、

オンラインでの会議が増えてたと思うんですけど、先日、議会懇談会のときにある方が言われた

のは、地区の自治会単位でも、例えばオンラインを使って子供からお年寄りまで、一種のそれ自

体がオンラインの体験といいますか、オンラインのような形で、地域でそういうイベントしてみ

るとか、あるいは世代交流するとか、そういったことはやられたらどうですかっていう御意見を

いただきまして、非常に大事なことだと思うんですよね。ウィズコロナっていうものの中で、先

ほど来、ＳＮＳとかスマホの活用っていうのはあるわけですけども、言わば役場のほうが少し段

取りをして、公民館でオンラインで何か意見交換するとか、体験としてやってみるとか、そうい

ったことについてはいいんではないかと思うし、先進的なところではそういったことがされてる

と思うんですけど、そういったことについていかがですか。村長、新年度あたりはそういったと

こを少し進めてみるというお気持ちはないでしょうか。

○議長（山路 有君） 中田村長。

○村長（中田 達彦君） 村長でございます。私のほうも、当初、この自治会の公民館にＷｉ－Ｆ

ｉを引いて、皆さん使っていただけるようにしてはどうかというような考えもありまして、自治

連合会のほうでも提案させていただいたような経過もあるんですけれども、やはり当時はそこま

での認識というか、皆さん必要性も感じておられないというような御回答だったものですから、

その後、このコロナの状況等もあって変化してるようなところもありますので、また改めて、デ

ジタル化というようなこともありますので、その辺りはまた相談投げかけてみてもいいのかなと

いうふうに、今聞いて感じたところです。以上です。

○議長（山路 有君） 前田議員。

○議員（７番 前田 昇君） やっぱり論より証拠で、そういった場面が広がっていくっちゅう

ことは、あ、これならみんなが顔合わせられるというようなことにつながると思うんで、ぜひ前

向きに検討していただきたいし、そのときにこそ、役場の、言わば支援スタッフの力が試される

といいますか、自治会にとっては頼りになるということに、一つそういうチャンスになるんじゃ

ないかと思うんで、ぜひ検討いただきたいと思います。いわゆるＷｉ－Ｆｉの設備でなくても、

ポケットＷｉ－Ｆｉでも何でも、機器を整備して、持って伺いますよということでいえば、そう
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いったところが１か所でも２か所でもできたら非常にインパクトがあるんじゃないかと思うんで、

ぜひ取組をいただきたいと思います。

このコロナ禍の中で、先日、教育委員会といいますか、小学校のコミュニティ・スクールのこ

とを伺いましたら、以前からですが熟議っていうことで、本当に自分たちに何ができるかという

ふうな議論を対面でされておりまして、これについては、このコミュニティ施策の中においても、

やはり見習っていくべきじゃないかというふうに思います。自治会長さんなんかのいろいろな不

安はあるかと思いますが、やっぱりもっともっと意見を出し合う関係といいますか、そういった

ところは村長部局でも熟議っていうものを各所でつくっていただきたいなというふうに思います

んで、よろしくお願いします。

３点目のふるさと学習の振興ということで、ちょっと伺います。ミライトひえづのあそこ、あ

の入り口には民俗資料館という看板がありまして、民俗資料館なんだなとは思ったんですけど、

交流スペースというふうなことで伺っとったので、児童館の入り口に看板がありますね。それで、

一方、収蔵庫のほうには、どうも見るのに特別な看板はなくて、もうちょっとあそこを、２つを

何かつなぐような工夫は要るんじゃないかと思うんですけど、この辺は教育長のさんのほうの工

夫になるんでしょうか。その点、いかがでしょうか。

○議長（山路 有君） 井田教育長。

○教育長（井田 博之君） 前田議員の御質問にお答えします。２か所に分かれた、両方とも言わ

ば民俗資料館でございますが、そのマッチングについての御質問がございます。この答弁に関し

ましては、村長とあらかじめ協議をして、村長のほうからまとめて答弁していただいたところで

ございますので、村長答弁の繰り返しになったり、ちょっと補足程度のことになるかと思います

が。２か所に分かれざるを得なかったということですので、その結果を踏まえて、両方を民俗資

料館として、両方を活用していただきたいという願いでございます。

村長答弁にありましたように、季節展示、それから事によるテーマ展示を計画しまして、ちょ

っと話が横にそれますが、教育委員会事務局のほうが主体的に計画をつくりまして、子供と住民、

大人が一緒に交流しつつ、その展示内容を勉強できる、学習できるというふうなスタイルにして

いきたいというのが一つでございます。そのときに、さらに深く学びたいという場合、収蔵室に

移動すれば、展示・交流スペースではたくさん展示できなかったものをしっかり見ていただいて

勉強できるということかなと思ってまして、そういうマッチングの仕方にしていきたいなと、そ

れは基本でございます。ただ、以前の民俗資料館と同じように、そういう教育委員会の計画のみ

ならず、これが見たい、こんなことを学習してみたいということをおっしゃっていただければ、
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いつでも担当が説明できるように、日時を相談させていただいて説明できるようにしていきたい

というふうに考えております。以上です。

○議長（山路 有君） 前田議員。

○議員（７番 前田 昇君） 今の教育長さんの答弁でいえば、それに沿った形で、収蔵庫のほ

うもデータベース化っていう話も答弁でありましたけど、要するに、例えば児童館のほうの資料

館に行って、率直にあそこの、いろいろ農具とか家庭のものがありますけど、あれをぱっと見て

理解できるのはそれなりの年を重ねた者でして、解説もまだあんまり出てませんので、なかなか

大した解説を、じゃあ私が言われて解説できるかっちゅうと解説もなかなかできないと、古い農

具もいっぱいありますので。だから、子供を連れていっても、なかなか説明はちょっと我々には

難しい。ですので、もう少しサイン類が必要なんではないかというふうに思うわけですよね。

それと、収蔵庫のほうがあるっていうこともあそこにはないので、多分。要するに、少し専門

性のある人が行けば、え、これだけっていう話になるんで、収蔵庫にはこういうリストがあって、

こういった形で御説明もできますっていうふうなことを、そういった体制を組んで、そういう告

知がしてないと何か不十分なんではないかなというふうにちょっと思ってるので、これからそこ

はぜひ工夫をしていただきたいなというふうに思います。その辺、いかがでしょうか、何かそう

いった点はそんなに難しくない。

それと、資料館のいわゆる館長っていうのはどなたになるんでしょうか。その辺と含めて、お

聞かせいただいたらと思います。

○議長（山路 有君） 横田次長。

○教育次長（横田 威開君） 前田議員の御質問にお答えします。まず、民俗資料館の館長は、こ

れまでどおり教育長が兼ねておりますので、井田教育長が民俗資料館館長となります。

それで、この収蔵庫、それから展示交流室と、この２か所に分かれたもののマッチングという

ところで、特にこれまでと違う、新しい考え方で、ある程度皆さんとの交流、複合型施設のよさ

も踏まえた新しい考え方での展示が必要になっていくと思いますが、それがデータベース化と併

せてどういう形で広めることができるかっていうことを、また検討して進めていきたいなという

ふうに考えております。以上です。

○議長（山路 有君） 前田議員。

○議員（７番 前田 昇君） 今の次長の答弁は分かりましたけど、言いたいのは、せっかく民

俗資料館ってあそこにできたんですけど、ちょっとあそこに行って、その次にもっといろいろ見

たいっていうところのそういった表示とかは、促しみたいなものは、ぜひこれは早急に何か考え
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ていただくほうがいいんではないかというふうに思います。多少、関心のある人が、もし御案内

したときに、え、これだけですかっていうふうに言われる、悪い意味じゃないんですけど、趣旨

は趣旨としてそういうことがあるかなと思うんで、ぜひそれは早急に対応いただきたいというふ

うに思います。

それから、その後の村誌の問題ですが、以前にも提案をしておりますが、先日、どっかの答弁

の中で、総務課長から、西部地震の際の本村における対応っていうことで言ったら、なかなかそ

の資料がないんだっていうことを伺って、私が言いたいのは、やっぱりそういうことなんですよ。

結局、保存年限は過ぎていても、日吉津村にとってとても貴重な資料っちゅうのは、やっぱり行

政の中にいっぱいあるわけでして、そういった点を役場の中は意図して、やっぱり残すようにし

ていかないと資料がなくなってしまうんじゃないかと思うんですね。そういった意味でいうと、

意図して、何ていいますかね、日吉津村には公文書館っていうのはないわけなんで、ないとすれ

ば、本当はそれ図書館に収集したり収蔵するっていうのが筋だと思うんですけども、うちの図書

館でそういう体制にないとすれば、役場の中でそういったことをしっかり検討いただいて、やっ

ぱり重要なアーカイブになりそうな資料は整理して保管しておくということを、そろそろきちん

としとかないと、本当になくなってしまうんじゃないかというふうに思います。例えばジャスコ

の誘致のときの経過とか、それから、市町村合併のときの住民投票とか、先ほどの西部地震のと

きの村内の状況とか、それから、例えばチューリップ栽培の歴史とか、そういった点は前の村誌

にはまだなかったものなんで、そういったものは映像とかいろんなものもあるんですけど、やは

り結構役場の当時の記録資料、つづりの中にいっぱいあると思うんで、やっぱり大事なものは残

しておくっていうことをやるべきだというふうに思います。

それでさらに、以前にも言いましたが、少なくとも防災関係の資料については、役場の中のど

っかに、ロッカー１つでもいいですから、村内外の資料をそろえて小さな本棚に納めておくって

いうことをしないと分からないんじゃないかと。やっぱり職員の人が日常的に防災について関心

を持つためには、休憩室でもいい、厚生室でもいいですし、ほかの部屋でもいいので、ここに防

災関係のものは一連そろってるっていう場所があったほうが私はいいと思ってまして、そうしな

いと、各課につながったものはみんなそれぞれで破棄してしまいますんで、そういったことをぜ

ひ取り組んでいただきたいと思いますが、その点、いかがでしょうか。総務課長かな、御答弁い

ただいたらと思います。

○議長（山路 有君） 小原総務課長。

○総務課長（小原 義人君） 前田議員の御質問にお答えします。アーカイブス化につきましては、
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やはり前田議員が以前からこういった一般質問で取り上げていただくことによりまして、今の状

況、今日、御答弁申し上げたようなＰＤＦ化とか、ブルーレイに保存とか、そういったようなこ

とが確認をできました。そして、職員の中でも、やっぱりそういったことを意識づけができてい

ると思いますので、これから勝手に廃棄するというようなことはないというふうに思ってますし、

今後もその保存、収蔵に努めていきたい。それから、仕分ですね、その辺もやっておくことによ

って、後でまとめるときに楽にできるということもあると思いますので、それはやっていきたい

なというふうに思っています。

それと、防災関係のことなんですが、これも以前から言っていただいております。マニュアル

等につきましては各課に配付しておりまして、それは各課にあって、身近なところで確認してい

ただけるっていうほうが実践的かなというふうに思います。ただ、よその防災関係の資料とかい

うことになりますと、各課に配るわけいきませんので、例えば防災担当のところの書庫なりにま

とめておくということはできると思いますので、対応していきたいと思います。以上です。

○議長（山路 有君） 前田議員。

○議員（７番 前田 昇君） 特別なものっていうわけでなくて、やっぱり万が一のときの対応

としては、防災関係はかなり専門的な資料から、あるいは近くのいろいろな参考資料とかあるの

で、やっぱりそういったミニライブラリーみたいなものがあることが、結局職員の皆さんの日常

の認識を高めるチャンスになると思うので、やっぱり何かそういったことは工夫していただきた

いなと思いますんで、よろしくお願いします。

それから、非常に前後しますが、海浜公園のことについて、一度戻りたいんですが。以前は、

海浜運動公園は、自治会なり、あるいは村内の子供会が利用する場合は無料にしていたわけです

よね。それが、いつの頃か、一応減額はされていても有料っちゅうことになって、どうしても子

供会の世話役さんは、例えば雨天だった場合に、また予約金も払ったり、返してもらったり、あ

るいは払ってしまったりというその辺のちょっと煩雑さがあって、キャンプ場じゃなくても地区

の公民館でお泊まり会をすればいいなというふうに、どうしても流れるわけですよね。ですから、

そういった点でいうと、子供会あたりには、ぜひ無料だからどんどん使ってほしいっちゅうほう

にしてほしいんです。そのことを以前に言いましたら、検討しますという答弁をたしかいただい

てるんですけども、先ほども、有料と書いてあると入りにくいというふうなこともあったわけで

すけども、その点については、その後どうだったかなというふうに思うんですが、検討された結

果はいかがだったでしょうか。

○議長（山路 有君） 小原総務課長。
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○総務課長（小原 義人君） 前田議員の御質問にお答えします。結論から申し上げると、ちょっ

とまだ進んでいないというところで、ただ、今後運営をどうしていくかというようなところにも

絡んできますので、そのことも併せて、引き続き検討させていただければと思います。以上です。

○議長（山路 有君） 前田議員。

○議員（７番 前田 昇君） 海浜公園ができた当初、いろいろ工夫したりして、例えば県民の

日には無料開放したり、何かいろいろやって、必ずしも成功したわけではないんですけども、と

にかく、まずは村内の方に利用いただこうということでやったので、ぜひそういったことをまず

最初に計画をつくった上で、その上で環境整備も整えた上で指定管理も一つの手法だということ

に普通はなるっていうことなんで、現在の状況で指定管理の方向を出すっちゅうことは非常にリ

スクが大き過ぎるので、私はあえて言うと、全くその手法は現段階では反対だということだけ伝

えて、終わりたいと思います。以上です。ありがとうございました。

○議長（山路 有君） 以上で前田議員の一般質問を終わります。

・ ・

○議長（山路 有君） 以上で本日の議事日程は全部終了いたしました。

なお、次回の本会議は、１２月１２日月曜日、午前９時から議案質疑を行いますので、議場に

御参集ください。

本日はこれをもって散会いたします。御苦労さまでした。

午後５時３５分散会
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